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令和７年１２月第１５２回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   令和７年１２月２日（火） 

○開会年月日   令和７年１２月２日（火） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１３名） 

１番  酒 井 勝 也 君         ２番  松 田   修 君 

３番  西 口 邦 彦 君         ４番  城 戸   司 君 

５番  向 井 一 富 君         ６番  久 保 美 博 君 

７番  森 永 和 夫 君         ８番  菊 地 幸 雄 君 

９番  泉   浩 壽 君        １０番  大 木   雄 君 

１１番  山 本   徹 君        １２番  下 野 安 彦 君 

１３番  山 崎 正 史 君         

 

○欠 席 議 員  なし  

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

町 長  小野植 正 久 君    副 町 長  山 岡   敦 君 

 総 務 課 長  上 山 淳 一 君    企画情報課長  二 宮 大 昌 君 

 住 民 課 長   橋 本 一 恵 君    税 務 課 長  久保宮 賢 次 君 

 保健福祉課長  上 野 昌 宏 君    こども支援課長  亀 岡 秀 俊 君 

 建設デザイン課長  亀 内 重 範 君    会 計 課 長  山 本 勝 利 君 

 町並・地域振興課長  髙 山 重 樹 君    農林振興課長  新 田 栄 作 君 

 小田支所長   中 嶋 優 治 君    環境政策室長  西 岡 美 穂 君 

 教 育 長  林   純 司 君    学校教育課長  宮久保 邦 博 君 

 自治・学習課長  福 見 光 生 君 

 代表監査委員  赤 穂 英 一 君    農業委員会会長  北 岡   清 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

 事 務 局 長  髙 嶋 由久子 君    書 記  本 田 紳太郎 君 

 

○議事日程（第１７号） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

    自 令和７年１２月２日 

 会期                  １１日間 
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    至 令和７年１２月１２日 

日程第 ３ 議長諸般の報告 

日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

日程第 ５ 令和７年度財務監査の結果に関する報告 

日程第 ６ 発議第  ２号 内子町議会会議規則の一部を改正する規則について 

日程第 ７ 議案第 ８５号 内子町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

日程第 ８ 議案第 ８６号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第 ８７号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ８８号 内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第 ８９号 内子町普通公園条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第 ９０号 内子町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第 ９１号 内子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について 

日程第１４ 議案第 ９２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第 ９３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第１６ 議案第 ９４号 内子町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第 ９５号 内子町歴史観光交流拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第１８ 議案第 ９６号 令和７年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第１９ 議案第 ９７号 令和７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第２０ 議案第 ９８号 令和７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第２１ 議案第 ９９号 令和７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第２２ 議案第１００号 令和７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第２３ 議案第１０１号 令和７年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予算（第１

号）について 
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日程第２４ 議案第１０２号 令和７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第２５ 議案第１０３号 内子町教育委員会委員の任命について 

日程第２６ 議案第１０４号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２７ 議案第１０５号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２８ 議案第１０６号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第２８まで 

 

午前 １０時００分 開会 

 

〇議会事務局長（髙嶋由久子君） ご起立願います。礼。ご着席ください。 

〇議長（泉浩壽君） ただ今から、令和７年１２月第１５２回内子町議会定例会を開会いた

します。 

 本定例会には、地方自治法第１２１条第１項の規定により、町長、教育長、代表監査委員

及び農業委員会会長の出席を求めております。 

 また、説明員として出席通知のありましたものは、副町長及び総務課長及び各課長等の１

５名であります。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、１０番、大木雄議

員、１１番、山本徹議員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第２ 会期決定の件及び議事日程通告」のうち、会期決定の件

を議題とします。 

 本定例会の会期は、去る１１月２５日開催の議会運営委員会において協議され、本日から

１２日までの１１日間としております。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ご異議なしと認めます。 

 従って、会期は本日から１２月１２日までの１１日間に決定しました。 

 なお、本日の議事日程は、お手元に配布しております「議事日程（第１７号）」のとおり

であります。 
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日程第 ３ 議長諸般の報告 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第３ 議長諸般の報告」をします。 

 議長としての報告事項は、お手元に配布しておるとおりであります。ご覧いただいたこと

と思いますから、ご了承ください。 

 これをもって、諸般の報告を終わります。 

 

日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第４ 招集あいさつ並びに行政報告」を町長より受けることに

します。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） 本日ここに、第１５２回令和７年１２月内子町議会定例会を招集

いたしましたところ、議員各位には、公私共に大変ご多忙中にもかかわらずご出席いただき、

誠にありがとうございます。 

本定例会に町長として提出いたします案件は、条例の制定１件、条例の一部改正９件、指

定管理者の指定１件、補正予算７件、人事案件４件の合計２２件でございます。 

それぞれの案件につきましては、その都度、ご説明申し上げますので、よろしくご審議の

うえ、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。 

さて、年の瀬も近づき、日に日に冬らしくなってまいりました。振り返りますと、この秋、

町内各地域では、恒例の文化祭や農業祭だけでなく、内子・五十崎地区での内子芸術祭や、

小田地区でのアートベンチャーエヒメフェス２０２５など、内子町の資源や風土を生かし

た芸術作品に触れる機会も多く設けていただきました。参加いただいたアーティストの

方々の多様な視点で、内子町の新たな魅力を見出していただけたことと思います。 

さて、先日、１１月２０日から２１日にかけて、愛媛県町村会で、令和６年能登半島地震

並びに令和６年能登豪雨により甚大な被害を受けた地域の復旧・復興状況について、現地を

視察し、被災地の課題や対応状況を把握するとともに、災害対策や地域の防災体制の強化に

資する知見を得るため、石川県の穴水町と能登町を視察し研修いたしました。 

地震発生は、令和６年１月１日、午後４時１０分ごろで、地震の規模は、マグニチュード

７.６、最大震度７、両町の最大震度は６強でございました。元旦の地震ということもあり、

里帰りしている方々を含め被災者を多く出すことになりました。 

能登半島地震による犠牲者は、本年１１月１０日時点で、直接死２２８人、災害関連死４

５６人、合わせて６８４人となっています。 

また、穴水町と能登町では、直接死２２人、災害関連死１１３人と、災害関連死の方が多

い状況となっていますが、原因としては、避難所での環境の悪化や医療体制の不十分さなど
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が挙げられていました。 

また、両町の家屋への被害や道路、水道などのインフラに対する被害も甚大で、家屋につ

いては全壊建物だけでも約３，０００棟、半壊まで含めると数倍にも上る数となりますが、

申請のあった公費解体については、ほぼ完了したとのことでありました。 

住宅を失った人たちは、仮設の避難所に避難し、その後、新たに設置した仮設住宅や民間

アパート等を活用したみなし仮設住宅で生活をされています。今後の生活の目途が立って

いない方もいらっしゃり、計画どおりには進まないとのことでございました。 

また、上水道は断水、下水道は使用不可となり、復旧に長時間を要し、道路についてもあ

る程度、復旧したものの、まだ通行止めの路線が残っている状況であります。 

これらさまざまな復旧・復興に係る予算は、通常の予算に上乗せされ、膨大な額に膨れ上

がります。しかし、発注するための技術者等が必要で、全国の多くの自治体等から応援を受

けているものの、まだまだ不足しているとのことでございました。現在、復旧・復興に向け、

一生懸命取り組んでいる最中で、まだまだ長期間を要すると感じました。 

そういうなかで、私たちの地域は、南海トラフ巨大地震が今後３０年以内に８０％の確率

で発生するとされており、その準備をしておかなければなりません。 

まず、命を守る取り組みが重要です。多くの方が、古い建物や家具に押しつぶされ亡くな

ったり、重傷を負ったりしています。建物全体の耐震化はもとより、価格的に抑えられるシ

ェルターの設置や家具の固定、火災防止の観点から感震ブレーカーの設置などについて、町

の補助制度を活用しながら、さらに進めていく必要を感じております。 

また、発災当初から迅速に対応できる体制の整備と強化が必要です。研修地でご指導いた

だいた職員の皆様も言われていましたが、発災当初は職員の登庁も困難になります。そのた

め、本部の設置や運営に遅れや混乱が発生する恐れがあり、停電や断水、通信網の遮断を想

定し、職員間及び外部機関などとの連絡手段の確保など、災害対策本部の強化を図ることが

重要となってまいります。 

また、自衛隊・各省庁のリエゾンからのさまざまな支援や、応援対策職員派遣制度による

被災側自治体と支援側自治体とでペアを組む支援方式。いわゆる「対口支援」など、即座に

受け入れ、指示ができる受援体制の整備、災害対応の知識と経験不足による混乱や戸惑いを

回避するための職員の対応水準の強化なども課題として挙げられます。 

ただ、これら対策を講じたとしても、公助には限界があるということを改めて感じたとこ

ろでございます。自助、共助についても、地域の防災士や自治会の皆様の協力を得ながら、

さらに地域の対応力強化の必要性も強く感じました。 

今回の視察研修では、資料を含め多くの参考となる事項等、ご教示をいただきました。財

政的な面もあるものの、事前準備をしっかり行い、大きな災害に備えたいと考えております

ので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは、さっそく当面いたしております事務事業等についてご報告申し上げます。 

ご報告いたします内容は、１つ目として、１２月補正予算の概要について。２つ目として、
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観光プロモーション及び町産品販路開拓にかかるシンガポール輸出事業について。３つ目

が、文楽公演「内子Ｔｈｅ文楽２０２５」についてでございます。 

それでは最初に、令和７年度１２月補正予算の概要についてご報告いたします。 

１２月補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ２億５,０３８万９千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を１２７億１,９３５万５，０００円としております。前年度同期の予算

額と比較し、４億９,３５５万５，０００円、率にして４．０％の増となっております。 

詳細は後程ご説明いたしますが、主だったものとしましては、防災・安全安心づくりにか

かる、がけ崩れ防止対策事業、上重松Ｂ地区擁壁工事１,７００万円、災害復旧にかかる経

費４,２９５万６，０００円、障がい者福祉にかかる自立支援給付費７,９５７万円、その他、

令和７年人事院勧告に基づく職員の俸給月給の引き上げ等にかかる人件費などについて、

予算計上しております。その財源は、分担金、補助金、地方債などに加え、基金を取り崩し

て充当する予定にしております。 

次に、観光プロモーション及び町産品販路開拓にかかるシンガポール輸出事業について

ご報告いたします。 

今回、シンガポールにおいて、内子町としては初めて、観光プロモーションと伝統工芸・

和紙をテーマに「ギルディング」と「五十崎凧」の販売促進にかかる出店を１０月４日から

１１月９日まで行いました。 

会場となったのは無印良品のシンガポール店で、東南アジア地域の旗艦店として２０１

７年に開業し、２０２３年には大規模な拡張と改装を経てグランドオープンしました。無印

良品の店舗としては、世界最大級となっております。 

約９０㎡のイベントスペース内は、内子町産品の販売をはじめ、中央に大凧合戦で活躍し

ている大凧２統をディスプレイし、正面には観光ＰＲするためのタペストリーを、両サイド

にはギルディングのタペストリーを吊るし、観光ＰＲ動画やパンフレットも設置するなど

来場者が楽しめるブースとしました。 

オープニングの１０月４日と５日には、「ギルディング」を手掛ける株式会社「五十崎社

中」と町職員が渡航し、観光ＰＲやワークショップを実施し、多くのお客様にご来場いただ

きました。ワークショップは、定員をオーバーする人気ぶりで伝統工芸の良さも伝えること

ができました。 

お客様からは、「東京や大阪などに行ったことはあるが、愛媛や内子のことは初めて知っ

た。とても美しいところで興味がある。」「伝統工芸にふれる機会はなく、とても貴重な体験

ができた。」「内子町にとても興味がある。」などなど、生の声を聞くことができました。 

 また、ギルディングと凧製品の売れ筋商品は、さっそく、日系企業が経営する「コミュニ

ティマーケット」で販売することが決定し、販路開拓にもつなげることができました。さら

に、来年１月には、シンガポールからバイヤーが来町することが決まっております。 

今回は伝統工芸をテーマに輸出事業を実施しましたが、今後も出展内容の精査・検討及び

検証をしっかりと行い、また観光協会との連携を図り、さらなる観光客の誘客及び町産品の
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販路開拓に努めてまいります。 

最後に、文楽公演「内子Ｔｈｅ文楽２０２５」についてご報告いたします。 

これまで内子座で行っておりました文楽公演ですが、本町の文化芸術の振興と地域活性

化のため、また全国の内子座文楽ファンの期待に応え、今年度は趣向を変えた形での文楽公

演を１１月２９日と３０日の２日間で３公演、開催いたしました。定数の約２倍の抽選申し

込みがあり、県内外から約２００人のお客様に鑑賞していただきました。 

高橋邸と高昌寺の２つの会場で実施し、文楽の実演をはじめ、文化功労者で人間国宝の人

形遣い、吉田和生さんと愛媛県出身のフリーアナウンサー、武内陶子さんとの文楽対談も盛

り上がりました。 

また、今年は、内子町が誇る偉人の一人、高橋龍太郎さんを題材にした新作素浄瑠璃の上

演や、高橋邸に伝わる古記録「君命禄」に記された、おもてなしの膳を一部再現して提供す

る「高橋邸ダイニング」を行いました。 

文楽の楽しさはもとより、内子町の歴史にも触れていただき、まちぐるみのおもてなしが

関係者の皆様に伝わったのではないかと思います。 

以上、３件の事柄についてご報告申し上げました。 

今後も、内子町に暮らす町民の皆様が、元気で充実した日々を過ごせるよう、ともに活力

ある内子町を創造してまいりますので、各種事業の取り組みについて、引き続き議員各位の

ご指導、ご協力をお願い申し上げ、招集のご挨拶といたします。 

〇議長（泉浩壽君） 以上で、招集あいさつ及び行政報告を終わります。 

 これから、議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。 

 

日程第 ５ 令和７年度財務監査の結果に関する報告 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第５ 令和７年度財務監査の結果に関する報告」を受けること

にします。 

 赤穂英一代表監査委員、ご登壇願います。 

〇代表監査委員（赤穂英一君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 赤穂英一代表監査委員。 

〔赤穂英一代表監査委員登壇〕 

〇代表監査委員（赤穂英一君） ご報告申し上げます。 

議案書番号３番の「令和７年度財務監査結果報告」の２ページの４、監査結果をご 

覧ください。 

令和７年度の財務監査は、代表監査委員の私、赤穂と久保監査委員及び監査委員事務局に

より、前期における各部署での事業等について、地方自治法第１９９条第４項及び内子町監

査基準に基づき、提出された調書等を中心に、関係資料の審査、関係職員からの聴取と令和

６度決算審査及び例月現金出納検査における指導事項等への対応状況の確認も含めて、抽

出により実施いたしました。その結果、一般会計・特別会計及び公営企業会計の各種事業等
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は、現時点では特に大きな問題もなく進捗しており、執行内容もおおむね適正に処理されて

いるものと認められました。 

全体的には、評価できることも数多く見受けられましたが、今後、検討あるいは留意され

たい事項も見受けられましたので、主な意見として、次のとおり１０項目になりますが、ポ

イントとなる部分を中心にご報告いたします。 

まず、１の令和６年度決算審査及び例月現金出納検査における指導事項等への対応状況

について、主なものを申し上げます。 

アの事務処理についてでありますが、これまでに指摘・指導した不適切事例等については、

本来の事務処理手順の遵守、３ページですが、管理者の事務管理をいっそう徹底することと

して再発防止策・改善策に取り組んでおられ、全体的には問題なく事務遂行されていました。 

ただし、一部の部署において、指導事項に対して改善が不十分な事項も確認されました。

不適切な事務処理が発生するとその処理に多大な事務量が必要となり、結果として事務量

増加や行政への信頼を損なうことにつながります。担当者の指導はもとより、管理者の日々

の決裁時におけるチェックをしっかり行い、事務管理をいっそう、徹底願います。 

時間外勤務手当等についてでありますが、今回の財務監査においては、一部の部署の一部

の職員に見受けられていた時間外勤務の慢性化及び複数の部署の一部の職員に見受けられ

ていた有給休暇がほとんど取得できない事象は改善傾向となっていました。これは、改善に

向けて、担当者相互の事務支援、事務分担の見直し、必要な職員の配置など、各種取り組み

を行ってこられた成果であり、一定の評価はできます。 

ただし、時間外勤務については、超過勤務命令が出ていないのに早朝出勤や遅くまで退庁

しない職員も一部ではありますが確認されました。役場の執務環境で行うことのできる用

務と役場の執務環境以外で行うべき用務、公務と公務外の用務の区分について、部署により

それらへの判断に若干、温度差が確認されました。統一的なガイドラインによる指導が必要

です。 

また、有給休暇については、一部の部署で、職員間の取得日数に大きな差がまだ見受けら

れるため、有給休暇取得計画表の活用を徹底するほか、休みにくい原因を解明し、その解消

にいっそう努めていただきたいと思います。特に、採用後間もない職員には配慮願います。 

また、体調を崩し、病気休暇取得や病気休職となっている職員も確認されました。復職プ

ログラムや保健師を活用し、改善に取り組んでおられることは評価できますが、引き続き専

門家と連携して職場復帰に向けてサポートするとともに、原因解明を行い、同様の事象の未

然防止に努めていただきたいと思います。 

職員は組織の財産であり、健康管理は各人の自己管理が重要であることは言うまでもあ

りませんが、管理者の重要な責務のひとつです。引き続き、「内子町職員の勤務時間、休暇

等に関する条例施行規則」などの遵守に努めていただきたいと思います。 

公用車の管理についてですが、今回の財務監査においても、職員等の不注意による公用車

の損傷案件は確認されました。いずれの事案も注意しておれば防ぐことができたもので、公



                       令和７年１２月第１５２回内子町議会定例会 

9 

 

用車の前方・後方の注視不足が主な原因でした。 

新たな取り組みとして、令和５年度から理事者自ら当事者やその上司に直接注意を行い、

職員全体への意識改革を促し、不注意による事故件数は大幅に減少しましたが、１年だけの

効果で翌年度から元に戻っています。引き続き、結果につながる注意喚起や再発防止策に取

り組んでいただきたいと思います。 

以下は記載のとおりです。 

続いて、電算・システム関連の委託費用についてですが、電算・システム関連の委託費用

については、当初の入札によるシステム導入時以降、ほとんどの場合、落札業者との随意契

約となっています。重要なのは、常に「サービスの対価」であることを念頭に置き、必要性

と契約金額の妥当性を検討することであり、決裁文書にしっかりと記録願います。今回の財

務監査において、ほとんどの部署で必要な記録がされていましたが、不十分な部署も一部で

確認されました。いっそう徹底願います。 

大きい２番として、工事請負・業務委託の入札契約・随意契約についてですが、最初の４

行は記載のとおりです。 

５行目。今回の財務監査においても、全体的には競争性・透明性・経済性を踏まえた競争

入札、見積り合わせが行われており、適正に予算執行されていました。 

近年、県内外の自治体において、入札に関連した不正事件が後を絶たない状況です。決し

て対岸の火事と捉えず、法令や事務処理手順等を遵守するとともに、管理者によるいっそう

厳正な事務管理を徹底願います。改善策に取り組んでいる自治体の先行事例を参考とする

など、透明性の確保・コンプライアンスの遵守にいっそう努めていただきたいと思います。 

以下、記載のとおりです。 

５ページの３番、施設・設備の管理についてですが、最初の７行は記載のとおりです。 

８行目、内子町では、「内子町地域防災計画」を基本に各種マニュアルが策定され、緊急

時に的確な対処ができる体制となっています。特に、避難所開設の対応については、内閣府

「避難所等に関するガイドライン」を基本に具体的な対応手順が定められ、適時・適切な対

応がされる体制となっております。避難指示等に関する判断・伝達マニュアルについても整

備されています。引き続き、災害時に迅速・的確な対応ができるよう努めていただきたいと

思います。 

以下、３行と６ぺージの４行目の前半までは記載のとおりです。 

６ページの４行目の途中からですが、予算の関係もあることから、一気に改修・建替えは

困難であるため、引き続き、総合管理計画に基づき計画的に取り組んでいただきたいと思い

ます。加えて、利用状況が低調な施設については、関係部署一丸となり施設の有効活用に向

けていっそう努力願います。 

引き続き、施設・設備の利用維持・向上、身体障がい者、高齢者、児童等への配慮などに

鋭意取り組んでいただきたいと思います。 
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４の滞納についてでありますが、町税をはじめとした滞納は、令和６年度は対前年度比で

７８２万６，０００円の減少となっています。以下、４行は記載のとおりです。 

厳しい経済・地域情勢を考えると、徴収事務はますます苦労を伴う業務となりますが、 

自主財源の確保、公平な負担、行政の信頼につながるものであり、過年分を含め、その解消

にいっそう努めていただきたいと思います。引き続き、職員の不作為による安易な不納欠損

処理とならないよう、法令に基づき厳正に対処するとともに、滞納者本人はもとより、必要

に応じ連帯保証人へも接触するなど、厳正に対応願います。 

以下３行は記載のとおりです。 

引き続き、納税者利便の向上と行政の効率化のため、振替納税の更なる向上策に取り組ん

でいただきたいと思います。 

５の情報化・ＩＣＴ化についてでありますが、最初の４行は記載のとおりです。 

７ページ、３行目。本年度も①情報セキュリティの体験型訓練として抜き打ちのメールを

使った情報セキュリティ対応訓練、②個人情報に関する安全管理措置研修、③個人情報自己

点検、④担当部署による実地監査を実施するなど、工夫を加えた効果的な取り組みがされる

こととなっており、高く評価できます。ただし、一部の施策は職員の慣れに繋がっているた

め、一斉実施をずらして実施するなど、改善策に取り組んでいただきたいと思います。加え

て、用務等の関係で研修に参加できなかった職員へは研修資料を確実に配付するとともに、

自己研修時間も確保するよう徹底されており、評価できます。 

なお、保存期間を満了して不要となった情報資産の廃棄については、法令に基づき、紙の

廃棄のみならず、データの廃棄も確実に行っていただきたいと思います。引き続き、厳正な

実施に取り組み、決して監査や点検が形骸化しないよう取り組んでいただきたいと思いま

す。     

６の助成行政についてでありますが、助成行政において重要なのは、その運用において制

度の目的に合致しているか、計画的かつ効率的に行われ、住民の利便性を考慮したものか、

運用基準、要綱等は整備され、公正円滑に運用されているか等であります。 

 複数の部署において、各種助成を行っており、それぞれ、条例、要綱、規則に基づき、公

正円滑に運用されています。引き続き、制度の目的に照らし、検証して、必要な場合は見直

しを行うなど公正円滑な運用に努めていただきたいと思います。 

７の補助及び交付金の支出についてでありますが、各種団体の活動を支援、奨励すること

は、地域の活力や人材育成、町行政の円滑な推進のためにも重要なことです。今回の監査に

おいては、実態や活動実績を的確に反映して、補助金の見直しに取り組んでいる事例も多く

見受けられ、評価できます。引き続き、各団体等の補助額の審査や査定が前年踏襲で形式的

となり、団体の実態、思い、悩み。８ページ。など、大切なことが見落とされていないか留

意しながら、今後も各種団体の指導と育成に努めていただきたいと思います。 

８の基金についてでありますが、内子町では、現在、２９の基金が設けられています。令

和５年度の財務監査では、２９すべての基金について各担当部署から根拠法令・条例・設置
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目的・活用の検討機関・活用の検討方針・今後の活用の検討状況等を整理していただき、確

認を行いました。本年度も特に大きな問題はなく、推移しております。 

以下、５行は記載のとおりです。 

９の公営企業会計についてですが、まず水道事業について。最初の５行は記載のとおりで

す。 

６行目。令和７年度も一般会計繰入金における多額の基準内・基準外の見通しは、前年度

と同様の状況です。地方交付税に反映しない基準外繰入金は、可能な限り逓減させる必要が

あります。加えて、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、令和６年度においては８５.５

１％で必要とされる１００％を下回っており、料金水準の適正化が喫緊の課題であります。 

以下、５行は記載のとおりで、次、９ページの下水道事業について。令和７年度も一般会

計繰入金における多額の基準内・基準外の見通しは、前年度と同様の状況です。地方交付税

に反映しない基準外繰入金は、可能な限り逓減させる必要があります。加えて、料金水準の

妥当性を示す経費回収率は、令和６年度において５８.７７％で、必要とされる１００％を

大きく下回っており、全国の類似団体や愛媛県内の団体と比較しても、非常に低調な状況で

す。下水道への接続や使用料金の適正化を含め、安定した下水道事業経営のため、改善に取

り組む必要があり、令和６年度から使用料金を増額改定していますが、さらなる使用料金の

増額改定は避けて通れない状況にあります。 

１０の内部統制についてでありますが、内部統制については、平成２９年の地方自治法の

改正により、内子町は制度の導入が努力義務付けされました。これを受けて、これまでの各

種監査・検査・審査において早期の導入を指導させていただいたところ、令和５年４月から

導入されております。 

今般、令和６年度内子町内部統制評価報告書の提出があり、地方自治法第１５０条第５項

及び内子町監査基準に基づき審査を行いました。その審査意見については、令和６年度内子

町内部統制評価報告書の審査意見のとおり、評価手続及び評価結果に係る記載は、おおむね

相当と認めました。 

ただし、評価リスクの時間外勤務については、職場への入退庁記録等を確実に確認すると

ともに、勤務実態・内容を十分に把握したうえで、引き続き適切な指導をしていただきたい

と思います。なお、制度導入２年目であることから、評価リスクはこれまでの事務処理不適

切事例や各種監査・検査・審査において指摘・指導してきた事項が中心となっています。内

部統制を適切に整備・運用し、より効果的なものとなるよう、評価リスクについて必要な見

直しを行うとともに、職員への制度のさらなる周知徹底や発生した不備への適切な対応、適

時・適切なモニタリング等に取り組み、不適切事案の発生防止に努めていただきたいと思い

ます。 

 最後、１０ページ。 

 後期、１０月～３月でありますが、においても引き続き、各種課題に的確な対応をすると

ともに、まちの良さと個性が生かされた内子町形成のため、いっそう努められることを望み、
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財務監査報告といたします。 

〇議長（泉浩壽君） ただ今の財務監査報告に対する質疑があれば許します。質疑はありま

せんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 以上で、財務監査報告を終わります。 

 

日程第 ６ 発議第２号 内子町議会会議規則の一部を改正する規則について 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第６ 発議第２号 内子町議会会議規則の一部を改正する規則

について」を議題とします。 

 提出者であります議会運営委員会委員長に趣旨説明を求めます。山崎議会運営委員長、登

壇願います。 

〇議会運営委員長（山崎正史君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 山崎議会運営委員長。 

〔山崎正史議会運営委員長登壇〕 

〇議会運営委員長（山崎正史君） それでは、「内子町議会会議規則の一部を改正する規則

について」を説明申し上げます。 

議案書１の２ページをご覧ください。 

 「発議第２号 内子町議会会議規則の一部を改正する規則について」。 

内子町議会会議規則の一部を改正する規則を、別紙のように定めることにつき、地方自治

法第１０９条第６項及び第７項並びに、内子町議会会議規則第１４条第３項の規定により、

提出する。 

令和７年１２月２日提出 

提出者 内子町議会 議会運営委員会 

     委員長 山崎 正史 

提案理由は、地方自治法の一部改正を受け、標準町村議会会議規則が一部改正されたこと

に伴い、議会に係る手続きについてオンライン化に対応した改正を行うととともに、現在の

社会情勢等に照らし所要の整備を行うため、内子町議会会議規則の一部を改正するもので

す。 

改正条例案は、次のページ、３ページから７ページにかけて記載しておりますのでご覧く

ださい。 

また、その改正内容の詳細については、議案等説明資料４の１ページから５ページにかけ

て新旧対照表を掲載しておりますのでご参照ください。 

 なお、附則にて、この規則は公布の日から施行するものです。 

以上、「内子町議会会議規則の一部を改正する規則」について説明とさせていただきます。 

よろしく、ご承認いただきますようお願いします。 
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〇議長（泉浩壽君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 山崎委員長、席にお戻りください。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 これより、「発議第２号」の採決を行います。本案を原案のとおり決することに賛成の議

員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員です。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第 ７ 議案第８５号 内子町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第７ 議案第８５号 内子町乳児等通園支援事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の制定について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） 「議案第８５号 内子町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の制定」につきましては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する

法律の施行による児童福祉法の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準を定めるため、条例を制定するものでございます。 

その内容につきましては、こども支援課長に説明いたさせますので、よろしくご審議のう

え、ご決定賜りますようお願いいたします。 

〇こども支援課長（亀岡秀俊君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 亀岡こども支援課長。 

〔亀岡秀俊こども支援課長登壇〕 

〇こども支援課長（亀岡秀俊君） それでは、「議案第８５号 内子町乳児等通園支援事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」ご説明申し上げます。 

議案につきましては、議案書１の８ページから１８ページになります。 

議案書１の８ページをご覧ください。 

提案の理由でございますが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行による

児童福祉法の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める
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ため、条例を制定するものでございます。 

この事業は、一般的に「こども誰でも通園制度」と言われており、制度の目的は、保育所

等への入所や一時預かりのように「保護者の都合によりこどもを預かる」という事ではなく、

「こどもの成長のために通う」という事が基本となっております。こどもの育ちを応援する

ための制度、こども真ん中の視点で実施される事業となります。 

また、この制度が導入されますと、現在の保育所等の入所要件である保護者の就労等を問

わず、生後６か月から満３歳未満で保育所等に通っていない子どもを対象に、利用時間に上

限はございますが、誰でも保育所等を利用できる新たな通園制度となります。 

事業実施は令和８年度となります。 

次に、条例について説明いたします。 

議案書１の９ページをご覧ください。 

まず、第１章・総則ですが、第１条で「児童福祉法」に基づき、乳児等通園支援事業、一

般的に言われております「だれでも通園制度」の設備及び運営に関する基準を、本条例にて

定める旨記載しております。 

第２条では、用語の定義を規定しております。 

第３条と。１０ページをお願いします。第４条では、最低基準の目的や乳児等支援事業者

の責務等を規定しております。 

次に、第２章です。乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準では、第１節の通則

において、第５条では、乳児等通園支援事業者の一般原則として、利用乳児等の人権に配慮

すること、外部評価による事業の改善、保健衛生及び危害防止の配慮など規定をしておりま

す。 

第６条では、非常災害に備えた訓練の実施。 

１１ページをお願いいたします。 

第７条では、安全計画の策定について規定しております。 

第９条と第１０条では、職員の一般的条件、知識及び技術の向上等について規定しており

ます。 

１２ページをお願いいたします。 

１２条、１３条、１４条では、利用乳幼児に対して、平等に扱うこと、虐待等の禁止、衛

生管理の徹底、必要な医薬品の常備など、規定しております。 

第１５条では、食事の提供を行う場合の設備を規定しております。 

第１６条では、事業を運営するにあたっての重要事項を規定しております。 

１３ページをお願いいたします。 

第１８条では、守秘義務について。 

第１９条では、苦情窓口の設置とその対応について規定しております。 

第２節の乳児等通園支援事業の区分においては、第２０条において、一般型乳児等通園事

業と余裕活用型乳児等通園事業、この２つの事業の区分について規定をしております。 
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１４ページをお願いいたします。 

次に、第３節では、一般型乳児等通園支援事業について規定しており、第２１条では、設

備の設置基準。 

１ページ飛ばして、１６ページをお願いいたします。 

第２２条では、職員の資格、従事人数などの基準を規定しております。 

１７ページをお願いいたします。下段あたりです。 

次に、第４節では余裕活用型乳児等通園支援事業について規定しております。 

第２５条において、設備の設置基準、職員の資格、従事人数、通園支援の内容などを規定

しております。 

１８ページをお願いいたします。 

最後、第３章では、雑則を定めております。 

なお、附則において、この条例は公布の日から施行することといたしております。 

以上、「議案第８５号 内子町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について」の説明とさせていただきます。 

よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願いいたします。 

〇議長（泉浩壽君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第８５号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第８５号」は産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第 ８  議案第８６号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９  議案第８７号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第 １０ 議案第８８号 内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第８ 議案第８６号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」、「日程第９ 議案第８７号 

内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について」、「日程第１０ 議案第８８号 内子町放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」、以上の３件

を一括議題とします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） 「議案第８６号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について」、「議案第８７号 内子町特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて」、「議案第８８号 内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について」、以上３件につきましては、児童福祉法等の一

部を改正する法律及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣

府令の施行に伴い条例の一部を改正するもので、関連がございますので一括提案させてい

ただくものでございます。  

その内容につきましては、こども支援課長に説明いたさせますので、よろしくご審議のう

え、ご決定賜りますようお願いいたします。 

〇こども支援課長（亀岡秀俊君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 亀岡こども支援課長。 

〔亀岡秀俊こども支援課長登壇〕 

〇こども支援課長（亀岡秀俊君） それでは、議案の説明をさせていただきます。 

議案書１の１９ページをお願いいたします。 

「議案第８６号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について」。 

次に、２１ページをお願いいたします。 

「議案第８７号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について」。 

２３ページをお願いいたします。 

「議案第８８号 内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について」。 

以上、３件の議案につきましては、提案理由として、児童福祉法等の一部改正及び児童福

祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、該当する条例の一部を改正する

ものでございます。 

関連がございますので、一括してご説明を申し上げます。 

それでは、条例改正の内容につきまして、議案説明資料４の新旧対照表にて、ご説明させ

ていただきます。 

 

議案説明資料４の６ページをご覧ください。 

まず「議案第８６号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条
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例の一部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

まず、条例改正の説明の前に、児童福祉法等の改正の概要について説明させていただきま

す。 

児童福祉法の一部改正ですが、虐待対応の強化として、対象となる施設、また事業を広く

定め、職員による虐待に関する通報義務を創設するもので、児童虐待等に関することを定め

ている児童福祉法第３３条の１０に第２項及び第３項が新設されました。 

 それに伴い、従来、同条の規定を引用しております内子町の基準条例に「第３３条の１０

第１項」と表記する必要がございます。 

次に、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正についてですが、改正の概

要として、保育所等入所時に必要となる健康診断について、母子保健法に基づく乳幼児健診

が行われた場合についても省略できるというものでございます。 

以上の２点が改正概要となります。 

それでは、「本条例」の改正について説明させていただきます。 

虐待等の禁止を規定しております第１２条ですが、児童福祉法を引用している部分「法第

３３条の１０」を「法第３３条の１０第１項」に改めます。 

次に、利用乳幼児の健康診断に関することを規定しております第１７条ですが、児童相談

所等利用開始前の健康診断に加え、母子保健法に規定する健康診断を追加するものです。 

また、附則において、この条例は公布の日から施行するといたしております。 

 次に、７ページをご覧になってください。 

「議案第８７号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

児童福祉法等の一部改正に伴い、「本条例」の一部を改正するものでございます。 

「本条例」で虐待等の禁止を規定しております第２５条ですが、児童福祉法を引用してい

る部分「法第３３条の１０」を「法第３３条の１０第１項」に改めます。 

 括弧書きにつきましては、内子町特定教育・保育施設のうち、認定こども園等については、

「認定こども園法」に同様の規定があることから、その該当条文を記載しております。 

なお、この改正に伴い、第１５条につきましては「この号及び次号において、認定こども

園法という」の表記のうち「この号及び次号において」の表記を削除しております。 

また、附則において、この条例は公布の日から施行することといたしております。 

次に８ページをお開きください。 

次に「議案第８８号 内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

児童福祉法等の一部改正に伴い、「本条例」の一部を改正するものでございます。 

「本条例」で虐待等の禁止を規定しておリます第１２条ですが、児童福祉法を引用してい

る部分「法第３３条の１０」を「法第３３条の１０第１項」に改めます。 

また、附則において、この条例は公布の日から施行することといたしております。 
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以上、「議案第８６号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について」、「議案第８７号 内子町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」、「議案第

８８号 内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について」の説明とさせていただきます。 

よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（泉浩壽君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第８６号」から「議案第８８号」までの３議案は、産業建設厚生常

任委員会に付託することにしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第８６号」から「議案第８８号」までの３議案は、産業建設厚生常任委員

会に付託することに決定いたしました。 

 ここで、暫時休憩をします。 

 午前１１時１０分から再開します。 

 

午前 １０時５７分 休憩 

 

午前 １０時１０分 再開 

 

〇議長（泉浩壽君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第 １１ 議案第８９号 内子町普通公園条例の一部を改正する条例について 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第１１ 議案第８９号 内子町普通公園条例の一部を改正する

条例について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） 「議案第８９号 内子町普通公園条例の一部を改正する条例」に

つきましては、新たに坂町ひろばを設置するため、条例の一部を改正するものでございます。  

 その内容につきましては、町並・地域振興課長に説明いたさせますので、よろしくご審議

のうえ、ご決定賜りますようお願いいたします。 



                       令和７年１２月第１５２回内子町議会定例会 

19 

 

〇町並・地域振興課長（髙山重樹君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 髙山町並・地域振興課長。 

〔髙山重樹町並・地域振興課長登壇〕 

〇町並・地域振興課長（髙山重樹君） 「議案第８９号 内子町普通公園条例の一部を改正

する条例について」ご説明申し上げます。                   

議案書１の２５ページをお開きください。 

本案は、新たに「坂町ひろば」を設置するため、本条例の一部改正を行うものでございま

す。「坂町ひろば」については、これまで「仮称坂町小公園」で説明等をしていた公園にな

ります。 

八日市護国伝統的建造物群保存地区に隣接していて、伝建地区の入口にふさわしい用途

に整備すること、来訪者や地域住民が安らげて、交流ができる空間などを整備することで、

森文醸造株式会社の工場跡地を購入し、地元住民の方とワークショップを重ね、基本構想を

策定し、１２月１０日には公園が完成予定となっております。 

「坂町ひろば」という名称については、ワークショップ参加者から公募をし、決定いたし

ました。 

 ２６ページに改正条例案を掲載しております。 

また、議案等説明資料４の９ページには、新旧対照表を掲載しております。 

説明は新旧対照表にて行います。 

別表中、４行目に名称は「坂町ひろば」、位置は「内子町内子２６０３番１」を新設の普

通公園として追加するものです。 

この条例は、公布の日から施行します。 

以上、「議案第８９号 内子町普通公園条例の一部を改正する条例について」のご説明と

させていただきます。 

よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願いいたします。 

〇議長（泉浩壽君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第８９号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第８９号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第 １２ 議案第９０号 内子町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第 １３ 議案第９１号 内子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例



令和７年１２月第１５２回内子町議会定例会 

20 

 

の一部を改正する条例について 

日程第 １４ 議案第９２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第 １５ 議案第９３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例について 

 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第１２ 議案第９０号 内子町職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について」、「日程第１３ 議案第９１号 内子町会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」、「日程第１４ 議案第９２号 

内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につ

いて」、「日程第１５ 議案第９３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例について」、以上の４件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） 「議案第９０号 内子町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について」、「議案第９１号 内子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について」、「議案第９２号 内子町特別職の職員で常勤のもの

の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について」、「議案第９３号 内子町議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について」、以上４件

につきましては、いずれも令和７年８月７日付け人事院勧告に伴い、条例の一部を改正する

もので、相互に関連がございますので、一括提案させていただくものでございます。 

その内容につきましては、総務課長に説明いたさせますので、よろしくご審議のうえ、ご

決定賜りますようお願いいたします。 

〇総務課長（上山淳一君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 上山総務課長。 

〔上山淳一総務課長登壇〕 

〇総務課長（上山淳一君） 「議案第９０号」から「議案第９３号」までの４議案につきま

しては、いずれも令和７年８月７日付け人事院勧告に伴い、条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

 国家公務員の給与等について、人事院は毎年、国家と民間の給与格差を調査し、その結果

に基づいて給与改定等を勧告しています。今年の勧告では、民間給与との格差３．６２％を

埋めるため、初任給及び若年層に重点を置きつつ、その他の職員も昨年を上回る給与改定を

行うこと、さらに特別給の引き上げや通勤手当の見直しについて勧告がなされました。また、

愛媛県人事委員会も県内の実情を踏まえ、給与等の引き上げについて勧告がなされました。
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国及び県内の官民比較の結果を受け、 これに準じた職員の給与等の改正について承認願い

たく定例議会に議案を提出いたしております。 

はじめに、「内子町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」でございま

す。 

議案書１の２７ページをお開きください。 

改正の内容は、人事院勧告に準じ、通勤手当の見直しと一般職の特別給を年間０．０５月

分引上げ、合わせて給料表の改定を行うものでございます。また、定年前再任用短時間勤務

職員（再任用職員）の特別給についても年間０．０５月分の引上げを行うものでございます。 

改正条例案は、２８ページから３４ページに、また議案説明資料４の１０ページから１８

ページに新旧対照表を掲載いたしております。 

 説明は、議案説明資料にて行わせていただきます。 

 議案説明資料の１２ページをお開きください。 

第１条では、条例第９条第２項第２号で定める自動車等使用者に対する通勤手当につい

て、民間等の支給状況を踏まえ、記載のとおり通勤距離１０ｋｍ以上の通勤区分について、

２００円から７，１００円の幅で引き上げます。 

適用は、令和７年４月１日からでございます。 

次に、その下の条例第１９条第２項において、一般職の期末手当の支給割合を「１００分

の１２５」を「１００分の１２７．５」に０．０２５月分引き上げます。 

また、第３項において、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の支給割合を「１００分

の７０」を「１００分の７２．５」に０．０２５月分引き上げます。 

次に、その下の条例第２０条第２項第１号ですが、１３ページをお開きください。 

一般職の勤勉手当の支給割合を「１００分１０５」を「１００分の１０７．５」に０．０

２５月分引き上げます。 

また、第２号において、定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当の支給割合を「１００分

の５０」を「１００分の５２．５」に０．０２５月分引き上げます。 

適用は、いずれも令和７年１２月１日からでございます。 

次に、別表第１（第３条関係）行政職給料表（一）を、１３ページから１６ページにかけ

て掲載している内容で改正します。 

適用は、令和７年４月１日からでございます。 

続きまして、１６ページをお開きください。下段の第２条でございます。 

条例第９条第２項第２号で定める自動車等使用者に対する通勤手当についてですが、１

７ページをお開きください。 

民間等の支給状況を踏まえ、通勤距離区分上限を１００ｋｍ以上とし、６０ｋｍ以上の部

分について、５ｋｍ刻みで新たな距離区分を設け、距離区分ごとの手当額は記載のとおり改

正します。 

適用は令和８年４月１日からでございます。 
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次に、条例第１９条第２項において、一般職の期末手当の支給割合を「１００分の１２７．

５」を「１００分の１２６．２５」に、また第３項において、定年前再任用短時間勤務職員

の期末手当の支給割合を「１００分の７２．５」を「１００分の７１．２５」に改正します。 

次に、条例第２０条第２項第１号において、一般職の勤勉手当の支給割合を「１００分の

１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に。 

１８ページをお開きください。  

第２号において、定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当の支給割合を「１００分の５２．

５」を「１００分の５１．２５」にそれぞれ改正するもので、適用は令和８年４月１日から

でございます。 

結果的に、令和８年度以降の期末・勤勉手当を合わせて改正前条例と比較しますと、一般

職、定年前再任用短時間勤務職員ともに６月期で０．０２５月分、１２月期で０．０２５月

分、一年で０．０５月分引き上げます。 

次に、「内子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

について」ご説明いたします。 

議案書１の３５ページをお開きください。 

 改正条例案を３６ページから３９ページに、また議案説明資料の１９ページから２２ペ

ージに新旧対照表を掲載いたしております。 

 説明は、議案説明資料にて行わせていただきます。 

 議案説明資料の１９ページをお開きください。 

  会計年度任用職員の給与につきましては、別表第１に定める行政職給料表によるものと

しており、この別表は、先程、人事院勧告に基づく改正をご提案いたしました一般職員の給

与を定める内子町職員の給与に関する条例第３条の別表第１「行政職給料表（一）」の１級

２級に準じております。 

 こうしたことから、会計年度任用職員の給料表につきましても、一般職員の給料表同様に

改正を行うものでございます。 

別表第１（第４条関係）行政職給料表を、１９ページから２２ページにかけて掲載してい

る内容で改正いたします。 

適用は、令和７年４月１日からでございます。 

次に、「内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例について」ご説明致します。 

議案書１の４０ページをお開きください。 

改正条例案は４１ページに掲載をしておりますが、説明は議案説明資料の新旧対照表で

ご説明申し上げます。 

２３ページをお開きください。 

特別職におきましては、年間の期末手当の支給割合を０．０５月分引き上げる内容でござ

いまして、第１条では、条例第４条第２項で規定する期末手当の支給割合を「１００分の１
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７２．５」から「１００分の１７７．５」に改め、第２条で、同条同項で規定する期末手当

の支給割合を、「１００分の１７７．５」から「１００分の１７５」に改正します。 

改正前条例と比較しますと、令和７年度における期末手当については、１２月期の期末手

当において０．０５月分を引き上げ、令和８年度以降の期末手当については、６月期で０．

０２５月分、１２月期で０．０２５月分、１年で０．０５月分引き上げる改正となっており

ます。 

第１条関係につきましては、令和７年１２月１日から適用し、第２条につきましては、令

和８年４月１日に施行するものでございます。 

最後に、「内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

について」ご説明いたします。 

議案書１の４２ページをお開きください。 

改正条例案は４３ページに掲載をしておりますが、説明は議案説明資料の新旧対照表で

ご説明申し上げます。 

議案説明資料２４ページをお開きください。 

第１条では、条例第５条第２項で規定する期末手当の支給割合を、「１００分の１７２．

５」から「１００分の１７７．５」に改め、第２条で、同条同項で規定する期末手当の支給

割合を「１００分の１７７．５」から「１００分の１７５」に改正します。 

改正する内容につきましては、「議案第９２号」と同様でございますので、説明を割愛さ

せていただきます。 

以上、「議案第９０号」から「議案第９３号」までの４議案につきまして、一括してご説

明申し上げました。 

よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願いいたします。 

〇議長（泉浩壽君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇１２番（下野安彦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 下野安彦議員。 

〇１２番（下野安彦君） 委員会が違いますので、ちょっと質問しておきたいと思います。 

 通勤手当の改正があると思うんですけれども、片道が今まで６０ｋｍだったのが、それが

また１００ｋｍまで細かく分かれて改正されると思うんですけれども。この町職員のなか

で、現在６０ｋｍ以上の方がどのくらいおられるのかを、もし分かるようでしたら教えてい

ただいたらと思います。 

〇総務課長（上山淳一君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 上山総務課長。 

〇総務課長（上山淳一君） ただ今の質問にお答えをさせていただきます。 

 記憶する限りでは、今、片道５０ｋｍ以上の距離を通勤している職員はいないというふう

に思っております。今回の改正は、国の改正に準じた改正を行っておりますので、こういっ
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た１００ｋｍまでの区間を定めるものでございます。 

〇１２番（下野安彦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 下野安彦議員。 

〇１２番（下野安彦君） 分かりました。該当者はいないということです。 

 ただ、いろんな諸事情により町外から通われている職員もおられると思うんですけど、何

名ぐらいおられますか。 

〇総務課長（上山淳一君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 上山総務課長。 

〇総務課長（上山淳一君） 今、手元にですね、そういった資料を持っておりませんので、

具体的な数字をお答えすることはできません。申し訳ございません。 

〇１２番（下野安彦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 下野安彦議員。 

〇１２番（下野安彦君） 町内で最高の通勤の距離というのは、どのくらいでしょうか。 

〇総務課長（上山淳一君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 上山総務課長。 

〇総務課長（上山淳一君） 概数でしかお答えはできませんけれども、約３０ｋｍまでだと

いうふうに認識しております。 

〇議長（泉浩壽君） 他に質疑はありませんか。 

〇７番（森永和夫君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君） 議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正ということですけ

れども、これはこの前の全協のときにも宿題を出しとると思うんですけど、あくまでもこの

「人事院勧告に伴い」という言葉を使われていますけれども、人事院勧告というのは、国家

公務員の皆さん。まあ、職員の皆さんに対しては、それは準ずるというのは別にやぶさかで

はない。いいんですけれども、この人勧は議員の報酬や期末手当までは言及していないと私

は思っていますが、その法的根拠というのはあるんでしょうか。お伺いします。 

〇総務課長（上山淳一君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 上山総務課長。 

〇総務課長（上山淳一君） ただ今の質問にお答えをさせていただきます。 

 人事院の給与勧告につきましては、これは国の一般職の職員の給与に関する法律の適用

を受ける国家公務員を対象としております。国会議員の歳費でございますけれども、こちら

は国会議員の歳費、旅費及び手当に関する法律の規定により支給されておりまして、このな

かで期末手当につきましては、同法の規定で「内閣総理大臣等の給与を規定する特別職の職

員の給与に関する法律の例による」とされております。一方で、内閣総理大臣の給与という

のは、特別職の職員の給与に関する法律の規定により支給されており、期末手当については、

同法の規定のなかで「内閣総理大臣の給与を規定する一般職の職員の給与に関する法律の
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例による」とされております。すなわち、人事院勧告に伴うことでですね、国の特別職及び

国会議員の期末手当というのはですね、国家公務員、一般職の例によって支給となっており

ますので。 

〇７番（森永和夫君） 国会議員の話をしとるんじゃないんよ。 

〇総務課（上山淳一君） はい。ですから、国の例に倣って、内子町でもですね、内子町議

会議員の期末手当についても人事院の給与勧告に基づいて改正を行って 

いるということでございます。 

〇７番（森永和夫君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君） ちょっと今の答弁では説得力に欠けるんですけれども、これは法的

根拠はないんですよ。全国でもこれを適用していない議会、たくさんあるようです。そのへ

ん、数は私も把握しておりませんけれども、これはこれまでの歴史のなかで便宜上こういう

形で期末手当を上げてきたというだけなので。これは我々、議会側も考えないかんし、やっ

ぱり行政側もですね、人勧に伴う我々の期末手当のことについてはもう少し慎重にお互い

議論していかなければいけないということだけ申し上げて、質問を終わります。 

〇議長（泉浩壽君） 他に質疑はありませんか。 

 ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第９０号」から「議案第９３号」までの４議案は、総務文教常任委

員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第９０号」から「議案第９３号」までの４議案は、総務文教常任委員会に

付託することに決定をしました。 

 

日程第 １６ 議案第９４号 内子町行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第１６ 議案第９４号 内子町行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） 「議案第９４号 内子町行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す
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る条例の一部を改正する条例につきましては、地方公共団体情報システムの標準化に関す

る法律に基づく地方公共団体情報システムの標準化に伴い、条例の一部を改正するもので

ございます。  

その内容につきましては、企画情報課長に説明いたさせますので、よろしくご審議のうえ、

ご決定賜りますようお願いいたします。 

〇企画情報課長（二宮大昌君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 二宮企画情報課長。 

〔二宮大昌企画情報課長登壇〕 

〇企画情報課長（二宮大昌君） それでは、「議案第９４号 内子町行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

議案書１の４４ページをお願いいたします。 

本案は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく、システムの標準化に

伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

改正条例案は４５ページから４７ページに、また議案説明資料４の２５ページから２６

ページに新旧対照表を掲載しております。 

説明は議案説明資料にて行います。 

議案説明資料４、２５ページをお願いいたします。 

まず、本条例の改正ポイントをご説明いたします。 

特定個人情報を利用できる事務につきましては「行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律」いわゆる「番号法」で定められた事務と条例で定めら

れた事務に限られます。 

この度、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、「住登外者宛名番号

管理機能」、つまり「内子町内に住所を有していない人の情報を管理するシステム」に特定

個人情報が含まれる仕様となることから、本条例を改正し必要な規定を追加するものでご

ざいます。 

それでは、新旧対照表の上段をお願いいたします。 

本条例で「個人番号の利用範囲」を定めた第４条中、第４項を繰り下げ第５項とし、新た

に第４項において、町長または教育委員会は、「番号法」で定められた事務を処理するため

に、必要な限度で特定個人情報を含む「住登外者宛名番号管理機能」を利用することができ

るように定めるものでございます。 

次に、別表第１の２段目と３段目、「２町長」の項、その下「３教育委員会」の項、「事務」

の欄にそれぞれ、『「住登外者宛名番号管理機能」による住登外者の情報の管理に関する事務

であって規則で定めるもの』を追加し、「住登外者宛名番号管理機能」で特定個人情報を取

り扱うことができるよう定めるものでございます。 

別表第２では、町長は「内子町改良住宅等管理条例」によるその他住宅の入居に関する事
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務を行うにあたり、家賃算定等において、住登外者の情報を確認することが想定されますの

で、別表第２中、「１町長」の項、「特定個人情報」の欄に「又は住登外者宛名情報であって

規則で定めるもの」を追加し、本件事務処理、家賃算定などにおいて、特定個人情報を含む

「住登外者宛名番号管理機能」を利用することができるよう定めるものでございます。 

次のページをお願いいたします。 

別表第３では、町が町のその他の機関に対し、特定個人情報を提供する場合、番号法第１

９条第１１号の規定に基づき、条例で定める必要があることから、町長が教育委員会に対し

て「住登外者宛名番号管理機能」により特定個人情報を含む住登外者情報を提供することが

できるよう定めるものでございます。 

もう一度、２５ページにお戻りください。 

別表第１の一番上の段、「１町長」の項、「事務」の欄、また、別表第２「１町長」の項、

「事務」の欄、１ページめくっていただき、別表第３一番上の段、「１教育委員会」の項、

「事務」の欄及び「特定個人情報」の欄につきましては、今回の条例改正に合わせて表記方

法を統一するため、「であって規則で定めるもの」を追加するものでございます。 

附則におきまして、本条例は公布の日から施行することといたしております。 

以上で、「議案第９４号 内子町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例について」のご説明とさせていただきます。 

よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願いいたします。 

〇議長（泉浩壽君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第９４号」は総務文教常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第９４号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第 １７ 議案第９５号 内子町歴史観光交流拠点施設の指定管理者の指定について 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第１７ 議案第９５号 内子町歴史観光交流拠点施設の指定管

理者の指定について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） 「議案第９５号 内子町歴史観光交流拠点施設の指定管理者の指
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定」につきましては、去る９月２２日に開催しました内子町公の施設指定管理者選定委員会

の審査結果報告に基づく指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定より、議会の議決を求めるものでございます。  

その内容につきましては、町並・地域振興課長に説明いたさせますので、よろしくご審議

のうえ、ご決定賜りますようお願いいたします。 

〇町並・地域振興課長（髙山重樹君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 髙山町並・地域振興課長。 

〔髙山重樹町並・地域振興課長登壇〕 

〇町並・地域振興課長（髙山重樹君） 「議案第９５号 内子町歴史観光交流拠点施設の指

定管理者の指定について」ご説明を申し上げます。 

議案書１の４８ページをお開きください。 

まず１つ目に、指定管理者に管理を委任する施設の名称及び所在地でございますが、名称

は内子町歴史観光交流拠点施設。所在地は、内子町内子２００９番地でございます。 

２つ目に、指定管理者に指定する団体の名称及び所在地でございます。名称は、合同会社

ＬＯＣＵＳ ＢＲｉＤＧＥ。所在地は、埼玉県北本市中央４丁目１３番地１でございます。 

３つ目に、指定の期間でございますが、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

の５年間でございます。 

本施設は、歴史的風致形成建造物を保存活用することにより、交流人口の拡大を促進する

とともに、町民と来訪者の相互交流の場を提供することで地域活性化を資するため設置し

ているものでございます。 

合同会社ＬＯＣＵＳ ＢＲｉＤＧＥは、元公務員を中心に構成するプロフェッショナル

チームで、本社は埼玉県で県外ではありますが、愛媛県から「えひめ９町支援ふるさと納税

支援業務」を受託している会社です。 

歴史的建造物の保存と活用を両立し、交流人口・関係人口を拡大すること、商店街や周辺

地域との連携を強め、地域経済循環を創出すること、利用者目線に立ち、安心・快適な施設

運営を行い、利用者満足度を高めていくこと、持続可能な運営と自治体負担軽減を両立させ

ることをコンセプトとしており、９月２２日に開催されました内子町公の施設指定管理者

選定委員会には３団体より応募があり、審議により、シティプロモーションツアーの実施、

施設内でのマルシェの実施、創業及び事業拡大セミナーの実施など、住民、来訪者、事業者

などのつながりが広がるような取り組みを提案され、安定した管理運営と住民サービスの

向上及び経費の削減についても熟慮した提案だったことから合同会社ＬＯＣＵＳ ＢＲｉ

ＤＧＥが指定管理者として適任であるとの報告を受けたことから、議会の議決を求めるも

のでございます。 

また、指定管理料については、３年間は運営実証を行う期間ということで、指定管理料に

代わるものとして、人件費、光熱水費、組織づくりの検討委託料など、旧森家の運営実証実

験の委託料として支払うようにしており、３年後には組織運営・経営の確立を目指し、運営
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実証実験により指定管理料を決定していくようにしております。運営実証実験の委託料に

ついては、国の第２世代交付金を利用しており２分の１は補助金が交付されております。 

また、議案等説明資料４の２７ページには、指定管理施設位置図を掲載しておりますので、

お目通しをお願いいたします。 

以上、「議案第９５号 内子町歴史観光交流拠点施設の指定管理者の指定について」の説

明とさせていただきます。 

よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願いいたします。 

〇議長（泉浩壽君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〇１３番（山崎正史君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 山崎正史議員。 

〇１３番（山崎正史君） １点。指定管理料が、前回の説明、全協のときの説明のときに、

年間１，０００万円というような話だったんですけど。それで、その指定管理をもう、先程、

課長から説明があった第２世代交付金で２分の１は出るんだろうという話なんですけど、

これ第２世代交付金は、おそらく他の施設でも使っていますけど、３年間じゃないかなとい

うように記憶しとるんですけど。先程、説明があったなかで３年間の実績を見極めて、後の

２年残りますから、指定管理。の部分は判断して、指定管理料を設定するというようなこと

だったんですけど、そのときにはもう交付金が、３年間はあるけど、４年、５年目は交付金

はありませんので、そのお金は指定管理料を決めたときに一般財源の何か。例えば、基金の

なかから出資するとか、歳出するとかいうような形になるかもしれませんが、そのへんはど

のように考えておられるのか聞かせていただいとったらと思います。 

〇町並・地域振興課長（髙山重樹君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 髙山町並・地域振興課長。 

〇町並・地域振興課長（髙山重樹君） 第２世代交付金は一応、３年間ということで、今回、

森家の実証実験ということで３年間、補助金をいただきます。４年後には、その事業者の方

が自立して自走してもらうように、指定管理料がなるべくいらないようにしていただくよ

うにはする、頑張ってもらうのが目標なんですけど、またそちらの方は使える補助金があれ

ばまた探していきたいとは思うんですけど、とりあえず、今のところはなければ指定管理料

になると思います。 

 以上です。 

〇１３番（山崎正史君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 山崎正史議員。 

〇１３番（山崎正史君） ちょっと分かりにくいのは、この第２世代交付金事業、おそらく

今年の２月ぐらいに新たにできた。これは、今年の２月にできた事業を令和８年度から利用

するとした場合に、どんなですか。例えば、年度が替わりますから、そしたらこの５年間の

うちに使えるのは２分の１。指定料が使えるのは何年まであって、その後、指定管理は５年

間ですから。指定管理は。後の２年はどのような形で。５年後ですから、だいたい計画がで
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きていないと。ちょっと。それはおそらく行政の方も見えているとは思うんですけど。その

へん、分かる範囲でいいので。僕は産建じゃないものですから。 

〇町並・地域振興課長（髙山重樹君） ７年度、こちらまだ指定管理者ではないんですけど、

７年度は指定管理を予定したということで、今回、交付金を使って実証実験をします。８年

度、９年度も３年間ということで、第２世代交付金を利用して実証実験を行います。という

ことは、８年度、９年度ですよね。指定管理者になってからは２年間、第２世代交付金の補

助金、交付金をいただいて行って、３年後からはなるべく自立して、自走してもらうように

指定管理者の方には言っていますので、なるべく少ない指定管理料でできるようにしてい

きたいと思っております。 

 以上です。 

〇１３番（山崎正史君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 山崎正史議員。 

〇１３番（山崎正史君） そしたら、これ令和８年度、９年度は第２世代交付金事業のなか

で指定管理料の２分の１を払うと。８年、９年は。４年間になるんですかね。３年ですかね。

その分はできる限り、この会社に実績を上げていただいて、自立できると。そういう形のな

かで行っていくと。不足費が出た場合には、何か目算というか、考えがあるかどうかだけ、

聞かせていただけますか。 

〇副町長（山岡敦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 山岡副町長。 

〇副町長（山岡敦君） 私の方からお答えをさせていただきます。 

 森家の指定管理を選定するにあたっては、まず初めての事業でありますので、どれだけの

指定管理料になるかというのを、そこを見極めるために、この３年間の第２世代交付金を利

用させていただいて、それを財源として使いながら、この３年間かけてですね、指定管理料

を設定していきたいというふうに考えております。７年度、８年度、９年度は対象事業で、

そういった財源の裏付けはありますけれども、それより後については、これはまだ分かりま

せん。そういう交付金がなければ一般財源で指定管理料がどれだけ必要なのか。まだ分かり

ませんが、一般財源で対応するしかないというふうには考えていますけれども、できるだけ、

指定管理の方には自走していただけるような、そういう取り組みを３年間、我々も一緒に伴

走しながら考えていきたい、取り組んでいただきたいというふうには考えています。 

〇議長（泉浩壽君） 他に質疑はありませんか。 

〇７番（森永和夫君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君） 今の副町長の答弁、先程の課長の答弁を聞いているとですね、これ

指定管理を５年間ということで議会の承認を得るわけですよ。今の聞くと、３年間は第２世

代交付金を使いながら。これ１年間１，０００万円ですか。３年で１，０００万円ですか。

そのへんをお聞きしたいんですけれども、それはそれとして。あとの２年間は、３年間の実
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績を見て、指定管理料がなるべくいらないように自分で自立しなさいよと。自立できんかっ

たらなんぼかは出しますよや言うて、そんなあやふやなことで、この指定管理者の選定を議

案として出すんですか。そういうことでいいんですか。 

〇副町長（山岡敦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 山岡副町長。 

〇副町長（山岡敦君） 新しい施設ということでもありますし、まだ全然何も実績のない状

態で指定管理者を決めないといけないという状況は、まず前提としてあると思います。そう

いうなかで、あの施設をどれだけ年間の維持費がいるのかというのは、やっぱりある程度、

時間をかけて見ていかないと運営ができていかないという状況になりますので、そこはあ

る程度、見させていただく期間については、国の有利な財源も充てて考えていきたいという

ふうに考えていまして、できるだけ合理的な経営をしていただくように我々は支援するの

が当然のことでありますし、指定管理の方にも頑張っていただきたい。施設を管理していた

だくための指定管理というのは必要でございますので、その間、しっかり取り組んでいきた

いということでございます。 

〇７番（森永和夫君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君） 森家の施設の指定管理と、先程、課長の説明でいろんなことの話が

ありましたけれども、それとは私、別だと思う。別の事業で取り組まれた方がすっきりする

んじゃないでしょうかね。 

〇副町長（山岡敦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 山岡副町長。 

〇副町長（山岡敦君） 第２世代交付金ありきの森家の整備ではなくて、森家を整備するに

あたって有利な第２世代交付金を利用させていただくということでございますので、ご理

解いただきたいと思います。 

〇議長（泉浩壽君） 他に質疑はありませんか。 

 ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第９５号」は産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第９５号」は産業建設厚生常任委員会に付託することに決定をしました。 

 午前中の議事はここまでとし、休憩をします。 

 午後１時１０分から再開します。 

午後 １２時 １分 休憩 

 

午後  １時１０分 再開 
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〇議長（泉浩壽君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第 １８ 議案第９６号  令和７年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第 １９ 議案第９７号  令和７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算 

               （第１号）について 

日程第 ２０ 議案第９８号  令和７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正

予算（第１号）について 

日程第 ２１ 議案第９９号  令和７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）について 

日程第 ２２ 議案第１００号 令和７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予

算（第１号）について 

日程第 ２３ 議案第１０１号 令和７年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予

算（第１号）について 

日程第 ２４ 議案第１０２号 令和７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第１８ 議案第９６号 令和７年度内子町一般会計補正予算（第

４号）について」、「日程第１９ 議案第９７号 令和７年度内子町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号）について」、「日程第２０ 議案第９８号 令和７年度内子町後期高齢

者医療保険事業特別会計補正予算（第１号）について」、「日程第２１ 議案第９９号 令和

７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について」、「日程第２２ 議案第１

００号 令和７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）について」、

「日程第２３ 議案第１０１号 令和７年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予

算（第１号）について」、「日程第２４ 議案第１０２号 令和７年度内子町水道事業会計補

正予算（第２号）について」、以上７件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） それでは、「議案第９６号 令和７年度内子町一般会計補正予算

（第４号）について」、「議案第９７号 令和７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号）について」、「議案第９８号 令和７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計補正予算（第１号）について」、「議案第９９号 令和７年度内子町介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）について」、「議案第１００号 令和７年度内子町介護保険サービス事業

特別会計補正予算（第１号）について」、「議案第１０１号 令和７年度内子高等学校小田分

校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）について」、「議案第１０２号 令和７年度内子町水道
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事業会計補正予算（第２号）について」、以上７件について一括してご説明申し上げます。  

その概要を議案説明資料４で説明をいたします。 

２８ページをお開きください。  

まず「議案第９６号 令和７年度内子町一般会計補正予算（第４号）について」ご説明い

たします。  

「令和７年度内子町一般会計補正予算（第４号）」は、歳入歳出それぞれ２億５，０３８

万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１２７億１，９３５万５，０００円と定め

るものでございます。前年度の１２月補正後予算と比較して４億９，３５５万５，０００円、

率にして４．０％の増となっております。  

表中右側に「一般会計補正予算（第４号）」の財源を示しておりますが、国県支出金８，

５７９万７，０００円、地方債４，０００万円の増額、その他特定財源２，７８０万４，０

００円の減額、一般財源１億５，２３９万６，０００円の増額となっております。  

今回の補正は、令和７年人事院勧告に基づき、初任給及び若年層に重点をおきつつ、その

他の職員も俸給月額及びボーナスを引き上げ、通勤手当の見直し等にかかる人件費の増額、

そして防災・安全安心づくり、障がい者福祉などにかかる施策を予算化しております。  

２９ページをお開きください。  

防災・安全安心づくりとしまして、上重松Ｂ地区擁壁工事１，７００万円を計上しており

ます。がけ崩れ災害から人命を守るため、危険度の高い箇所から順次対策工事を実施してい

きます。 

財源は、がけ崩れ防災事業費分担金１７０万円、がけ崩れ防災事業費補助金１，０２０万

円、がけ崩れ防災事業債５１０万円としております。  

次に、その下の災害復旧についてですが、令和７年８月中旬にかけて発生しました豪雨に

伴う公共施設、農道等災害の２次災害防止を図り、地元の皆様の生命と財産を守るため、復

旧に全力で取り組んでまいります。その災害復旧にかかる現年発生補助農業施設災害復旧

費２，９００万円、現年発生単独農業施設災害復旧費１８４万２，０００円、現年発生単独

公共土木施設災害復旧費１，２１１万４，０００円を計上しております。 

財源は記載のとおりですが、農地・農業用施設災害復旧事業補助金を活用しながら、災害

復旧事業債で財源確保に努めてまいります。  

次に、同ページ右側です。  

障がい者福祉としまして、自立支援給付費７，９５７万円を増額して計上しております。

障がいのある人が日常生活や社会生活のために必要なサービスを支援します。財源は、障害

者自立支援給付費負担金５，９６７万７，０００円、一般財源１，９８９万３，０００円と

しております。  

特別会計及び企業会計も議案説明資料４で説明いたします。  

３０ページをお開きください。  

はじめに、「議案第９７号 令和７年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）」に
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つきましてご説明いたします。  

「令和７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）」は、歳入歳出それぞ

れ２，２８５万９，０００円を追加し、１７億８，６９０万７，０００円と定めるものでご

ざいます。前年度の１２月補正後予算と比較して１億８，８８５万８，０００円、率にして

９．６％の減となっております。  

今回の主な補正は、人事院勧告に基づく人件費の増額、令和６年度普通交付金返還金６３

９万１，０００円、歳入歳出の調整として、予備費１，４４７万９，０００円を計上してお

ります。  

次に「議案第９８号 令和７年度後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号）」

につきましてご説明いたします。  

「令和７年度後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号）」は、歳入歳出それぞ

れ１４５万８，０００円を追加し、３億３７８万８，０００円と定めるものでございます。

前年度の１２月補正後予算と比較して２９万４，０００円、率にして０．１％の増となって

おります。  

今回の補正は、令和８年度から後期高齢者医療保険料へ「子ども・子育て支援金」を上乗

せして徴収が始まるため、保険料算定や帳票レイアウト等のシステム改修費用１４５万８，

０００円を計上しております。  

３１ページをお開きください。  

次に「議案第９９号 令和７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）」につ

きましてご説明いたします。  

「令和７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）」は、歳入歳出それぞれ２，

１２７万２，０００円を減額し、２９億５，６８９万３，０００円と定めるものでございま

す。前年度の１２月補正後予算と比較して４，１１２万９，０００円、率にして１．４％の

増となっております。  

今回の主な補正は、人事院勧告に基づく人件費の増額、介護給付費調整で居宅介護サービ

ス給付費２，４００万円の減額、地域密着型介護サービス給付費１，１００万円の減額、介

護予防サービス給付費１００万円の増額等を計上しております。  

次に「議案第１００号 令和７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１

号）」につきましてご説明いたします。  

「令和７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）」は、歳入歳出そ

れぞれ２０万円を追加し、１，４３３万６，０００円と定めるものでございます。前年度の

１２月補正後予算と比較して７７万８，０００円、率にして５．７％の増となっております。  

今回の補正は、人事院勧告に基づき人件費２０万円を計上しております。  

３２ページをお開きください。  

次に「議案第１０１号 令和７年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正（第１号）」

につきましてご説明いたします。  
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「令和７年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）」は、歳入歳出そ

れぞれ３０９万２，０００円を追加し、４，９５１万１，０００円と定めるものでございま

す。前年度の１２月補正後予算と比較して４８０万６，０００円、率にして１０．８％の増

となっております。  

今回の補正は、人事院勧告に基づき人件費の増額、小田寮の第１、第３寮の無線ＬＡＮ環

境整備工事２７９万４，０００円を計上しております。  

次に「議案第１０２号 令和７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）」につきまし

てご説明いたします。  

「令和７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）」の収益的支出の補正につきまして

は、人事院勧告に基づき人件費７８万８，０００円を増額し、収益的支出を４億２，７７２

万３，０００円としております。  

以上、「議案第９６号 令和７年度内子町一般会計補正予算（第４号）」から「議案第１０

２号 令和７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について」までの７件についてご

説明いたしました。  

よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（泉浩壽君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第９６号」から「議案第１０２号」までの７議案は、予算決算常任

委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第９６号」から「議案第１０２号」までの７議案は、予算決算常任委員会

に付託することに決定しました。 

 

日程第 ２５ 議案第１０３号 内子町教育委員会委員の任命について 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第２５ 議案第１０３号 内子町教育委員会委員の任命につい

て」を議題とします。 

 提案者の説明を求めます。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） 議案書１の４９ページをお開きください。 

「議案第１０３号 内子町教育委員会委員の任命について」でございます。  

本案につきましては、内子町教育委員会委員の山田清昭氏が、令和８年２月１５日で任期

満了となることから、その後任として井上由加里氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織
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及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会のご同意をお願いするものでござ

います。 

井上由加里氏は、昭和４７年９月１２日のお生まれで、内子町五十崎乙６２６番地１にお

住まいでございます。五十崎中学校ＰＴＡ会長、内子町教育委員会外部評価委員会委員など

歴任され、特に長年にわたり、五十崎地区のコミスク地域コーディネーターとして、学校と

地域の懸け橋となり学校運営協議会の活動にご尽力いただいております。人格、識見ともに

申し分なく、内子町教育委員会委員に適任であると存じます。 

よろしくご審議のうえ、ご同意賜りますようお願いいたします。  

〇議長（泉浩壽君） 本案に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。本案は人事案件でございますので、討論を省略したいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ご異議なしと認めます。 

よって、討論を省略し、ただちに採決に入ります。本案を原案のとおり同意することに賛

成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員です。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。 

 

日程第 ２６ 議案第１０４号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第２６ 議案第１０４号」から「日程第２８ 議案第１０６号」 

まで、「内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について」以上、３議案を一括議題とし

ます。 

 提出者の説明を求めます。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） 議案書１の５０ページをお開きください。  

「議案第１０４号」から５２ページの「第１０６号」までの３件につきましては、いずれ

も令和８年２月１５日で任期満了を迎える内子町固定資産評価審査委員会委員を選任する

ことにつき、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでございま

す。  

「議案第１０４号」につきましては、任期満了後、引き続き、藤﨑靖博氏を選任するもの

です。  
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  藤﨑靖博氏は、昭和３１年２月４日のお生まれで、内子町内子１９３６番地にお住まい

でございます。教員として長年お勤めされ、平成２８年３月五十崎中学校の校長を最後に退

職されました。平成２９年２月１６日より内子町固定資産評価審査委員会委員に選任して

おり、人格識見ともに申し分なく、委員として適任であると存じます。  

次に、５１ページをお願いいたします。  

「議案第１０５号」につきましても、任期満了後、引き続き、久保和繁氏を選任するもの

です。 

久保和繁氏は、昭和２４年４月２２日のお生まれで、内子町平岡甲５１３番地５にお住ま

いでございます。長年町内で婦人服製造会社を営み、内子町商工会で役員を務められるなど

地域経済の発展に尽力され、地域の顔として天神小学校ＰＴＡ会長や西沖自治会長を歴任

されました。  

令和２年２月１６日より内子町固定資産評価審査委員会委員に選任しており、人格識見

ともに申し分なく、委員として適任であると存じます。  

次に、５２ページをお願いいたします。  

「議案第１０６号」につきましても、任期満了後、引き続き、本田修司氏を選任するもの

です。 

本田修司氏は、昭和２４年３月１０日のお生まれで、内子町寺村９６５番地にお住まいで

ございます。医療、福祉施設の職員や施設長として長年お勤めされ、地域の顔として寺村自

治会長等の役員や小田小中学校運営協議会会長を歴任されました。令和５年２月１６日よ

り内子町固定資産評価審査委員会委員に選任しており、人格識見ともに申し分なく、委員と

して適任であると存じます。 

なお、いずれも任期は、令和８年２月１６日から１１年２月１５日までの３年間でござい

ます。 

よろしくご審議のうえ、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（泉浩壽君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。本案は人事案件でございますので、討論を省略し、ただちに採決に入りた

いと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ご異議なしと認めます。 

 従って、討論を省略し、ただちに採決に入ります。 

 採決は議案ごとに行います。 

 まず、「議案第１０４号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について」は、原案

のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、本案はこれを原案のとおり同意することに決定をしました。 

 次に、「議案第１０５号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について」は原案の

とおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、これを原案のとおり同意することに決定をしました。 

 続いて、「議案第１０６号 内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について」は原案

のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、これを原案のとおり同意することに決定しました。 

 以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。 

 本日、各常任委員会及び予算決算常任委員会に付託しました議案の審査報告については、

会期末１２月１２日の本会議でお願いをいたします。 

 明日、３日は午前１０時から本会議を開き、一般質問を行います。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

〇議会事務局長（髙嶋由久子君） ご起立願います。礼。 

 

午後 １時３４分 閉会 

 

 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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令和７年１２月第１５２回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   令和７年１２月２日（火） 

○開会年月日   令和７年１２月３日（水） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１３名） 

１番  酒 井 勝 也 君         ２番  松 田   修 君 

３番  西 口 邦 彦 君         ４番  城 戸   司 君 

５番  向 井 一 富 君         ６番  久 保 美 博 君 

７番  森 永 和 夫 君         ８番  菊 地 幸 雄 君 

９番  泉   浩 壽 君        １０番  大 木   雄 君 

１１番  山 本   徹 君        １２番  下 野 安 彦 君 

１３番  山 崎 正 史 君         

 

○欠 席 議 員  なし  

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

町 長  小野植 正 久 君    副 町 長  山 岡   敦 君 

 総 務 課 長  上 山 淳 一 君    企画情報課長  二 宮 大 昌 君 

 住 民 課 長   橋 本 一 恵 君    税 務 課 長  久保宮 賢 次 君 

 保健福祉課長  上 野 昌 宏 君    こども支援課長  亀 岡 秀 俊 君 

 建設デザイン課長  亀 内 重 範 君    会 計 課 長  山 本 勝 利 君 

 町並・地域振興課長  髙 山 重 樹 君    農林振興課長  新 田 栄 作 君 

 小田支所長   中 嶋 優 治 君    環境政策室長  西 岡 美 穂 君 

 教 育 長  林   純 司 君    学校教育課長  宮久保 邦 博 君 

 自治・学習課長  福 見 光 生 君 

 代表監査委員  赤 穂 英 一 君    農業委員会会長  北 岡   清 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

 事 務 局 長  髙 嶋 由久子 君    書 記  本 田 紳太郎 君 

 

○議事日程（第１８号） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 一般質問 
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○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第３まで 

 

午前 １０時００分 開会 

 

〇議会事務局長（髙嶋由久子君） ご起立願います。礼。ご着席ください。 

〇議長（泉浩壽君） それでは、ただ今から本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、１２番、下野安

彦議員、１３番、山崎正史議員を指名します。 

 

日程第 ２ 議事日程通告 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。 

 本日の議事日程は、お手元に配布しております「議事日程（第１８号）」のとおりであ

ります。 

 

日程第 ３ 一般質問 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第３ 一般質問」に入ります。 

 質問は一問一答とします。議員の発言時間は会議規則第５６条第１項の規定により、３

０分以内とします。発言残時間は右側の壁に設置しております残時間表示板でご確認くだ

さい。要点を簡潔に、要領よくまとめ質問されますよう、議員各位のご協力をお願いいた

します。 

 理事者におかれましては、議員の質問の趣旨等に対する確認等がございましたら、先に

その旨を告げてから発言してください。 

 本日の質問者は５名です。 

 それでは、受付順に質問を許します。 

最初に、森永和夫議員の発言を許します。 

〇７番（森永和夫君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

〇７番（森永和夫君）今日は今期一番の強烈寒気、冬将軍の影響でしょうか。これまでにな

い冬の冷気が身にしみる朝でした。身も心も引き締まる思いでこの壇上に立っております。 

１２月議会にあたり、地方創生について、次にゼロカーボンシティに向けた取り組みにつ
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いて何点か質問をいたします。 

まず、地方創生についてですが、この地方創生が始まったのは、２０１４年に安倍内閣が

「まち・ひと・しごと創生法」を制定したときからでした。このとき、石破前総理は地方創

生担当大臣でした。 

この「まち・ひと・しごと創生法」ですが、第１条目的には、「この法律は、我が国にお

ける急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京

圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわた

って活力ある日本社会を維持していくためには、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのあ

る豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多

様な人材の確保及び地域における、魅力ある多様な就業の機会の創出を一体的に推進する

ことが重要」と書かれています。 

地方創生推進にあたっては、それぞれの自治体が主体的に行う創意工夫の取り組みを国

が後押しすることが基本です。国においては、地方創生の４つの柱「地方に仕事をつくる、

人の流れを作る、結婚・出産・子育ての希望をかなえる、魅力的な地域を作る」に沿った施

策を展開してきました。 

内閣府地方創生推進事務局のホームページに、「地域によっては人口増加等をしていると

ころもあり、この中には地方創生の取り組みの成果といえるものが一定数あると評価でき

る面もある一方、国全体で見たときに、人口減少や東京圏への一極集中などの大きな流れを

変えるには至っておらず、地方が厳しい状況にあることを重く受けとめる必要がある。」と

書かれているように、いいことばかりではなかったようです。 

私は、平成２７年６月議会で地方創生について質問をいたしました。「日本中で夢や希望

を持ち、豊かな生活のできる地域をつくり、地域を担う個性豊かで多様な人材を確保して、

魅力ある多様な就業の機会を創出し、人口減少に歯止めをかけるという政策を追求すると

いうことですが、結果的に、ある地域の人口増加は別の地域の人口減少を引き起こすことに

なるのではないか。また、創意工夫にあふれた人材を得た地方とそうでない地方とでは、人

口だけではなく、所得水準、教育など、基本的な住民サービスの面で格差が出てくるのでは

ないかと思います。」といい面ばかりではなく、私なりにマイナス面もあるのではないかと

１０年前に申し上げたことが現実のものになっています。 

内子町でも、出生数の減少、転出超過など、人口減少に歯止めがかからないという現実が

あります。 

そこで伺います。内子町でも、この地方創生１.０に沿った取り組みがなされてきました

が、この１０年間の結果、問題点をどう捉えられているのか。「まち・ひと・しごと創生法」

の目的にある東京一極集中の是正、人口減少、少子化、経済の活性化について、町長のご所

見を伺います。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 
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〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） 森永議員のご質問にお答えをいたします。。 

内子町では、地方創生１.０を踏まえ、人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への

の人口一極集中を是正するための実行計画として、平成２８年３月に「内子まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」を策定し、「稼ぐ力のある内子町をめざす」、「住み続けられる内子町を

めざす」を基本目標に掲げ、農林商工業や観光業の振興、交流人口の拡大や移住・Ｕターン

の推進、結婚・育児・子育て支援の強化、防災対策、福祉の充実、環境政策や景観行政の推

進など、多様な取り組みを行い、様々な角度から総合的にまちの魅力を高め、「内子町で住

み続けたい」、「内子町で暮らしたい」と思っていただける町をつくることで、人口減少や少

子化へ対応をしてまいりました。 

それぞれの分野でＫＰＩを達成したものがあれば、達成できなかったものもございます

が、分野ごとで見れば、一定の成果を得られているものと考えております。 

しかしながら、これらの取り組みが本総合戦略の趣旨である人口減少に歯止めをかける

には至っていないことは事実でございます。これは全国的な問題であるとも捉えておりま

す。 

現在、国では新たに地方創生２.０の基本構想が閣議決定され、その考え方は「人口減少

を押しとどめる」から「人口減少が続くことを正面から受けとめ対応、適応策を講じる」と

変更をされております。また、「地方への新しい人の流れを作る」という考え方が「関係人

口を活かした都市と地方の支え合い」とされるなど、地方創生１.０の反省を活かした内容

に変更をされております。 

こうした国の手法や考え方などを参考にしながら、担い手確保や産業の活性化、移住者や

関係人口の創出など、当面の人口減少に正面から向き合うなかで、第３期内子町総合計画に

掲げる事業を推進してまいりたいというふうに考えております。 

〇７番（森永和夫君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君） 地方創成２．０については、また後の質問にもありますけれども、

言われるように、私は一番、やっぱり人口減少に歯止めがかからなかったという点。これは

内子町だけではありませんけれども、そういったことを今後どうするかということが２．０

に関わってくるわけですが。先程も言いましたけれども、地方公共団体間での人口の奪い合

いにつながったという面がありますが、このことについて町長はどう思われますでしょう

か。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〇町長（小野植正久君） まさしくそういう側面はあったんだろうというふうに思っており

ます。今、それぞれの自治体ではですね、人口を少しでも増やしたいと、子どもも増やした
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いというようなことでですね、いろんな子育て支援に限って言ってもですね、いろんなこと

をそれぞれの自治体で行っております。競争合戦みたいにですね、なっております。それは

地方での人口の移動というようなことにもつながっていると私も感じておりましてですね、

そういう面はいかがなものかなというふうにも考えておりますので、やっぱりしっかりと

ですね、自分の地域でそういうことに左右されない、しっかりとしたまちづくりを行う必要

がある、魅力のある町をつくっていく必要がある。そういうふうに思っております。 

〇７番（森永和夫君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君） 私はこの人口の奪い合いというのは、ある面、当然のことだと思う

んですよ。結局、それぞれの自治体が創意工夫をするということは競争するということなの

で。それに負けない内子町にするということが、私は大事なんだろうと思います。 

それと、この質問の最後の再質問になるんですけれども、町長、先程、いろいろ答弁のな

かでありましたけど、これまでの１．０の地方創成のなかにはですね、全国的に言うと、や

っぱり失敗事例もありますけど、成功事例もたくさんありますよね。そういったことで、町

長、これはできたと胸を張って言えることがあれば、何か１つでも、２つでもお聞かせいた

だきたいと思います。いかがでしょう。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〇町長（小野植正久君） 少しでもですね、やっぱり人口を増やしていきたい。また、町の

活力をですね、作っていきたいということで、私なりにですね、一生懸命取り組んではまい

りました。 

そういうなかでですね、様々なですね。行政のやれることって限られております。ある意

味では。そういうなかでですね、それぞれの産業のですね、農業であったり、林業であった

りですね、商業、工業、そういったものも含めてですね、少しでもですね、いろんな補助金、

制度も使いながらですね、元気になってほしいというようなことで、様々なですね、私にな

ってからも補助制度を作らせていただいてですね、そういうので産業の応援をさせていた

だく。その中で、少しずつではありますけれども、農業関係でもですね、１０年前と比べた

ら販売額も伸ばしております。そういうようなことでですね、「これは。」というのはないん

ですけれど、まだ今、継続中でございますので、そういうものがですね、しっかりと花開い

ていくようにこれからもですね、いろんな政策を進めていく必要があるなというふうに思

っております。 

〇７番（森永和夫君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君） それでは、次の質問に入ります。 

令和７年６月に、今後１０年間を見据えた地方創生２．０の方向性を提示する「地方創生

基本２．０基本構想」が閣議決定されました。石破前総理は、初代地方創生担当大臣として
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地方創生には並々ならぬ思い入れがあるようです。この閣議決定ですが、高市政権でも基本

的に継承されることを前提に質問をいたします。 

地方創生２．０基本構想の冒頭には、「人口や減少が進むなか、かつて人口増加期に作り

上げられた経済社会システムを検証し、中長期的に信頼される持続可能なシステムへと転

換していくことが求められている。今後、人口減少のペースが緩まるとしても、当面は人口・

生産年齢人口が減少するという事態を正面から受けとめたうえで、人口規模が縮小しても

経済成長し、社会を機能させる適応策を講じ、そして地方を元気にする。このため、これま

での１０年間の地方創生の成果を継承・発展させつつ、直面する現実から目をそらすことな

く、地域にいるすべての主体の力を再び結集し、強く、豊かで、新しい・楽しい地方の実現

に向けて取り組んでいくことが求められ、地方創生２．０は単なる地域活性化策ではない我

が国の活力を取り戻す経済政策であり、多様な幸せを実現するための社会政策であり、そし

て地域が持つ本来の価値や楽しさを再発見する営みである。」と書かれています。 

これまでの反省点を踏まえた今回の地方創生２．０では、目指す姿として、強い経済と豊

かな生活環境をさらに発展させ、その基盤の上に地域や人々の多様性が国民の多様な幸せ、

新しい日本、楽しい日本を創り出していく。具体的には、若者や女性にも選ばれる地方をつ

くる、地域資源を活用した高付加価値型の地方経済をつくる、安心して暮らせる地方をつく

る、都市と地方が互いに支え合い、一人一人が活躍できる社会をつくる、ＡＩ・デジタルな

どの新技術が活用される地方をつくる」などが掲げられています。 

高市総理の所信表明演説は、「地方と暮らしを守る」として「地方に大規模な投資を呼び

込み、地域ごとに産業クラスターを戦略に形成していくことで地域未来戦略を推進するこ

とや、テクノロジーや地域資源を活用した付加価値の創出、地域外へのビジネス展開支援、

２地域居住を含む関係人口創出、稼げる農林水産業の創出を通じて、農山漁村・中山間地域

をはじめ、地方に活力を取り戻す」といった内容になっています。 

地方創成１．０では、先程、町長も言われましたけども、人口減少そのものを食い止める

視点が全面に出ていましたが、地方創成２．０は、当面は人口・生産年齢人口が減少すると

いう事態を正面から受けとめたうえでという考え方が強調されています。１．０と２．０で

は、その前提が大きく違うと理解しています。この人口減少を正面から受けとめたうえでの

施策展開ですが、町長の言われる縮充社会に相通ずるものと感じています。 

そこで伺います。今回の地方創生２．０についての評価。また、「若者や女性にも選ばれ

る地域づくりを地域に関わる政策の基本的な姿勢・視点として重視する。」と言われていま

すが、そのために何が必要と思われるのか町長に伺います。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） ただ今のご質問にお答えをいたします。 

先程、答弁で申しましたとおり、地方創生２.０の基本構想では、その考え方が「人口減
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少を押しとどめる」から「人口減少が続くことを正面から受けとめ、適応策を講じる」に変

更されるなど、地方創生１.０の反省が活かされた内容で、より実態を捉えた内容になった

というふうに感じております。ただ、取り組みとして、好事例の普遍化を進めるとあります

けれども、これを進めると選ばれる地方との整合性はどうなのかとか、関係人口等の数値目

標を掲げるということもあるんだろうと思いますけれども、結局は人口の奪い合いになる

可能性もあるのかななどとも感じているところではあります。 

また、森永議員がおっしゃるとおり、地方創生２.０施策の手法・考え方のひとつとして、

「若者や女性にも選ばれる地方をつくる」が掲げられております。若者や女性にも選ばれる

地方をつくるために何が必要かというご質問でございますが、様々な要素を組み合わせる

必要があると考えております。 

例えば、美しい景観形成、子育て環境や教育環境の充実、働く場の提供や働きやすい環境

の整備、医療や福祉の充実、防災対策、デジタル技術を含むインフラの整備など、広範な取

り組みに加え、移住者等を受入れるための環境整備も必要になってくると考えております。

ご承知のとおり、個々の価値感は多様化しておりますので、第３期総合計画に掲げる事業を

推進し、様々な角度から町の魅力を総合的に高めることで、移住者や定住者の確保を促進す

るとともに、併せて交流人口や関係人口を創出する取り組みを行ってまいりたいと考えて

おります。 

〇７番（森永和夫君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君） 私、これからのまちづくりを考えたときにですね、若者や女性にも

選ばれる地域づくりをどう作るかということが、やっぱり大事なことになろうかと思うん

です。この答えがですね、やっぱり基本構想にも書かれていますね。特に若者や女性にも選

ばれる内子町、選ばれる地域を作るためには、地方創生２.０の構想にも書かれていますけ

れども、議論や検討の場に若者や女性の参画を確保し、当事者である若者や女性の視点を取

り入れることが重要といったことが書かれていますが、やはり、先程、町長が言われたこと

も大切ですけれども、基本的にはこういったことも考えた取り組みというのが必要なんだ

ろうと思います。私は総合計画と、この基本構想と町の総合計画を見たときにですね、感じ

るのは、やはり共通点があるんですよね。総合計画でも、人口減少は正面から受けとめたう

えでの施策展開という考え方。これは地方創生２．０と共通していると思いますし、先程も

言いましたけれども、総合計画冒頭に町長が書かれておる縮充社会というのも、やっぱり概

念的には同じ、共通するものがあるんだろうと思います。 

ただ、私はですね、前にもこれ言ったんですけれども、人口や生産年齢人口が減少して、

果たして地域経済や住民の基本的な生活を支える仕組みをこれまでと同じように機能させ

ることができるのか、正直言って疑問に思っています。 

例えば、人材の確保、社会インフラの維持、公共サービス、買い物、医療、介護、交通、

物流等の民間サービスなど、様々な問題が出てきます。それらに対して、内子町でどう取り
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組むのか。まさに正念場だと思いますが、その点について町長、どう思われるのか。簡単で

結構ですので、お聞かせいただいたらと思います。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〇町長（小野植正久君） 人口減少が進むなかでですね、いろんな産業をですね、担ってい

ただける方。こういう方をですね、やっぱり少しでもですね、確保する。繋いで、産業を、

いくようにですね、そういった担い手をですね、しっかりと。難しい状況ではあるんですけ

れども、やっぱりそれはしっかりとやっていかなければならない。そういうふうに思ってお

ります。 

特にですね、若者もどんどん。例えば農林業主体の町であっても出ていっているというよ

うな状況があればですね、それはやっぱり、そういう産業で所得が上がって生活ができてい

くんだよというような環境をですね、少しでもやっぱり作っていかなければならない。それ

は商工業についてもしかりです。ですので、そういう環境を作っていきながら、やっぱり応

援をしていただける、そういう方も必要になってきます。ですので、そういう方にもですね、

少しでもその産業を手伝っていただくといいますかね。そういう方を確保していく。そうい

うこともしていきながらですね、やっぱりいろんなことをやっていかないとですね、やっぱ

り町が存続できない、できなくなる。そういうことになっていくんだろうというふうに思っ

ておりますので、今までもですね、そういう意味では移住者の確保であったり、それぞれの

産業の応援・支援であったり、また住み続けるという、そういう環境の整備であったりです

ね、そういうことをしっかりと行っていきながらですね、やっぱり魅力ある町。あの町に行

ってみたい。住んでみたい。そういう町にするようにですね、今までのことが全部２.０に

なったからだめということではなくてですね、やっぱりやっていくべきことはしっかりや

っていくということなんだろうというふうに思っております。 

〇７番（森永和夫君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君）私もですね、今回の地方創生２.０は評価しています。あとはですね、

内子町がどう取り組み、結果を出すかということではないかということを申し上げ、次の質

問に入ります。 

基本構想の中に示されている政策パッケージに、将来を考えたまちづくりとして、全世

代・全員活躍型「生涯活躍のまち」、日本版ＣＣＲＣ２.０があります。 

これまでの日本版ＣＣＲＣのＲは、Retirement。退職後の生活のＲです。高齢者の地方移

住のイメージです。今回のＣＣＲＣ２.０のＲは、Relation。繋がり・関係のＲで、継続的

な共助と繋がりのある多世代コミュニティ」ということになります。 

パッケージの内容は、「小規模であっても、年齢や障がいの有無を問わず様々な人々が集

い、それぞれが持つ能力を希望に応じて発揮し、生きがいを持って暮らすことができる場

（小規模・地域共生ホーム型ＣＣＲＣ）の整備を進める。そのために、省庁横断的な生涯活
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躍のまち検討チームを立ち上げ、関係府省庁が連携して、制度・運用の見直しや先進事例等

の周知等を行い、誰もが居場所と役割を持つ全世代・全員活躍型のごちゃまぜのコミュニテ

ィづくりを実現する。」というものです。 

当面の目標として、３年後に全国で１００ヶ所、小規模地域共生型ＣＣＲＣ２．０の展開 

を目指すとされています。全世代を対象にして、移住者や関係人口、地元住民など、誰もが

居場所と役割をもつ、ごちゃまぜコミュニティづくりという新たな発想に私は共感をいた

します。 

そこで伺います。私は、平成２９年３月議会で、内子版ＣＣＲＣについて質問しました。

あれから８年が経ち、新たな考えのもとで推進されるＣＣＲＣ２.０ですが、内子町も１０

０ヶ所のなかの１ヶ所となるよう検討されておると考えますが、町長のご所見を伺います。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） ただ今のご質問にお答えをいたします。 

ご承知のとおり、当初の日本版ＣＣＲＣは、東京圏の高齢者が元気なうちに自らの希望で

地方へ移住し、今までに培ってきた経験やノウハウを生かしながら交流できる地域社会を

つくろうという考え方でございました。 

現在、地方創生２.０の政策パッケージのなかにおいて、全世代・全員活躍型、生涯活躍

のまちの展開が示され、具体的には年齢や障がいの有無を問わず、多様な人々が集い、持つ

能力を希望に応じて発揮し、生きがいを持って暮らすことができるよう、その多世代共助の

コミュニティづくりの拠点として、小規模・地域共生ホーム型ＣＣＲＣを２０２８年度まで

に全国で１００ヶ所の設置を目指すというものでございます。 

森永議員よりいただきました１００ヶ所のなかの１ヶ所となるよう検討されてはどうか

というご提案でございますけれども、この小規模・地域共生ホーム型ＣＣＲＣの設置のこと

だろうというふうに思いますが、確かにこういった施設を建設し、年齢や障がいの有無等を

問わず、移住者や関係人口となる人、地元住民などが集い、誰もが居場所と役割を持つコミ

ュニティが形成される効果が期待できますけれども、内子町におきましては、すでに自治会、

文化協会やスポーツ協会などの社会教育団体、高齢者サロン、様々な愛好会のような団体が

ございます。こういった団体こそ、まさに内子版ＣＣＲＣであると考えております。 

従いまして、人口減少が進むなかにおいて、関係人口を創出することの大切さは認識はし

ておりますけれども、現在のところ、小規模・地域共生ホーム型ＣＣＲＣの設置については

考えておりません。 

〇７番（森永和夫君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君） これ昨日の新聞でもですね、未来への潮流ということで、移住、企

業進出、実り不十分といったような記事が出ていました。確かに、全国で日本版ＣＣＲＣを
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進めてきた自治体もですね、なかなか思ったようにいっていないという現状もあるようで

す。要はこれ、よそがやっているからやるというのではなく、それを内子町独自の、内子な

らではの創意工夫、独自色を出した取り組みというのが大事なんだろうと思います。 

 ただ、このことはですね、関係人口や二地域居住の推進にも関連することですので、でき

れば少しは前向きに検討していただいて、先程言いましたように、内子町ならではの取り組

みに結びつけていただきたいと思います。 

次の質問に入ります。 

今回の質問で、このことが私は一番、重要な質問だと思っているんですけれども、高市総

理の所信表明演説にもあります二地域居住を含む関係人口創出について伺います。 

二地域居住とは、主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点を設ける暮らし方です。関

係人口とは、移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域と多様に関わ

る人々を指します。 

全国二地域居住等促進官民連携プラットフォームのホームページには、「二地域居住の意

義は、地域の社会参画・協働、ふるさと回帰等、多様なライフスタイルに応えるものです。

いわば人生を２倍楽しむ、豊かな暮らし方と言えます。 

社会的な意義としては、人の流れを生むとともに、東京一極集中の是正はもちろん、地域

活性化、地方創生、関係人口の拡大に資することが挙げられています。移住につながる場合

もあると書かれています。関係人口を可視化する仕組みとして、ふるさと住民登録制度があ

ります。当面の目標として、今後１０年間で実人数１，０００万人、延べ人数１億人を目指

すとされています。 

内子町第３次総合計画にも、内子町をとりまく社会の動向として、交流人口・関係人口の

拡大が挙げられています。関係人口は、その地域の担い手として活躍するだけでなく、関係

人口と地域住民の交流がイノベーションや新たな価値を生み、内発的発展につながるほか、

将来的な移住者の増加にもつながることが期待されます。」と関係人口の拡大は、内子町に

とってもメリットがあるものと理解されています。内子町に魅力を感じていただく関係人

口の増加に向けた取り組みも推進するということですが、どう結果を出すかが問われます。 

そこで伺います。ふるさと住民登録制度や、若者や女性の地域交流の促進、地域居住等の

推進に、内子町としてもこれまで以上に目を向けるべきと考えます。内子町として、関係人

口の創出に向けての具体的な取り組みについて伺います。 

併せて、そのためにもシティプロモーションも大切と考えますが、この２点について町長

のご所見を伺います。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君）ただ今のご質問にお答えをいたします。 

地方創生２.０基本構想の考え方にあるとおり、これからは人口減少が続くことを正面か
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ら受けとめて適応策を講じることが必要でございますので、森永議員おっしゃるとおり、今

後は、二地域居住を含む関係人口の創出について目を向けていくべきというふうに考えて

おります。 

現在、国の方でも、地方創生２.０の考え方のひとつ、関係人口活かした都市と地域の支

え合い実現のため、ふるさと住民登録制度や二地域居住の促進など、その手法が示されてい

るところであります。 

ご質問の内子町の関係人口の創出についての具体的な取り組みについてでございますけ

れども、これまでにも様々な取り組みを行ってきたところでございます。 

例えば、ローテンブルク市や沖縄宜野座村との人的交流や文化交流、ふるさと納税寄附者

に対する広報紙の送付、内子座友の会会員へのイベント等のお知らせ、首都圏での特産物販

売やＰＲ、地域みらい留学による生徒募集、大学との連携による地域調査、首都圏の若者を

対象とした交流イベント、お試しテレワーク及び企業ワーケーション受け入れ事業、元気な

集落づくり応援団事業などにより、関係人口の創出を図り、地域課題の解決を図ってきたと

ころでございます。 

これらの事業はまさに地方創生２.０の中の関係人口を生かした都市と地域の支え合い

の取り組みであると考えておりまして、今後も引き続き、ブラッシュアップしながら、関係

人口の創出・拡大を進めるとともに、関係人口となった方々がいろいろな面から町を支えて

いただけるよう、取り組みを継続していきたいと考えております。 

また、議員おっしゃるとおり、関係人口の創出・拡大には、地域の魅力を的確に発信し、

町外の人材が地域と繋がる機会を増やすシティプロモーションが不可欠でございます。特

に、ホームページや公式ＳＮＳ、公式ＬＩＮＥといったデジタルを活用することにより、地

域の暮らしや仕事の情報、移住、転職、副業の機会、地域イベントなどを迅速に発信できま

すことから、内子町に関心を持つ人々を誘引することができるものと考えておりますので、

今後も引き続き行ってまいりたいというふうに考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇７番（森永和夫君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君） 通告にも書いておりましたけども、ふるさと住民登録制度とか、若

者や女性の地域交流の促進といったことについては、今ちょっと、あまり触れられていなか

ったようですけども、このふるさと住民登録制度というのは、関係人口が可視化する仕組み

ですけども、全国ではすでにですね、取り組んでいる事例がたくさんあるようです。例えば、

長野県の飯綱町の有料登録モデルというのがありまして、そこではですね、Ａコースが５，

０００円、Ｂコース６，５００円の有料プラン制として、施設利用券とか飲食店、商工会チ

ケット、広報紙、パンフレットの送付とか、いろんなことの特典があるようです。このよう

に制度を地域ファンコミュニティ化して、地元経済の波及効果と登録者の勧誘とを両立す

る事例となっているようです。私思うんですけれども、これまでにですね、内子では、１万
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人の内子ファンを目指す取り組みがありました。どうも、何なら断ち切りになっているよう

ですが、私はこの内子ファンの取り組みがですね、ふるさと住民登録制度とつながる可能性

があったかもしれないなと今、思っています。ぜひ、ふるさと住民登録制度を取り入れてで

すね、関係人口の拡大に取り組んでいただきたいと思いますが、このふるさと住民登録制度

については、町長、前向きに取り組んでいただけますでしょうか。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〇町長（小野植正久君） このふるさと住民登録制度なんですけれども、議員ご承知のとお

りですね、ベーシック。今までふるさと納税とかいろんな方が、関わっていただいた方、こ

ういった方々をベーシックとすればですね、今度プレミアムということで、もう少しこう深

くですね、内子に関わっていただける、そういう層ですよね。そういった、例えば２つの種

類がもしかしたらあるのかも分かりませんけれども、そういうことについてはですね、当然、

先程言いましたようにですね、内子を応援していただける方、こういうのはいろんな関わり

方で増やしていく必要が、今後もですね、あると考えております。それをベーシックあるい

はプレミアムというかどうかは別としてですね、そういう取り組みはですね、今後もしっか

りとやっぱり進めていく必要があるなというふうに思っております。 

〇７番（森永和夫君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君） 突然ですけど、教育長にお聞きするんですけども、若者や女性の地

域交流の促進ということで、国もですね、小中高生を対象として地域留学の推進とかですね、

ふるさとワーキングホリデーや小中高生の短期の受け入れを行う子ども農産漁村交流プロ

ジェクトなども併せて推進するということですが、これらについて内子町として検討はさ

れないでしょうかね。教育長。お願いします。 

〇教育長（林純司君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 林教育長。 

〇教育長（林純司君） 地方創生２.０における関係人口の創出というのは、おそらく長期

休暇などにですね、農山村の方に行っていろんな体験をするというようなことを指してい

るのかなあと私は思っています。ですから、今現在、内子町でも、例えば、長田自治会にご

ざいます「お山の学校」ですかね。ああいうところでは、田舎生活体験。そういった宿泊施

設となって今現在やっておりますし、例えば、田渡にあります、「たどビレッジ」などもで

すね、大きなグランドを使ってそういった合宿等をですね、どうもしていただいているよう

な報告は受けております。こういった交流事業を自治会などがやる際に、やっぱり教育委員

会としても、そういうものをしっかりとサポートしながら、こういったイベントじゃないで

すけど、こういったものがですね、広がるようなことは、これからはやっぱりしっかりやっ

ていかなければいけないんじゃないかなというふうに考えております。 

 以上です。 
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〇７番（森永和夫君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君） これ担当課長にお聞きするんですけども、国交省が策定している二

地域居住の推進の手引きは見ておられますか。 

〇企画情報課長（二宮大昌君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 二宮企画情報課長。 

〇企画情報課長（二宮大昌君） 手引きというものは見たことはないんですけれども、先日、

森永議員さんが持ってきていただきました資料ですかね。あれで拝見させていただいたと

いうことで、それ以外の資料はまだ見ておりません。 

〇７番（泉浩壽君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君） これ見るとですね、二地域居住を推進しやすくするために、国は広

域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正して、市町村が主体となって

作成する特定居住促進計画制度が創出されたということですけれども、このことについて

はご存じないですか。 

〇企画情報課長 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 二宮企画情報課長。 

〇企画情報課長（二宮大昌君） 特定居住促進計画につきましては、二地域居住のための施

設整備などを謳っておる計画かなと思っておるんですけれども、現在、県の方もそういった

計画を策定する予定はないということで、我々の方もですね、今のところは計画をしていく

必要は感じておりません。また、移住相談等々の中でですね、二地域居住につきましては、

今のところ、ほぼ相談がゼロといったところです。そういったところもありまして、拠点を

整備すれば人が来るという考え方もあるんですけれども、まずはそういったニーズが今な

いというところのなかでですね、二地域居住のこの計画が必要かどうかっていうのはです

ね、ちょっとまだ必要性はないんじゃないかなということで判断をしておるところでござ

います。 

〇７番（森永和夫君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君） この計画はですね、基本的には都道府県が作ったものをベースとな

っておりますけども、よく内容見るとですね、市町村が作成した特定居住促進計画を都道府

県が確認して、その内容をベースとして県が作成することも可能とか、いろんな方法がある

ようです。それはそれとしてですね、今の流れのなかで二地域居住というのは、関係人口の

創出、そして、またそれからさっきの移住にもつながるんで、ぜひこれは前向きにですね、

取り組んでいただきたいと思いますし、やはり、そのことで地方への人の流れを生みますし、

地域の担い手の確保や消費等の需要の創出や新たなビジネスやいろんな面でメリットがあ

ろうかと思いますので、ぜひ二地域居住については、前向きにですね、進めていただきたい
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と思います。これ１１月２５日ですか。「南予フォーラム２０２５スペシャル」が宇和島で

開催されましたが、これには参加されたんでしょ。 

〇企画情報課長（二宮大昌君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 二宮企画情報課長。 

〇企画情報課長（二宮大昌君） 私の方はちょっと別の業務があって参加できておりません

けれども、我々、企画情報課の職員がですね、行って参加をしております。 

〇７番（森永和夫君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君） 私も内容までは存じておりませんけども、有意義な会であったんだ

ろうと思いますので、ぜひそういったことも参考にしながら進めていただきたいと思いま

す。 

そして、シティプロモーションですけども、これはもう町長もご承知のように、地方自治

体による広報活動、あるいは営業活動といったことで、全般に渡るものだと思っております

し、そのことで内子町の地名度が今まで以上にアップすることにもつながりますので、ぜひ、

前向きに取り組んでいただきたいと思います。 

最後にですね、地方創生は他の自治体の成功例が必ずしも内子に当てはまるかといえば、

そうでない場合もありますし、内子は内子の特性を活かし、内子ならではの取り組みが大切

と思います。特に、先程も言いましたが、高市総理も地方に活力を取り戻すために、二地域

居住を含む関係人口創出を推進すると言われています。ぜひ、内子町で具体的に、内子らし

い取り組み、そして結果を出せるようにしていただきたいということを申し上げ、次の質問

に移ります。 

次に、ゼロカーボンシティについて伺います。 

令和４年１２月議会で、ゼロカーボンシティ宣言を表明することを提言しました。その時

の町長の答弁は「脱炭素社会の取り組みを進めるゼロカーボンシティ宣言は必須と考えて

いる。脱炭素の実現に向けた道筋を描く計画の完成に合わせ、宣言を予定している。」とい

うものでした。 

そして、令和５年３月議会において、２０５０年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにす

る「ゼロカーボンシティ内子」を目指すことを宣言されました。 

先日の愛媛新聞に「温室ガス濃度、２０２４年に最高記録更新」の記事が掲載されていま

した。化石燃料の消費に加え、大規模な山火事による排出増や、森林と海洋の吸収量の減少

も影響し、温室効果ガスの増加が気候変動の悪循環を招いていると警鐘を鳴らしていると

いうものです。 

最近の日本の気象状況を見ても、今年の夏の酷暑や豪雨、台風の進路なども、例年とは違

うと感じています。これからどうなるのか、想像もつきません。私たちに何ができるのか。

小さいことからこつこつとできることをする以外、為す術はないと思います。しかし、みん

なで取り組めば大きなものになり、内子町のゼロカーボンの達成、さらには地球を救うこと
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につながると思います。 

９月３０日の愛媛新聞に、内子町の豊かな自然環境を守り育てるために、町や企業、町民

などがとるべき行動を町民参加型で考える環境基本計画アクションプラン策定市民会議の

初回が開催されたという記事を見ました。初回のテーマは脱炭素でした。私は大変良い取り

組みだと評価をいたします。ぜひ実のあるものにしていただきたいと期待もしています。 

そこで伺います。総合計画にも、「ゼロカーボンシティ内子」の実現に向けた取り組みが

多岐にわたり掲載されています。これらの取り組みも大事ですが、私は町民を巻き込んだ取

り組みをすべきと考えます。内子町地球温暖化対策実行計画の「ゼロカーボンシティ内子」

の実現に向けた基本施策の中には、省エネ型の設備、建築物の普及を推進するとともに、一

人一人ができる範囲で日常生活において無理なく、継続して省エネ行動を実践しますと書

かれていますが、具体的にどう町民の協力を得ようとしているのか伺います。 

〇環境政策室長（西岡美穂君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 西岡環境政策室長。 

〔西岡美穂環境政策室長登壇〕 

〇環境政策室長（西岡美穂君） ただ今のご質問にお答えいたします。 

内子町は、本年６月に環境まちづくりの指針となる第３次環境基本計画を策定しました。

このなかで、ゼロカーボンシティの実現を目指す脱炭素化を新たな取り組みの柱として位

置づけをいたしました。計画を着実に推進していくためには、森永議員のおっしゃるとおり、

町民全体を巻き込んだ取り組みが重要と認識しております。 

そこで、本年度初の試みとして、先程、紹介いただきましたが、市民参加の手法のひとつ

である機構市民会議の形を一部、取り入れ、無作為抽出による町民代表者や事業者、高校生

などが参加するアクションプラン策定市民会議を開催しています。 

様々な立場から、自分にできることや他の役割に期待することを考え、多様な意見を反映

して、無理なく継続できる実現性の高いアクションプランとなるように、みんなで協議、検

討を進めているところです。 

この会議において、取り組みの見える化や、町民が楽しく参加でき、環境意識の向上につ

ながるようなイベントの開催などについても、アイデアが出されています。 

また、これとは別に、脱炭素ビジョンイラストを用いたワークショップや脱炭素化支援プ

ログラムなどの啓発活動を学校や各種団体、企業などを対象に並行して行っているところ

です。 

これら個別の取り組みを継続しつつ、今後、アクションプランの策定を通して出されたア

イデアについても具現化を目指して検討を行ってまいります。そして、一人一人が「ゼロカ

ーボンシティ内子の実現を、自分ごととして捉え、実践に結びつくような取り組みを進めて

いきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇７番（森永和夫君） 議長。 
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〇議長（泉浩壽君） 森永和夫議員。 

〇７番（森永和夫君）やはり、町民巻き込んだ取り組みといのが、私は大事だと思っていま

す。国もですね、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしをつくる国民運動として「デコ活」

というのをやって推進していますし、愛媛県もですね、県民一人一人の愛をきっかけに、無

理なく、楽しくデカボアクションに参加できるプロジェクト「愛媛愛。やけん、デカボ。」

というのがあります。私もこのデカボのですね、ホームページ見てみると、デカボマイスコ

アというのがあって、簡単なことを入力することで私がどれだけＣＯ₂を排出しているのか

といったことが出てきます。ちなみに、私は４.２ｔ-ＣＯ₂ｅということで、ステージはゴ

ールドということで優秀な方だと思うんですけども、そういったふうにですね、国も県も国

民、県民を巻き込んだ取り組みを推進しています。ぜひですね、町民を巻き込んで、ゼロカ

ーボンシティを目指していただきたいということと、併せて、町全体で省エネ行動を具体的

に実践し、結果がどうであったのか数字で見える化することが大事だと思うんです。 

先程の答弁のなかにも「見える化」という言葉が出ましたけども、やはり、内子町ではこ

れだけの、今、ＣＯ₂が排出されていますと。そして、それを今、８０％を占める森林がこ

れだけ吸収しているんです。それをゼロにしましょうというようなこととかですね。例えば、

節電することによって、これだけのＣＯ₂が節減できるというような具体的に分かりやすく

町民の皆さんに示したうえで取り組んでいただくことをぜひしていただきたいということ

を申し上げ、質問を終わります。 

〇議長（泉浩壽君） ここで暫時休憩します。 

午前１１時より再開します。 

 

午前 １０時５０分 休憩 

 

午前 １１時００分 再開 

 

〇議長（泉浩壽君） 次に、松田修議員の発言を許します。 

〇２番（松田修君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 松田修議員。 

〔松田修議員登壇〕 

〇２番（松田修君） よろしくお願いします。 

私事でございますが、先日、インフルエンザにかかりまして難儀しました。県内でもです

ね、猛威を振るうインフルエンザでございますが、現在がピークで終息に向かうことを祈っ

ている今日この頃でございますが、今日はよろしくお願いします。 

自治会の現状について、お聞きします。地域のコミュニティー組織として活動している自

治会ですが、いろいろな問題をはらんでいるようです。問題点として、自治会を構成してい

るのは区民ですが、自治会への参加は町民の任意であるため、地域によっては区入りをされ
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ない町民が散見されます。少子高齢化や定年退職後の再雇用制度による自治会役員のなり

手不足。また、地域活動への参加意欲の低下、特にボランティア活動などがあります。様々

な文化行事も役員以外の参加が少ないように見えます。 

そこでお伺いしたいのが、行政として自治会活動を支援しておられますが、行政が自治会

の役割をどのように考えているのか、お聞かせください。 

〇議長（泉浩壽君） 松田修議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

〇自治・学習課長（福見光生君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 福見自治・学習課長。 

〔福見光生自治・学習課長登壇〕 

〇自治・学習課長（福見光生君） 松田議員さんのご質問にお答えしたらと思います。 

自治会制度におきましては、第３期内子町総合計画にも記載しているとおり、愛着を持っ

て地域で共生できる町を創造するうえで、重要かつ必要不可欠な制度であると考えており

ます。よって、笑顔溢れる地域コミュニティーを構築することや、令和４年度に４１自治会、

それぞれが知恵を出し合い、策定をいたしました各自治会地域づくり計画書の推進が主な

役割だと考えております。 

町といたしましては、今後も継続した地域づくり担当職員の配置や防災活動に対する地

域づくり補助事業の拡充、地域おこし協力隊の配置などにより、自治会活動を支援してまい

りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇２番（松田修君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 松田修議員。 

〇２番（松田修君） 区入りについては、個人の自由でございます。区入りをしていない町

民が多くなると、自治会主導による防災、災害発生時の助け合いも難しくなるのではないか

と思います。地域によってはですね、次の役員が回ってくるよと言われたところでですね、

１２軒ある班の中の半分が区から出ていったというような事例もあるようでございます。

区入りのメリットとデメリット、区に入らない場合のメリットとデメリットをどのように

考えられているのか、お聞かせください。 

〇総務課長（上山淳一君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 上山総務課長。 

〔上山淳一総務課長登壇〕 

〇総務課長（上山淳一君） 松田議員のご質問にお答えをします。 

行政区への加入につきましては、内子町への転入手続きの際、自治会長や行政区の代表者

の氏名、連絡先を転入者へ伝え、自治会及び行政への加入を促す説明を行っております。し

かし、転入者の中には、加入しない方や、一旦加入しても、後に行政区を離れる方がいるの

が現状です。 

区に加入するメリットとしましては、行政サービスや福祉、教育に関する案内や手続きな
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ど、基本的な情報が行政区を通じて得られる点が挙げられます。また、地域への帰属意識が

高まることで行事や活動への参加が促進され、災害時の助け合いなど、持続可能なコミュニ

ティーの形成に繋がります。特に、少子化が進むなかで、子育て世代にとっては地域のこど

も会、愛護班がございますが、そういったものを通じて情報交換やコミュニティーが重要な

ものとなっていると考えております。 

一方でデメリットでございますが、会費の負担や役員、当番を務める際の時間的負担、責

任の増加、地域行事への義務的参加とか、人間関係の煩わしさに負担を感じるといったこと

が挙げられます。 

加入しない場合のメリットとデメリットは、加入した場合の逆になると考えております

が、デメリットとしましては、困ったときに近隣住民に頼りにくくなるとか、地区集会所が

利用できなくなるとか、町が区長を通じて行うアンケートなどで意見が反映されにくくな

るといったことが考えられます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇２番（松田修君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 松田修議員。 

〇２番（松田修君） 特に若い世代の方がですね、自治会については、こう煩わしさを感じ

られているっていうようなことがあるのかなというふうにも思っておりますが。 

次にですね、少子高齢化による自治会役員のなり手がいなくなり、今後の自治会の運営が

危惧されます。自治会運営ができず、解散せざるを得ない場合も想定されると思います。区

割りを含めた自治会の再編などを想定しているのか。新たな地域づくりの仕組みなどを検

討されているのであれば、併せてお聞かせいただければと思います。 

〇自治・学習課長（福見光生君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 福見自治・学習課長。 

〇自治・学習課長（福見光生君） 自治会の再編等についてのご質問についてお答えをさせ

ていただいたらと思います。 

第３期内子町総合計画では、「人口減少や高齢化が進むなか、時代に合わせた自治会の再

編等、町が支援を行います。」としており、具体的には、自治会の再編について自治会から

再編要望の申し出があった場合、各自治センターが中心となり、再編計画等について自治会

の皆様とともに協議してまいりたいと考えております。 

また、区の区割り再編につきましては、各区、各自治会内で話し合いを行っていただいた

結果を町にご連絡をいただき、区の再編を行っておりますので、ご理解いただきますようお

願いを申し上げます。 

なお、自治会の再編等についての現在の計画はございません。現在やっております自治会

活動の支援、地域づくり補助事業などの拡充を行いながら、しっかりとですね、今後も自治

会活動を支援して参りたいというふうに考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 
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〇２番（松田修君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 松田修議員。 

〇２番（松田修君） ありがとうございました。 

昔であれば青年団とか、そういった下部組織的なものがあって、いろいろなね、自治活動

ができていたのかなと思います。ただ、今そういったところのですね、自治会が、声にまだ

出していないかもしれませんが、区単位とか、そういったところでですね、危機感を持って

いるところがあるということをね、町の方でも把握していただいて、またそのへんのことも

考えていただければと思います。 

次にですね、内子町の管理体制についてお伺いしたいと思います。町のガバナンス体制に

ついての説明を求めます。 

一般企業では、コーポレートガバナンスとか言われておりますが、町の組織の統治、支配、

管理体制に疑問を抱きましたので、お聞きしたいと思っております。 

先日の令和６年度の会計決算認定時に、一部地域の町への訴えが担当者にとどまり、上司

への報告がなされていない事案がありました。町のガバナンスに対し、懸念を持った次第で

ございます。職場の風通しやコミュニケーションは大丈夫なのでしょうか。よく「報連相」

と言われる報告、連絡、相談が組織のなかで機能されているのか。町の統治体制についての

説明と改善策をお伺いします。 

〇総務課長（上山淳一君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 上山総務課長。 

〔上山淳一総務課長登壇〕 

〇総務課長（上山淳一君） 初めに、ご指摘いただきました町への申し出が上司へ報告され

ていなかった件につきましては、私の職員への指導が行き届かなかったことに起因してお

り、皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。申し訳ございませ

んでした。 

それでは、松田議員のご質問にお答えをします。 

本町の統治体制についてご説明いたします。住民の皆様から信頼される行政運営を実現

するため、令和５年４月から内部統制制度を導入しまして、内子町内部統制に関する方針に

基づき実施しています。すべての部局において、あらかじめリスク項目を設定し、各部局の

取り組みが有効に機能しているか、適正な事務の管理・執行が確保されているかを日常業務

のなかで継続的にモニタリングしています。併せて、組織運営上の問題がないか評価を行い、

その結果は財務監査で報告しております。加えて、不備が確認された事案につきましては、

その都度、見直しを行い、必要な改善措置を講じております。 

今回の事案における具体的な改善策としまして、内部統制のリスク項目に新たに上司へ

の報告事項を追加し、当該職員への指導を行うとともに、すべての部局に対して周知徹底を

図り、同様の事態の再発防止に努めてまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 
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〇２番（松田修君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 松田修議員。 

〇２番（松田修君） それに関連しますが、職員の責任と権限については、どのように規定

されているのか。よろしければお伺いしたいと思います。 

〇総務課長（上山総務課長） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 上山総務課長。 

〇総務課長（上山総務課長） 公務員は、先程、議員さん言われましたようにですね、相談

とか報告、そういったものは当たり前のことでございます。これについてですね、具体的に

規定したものはございませんけれども、これは住民の福祉の向上のためにはですね、職員は

全力を挙げて職務に専念するということは当然のことでございますので、引き続き、これに

ついてはですね、職員に周知徹底して取り組んでまいりたいと思っております。 

〇２番（松田修君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 松田修議員。 

〇２番（松田修君） 当然のことをお聞きしたような感じで、申し訳ございませんでした。 

この件も含めてですね、町民からの相談や訴えについてはですね、やはり言われた方、担

当者、その方、何らかの返答を求められていると思います。そういったことに対してですね、

担当者から真摯な対応をいただきますよう、全職員がですね、対応できるようにしていただ

きたいというふうに願っております。 

次ですね、森林経営管理制度について、お伺いします。 

森林経営の効率化及び適正化を推進するために、山林所有者を対象に意向調査をされて

おります。森林環境税及び森林環境贈与税の運用手段と思いますが、調査対象者から次のよ

うな声を聞きました。「森林経営に向いている森林は森林経営者を紹介すること、紹介事業

者に経営権の移譲になるのではないか。」との心配をされております。 

森林経営者管理制度の具体的な説明を求めます。 

〇農林振興課長（新田栄作君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 新田農林振興課長。 

〔新田栄作農林振興課長〕 

〇農林振興課長（新田栄作君） ただ今のご質問にお答えします。 

森林経営管理制度の仕組みについてでございますが、まず、スギ・ヒノキなどの人口林等

を対象に、森林所有者に対して意向調査を実施いたします。その意向調査の結果、森林所有

者様から経営や管理の委託の申し出などがあった森林については、内子町の方で現地調査

を行います。 

現地調査の結果、森林管理に適さないと判断される森林であったり、森林経営計画の策定

が困難な森林については、町の方で経営管理集積計画の方を定めまして、森林所有者様から

経営管理の委託を受けるというものでございます。その後、内子町が切り捨て間伐を実施し

ていくというふうな方向になっております。 
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一方、林業経営に適した森林につきましては、森林組合、林業事業体などへの委託管理を

促しと促していきます。 

林業経営に適した森林につきましては、森林経営計画制度に基づく経営管理を所有者様

と林業事業体等での間で委託管理を行うように促していくものであり、経営権の移譲を目

的としているものではございません。 

ご理解いただきますようお願いいたします。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇２番（松田修君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 松田修議員。 

〇２番（松田修君） 森林経営に適した森林については、単に森林経営者を紹介するだけで

なく、個人林家に取り組めるような支援策の考えはないでしょうか。 

９月、前回にもですね、お尋ねしましたが、個人林家の育成について、間伐や木材生産を

生業とできる補助事業を整備しなければ、今後の森林環境の維持管理にも難しさが出てい

るのではないかと思います。 

個人林家というよりは、自伐林家の方っていうのは、現在、絶滅危惧種になりつつあると

思います。昨日、町長が石川県の方に行かれた話をされておりましたが、復興に対しては、

建築関係の職員さんあたりが急激に減った関係で、なかなか大変だというようなことがあ

りました。 

こういったですね、自伐林家というのもですね、絶滅してしまうと、これからなかなか復

活するのも難しい。そして、またゼロから育てるというようなところが地域によってあるよ

うでございますが、そういったことを、また厳しくなってからやっていくとか、そういった

ところもですね、含めて、森林環境税及び森林環境贈与税ですね。新たな運用を国や県にか

け合って、内子独自の新たな運用を考えることはできませんでしょうか。 

以上です。 

〇農林振興課長（新田栄作君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君）新田農林振興課長。 

〔新田農林振興課長登壇〕 

〇農林振興課長（新田栄作君） ただ今のご質問にお答えします。 

個人林家が意欲を持って、経営に取り組める環境づくり。そういうものは森林保全の観点

からも、また地域経済の活性化の観点からも重要だと認識しております。 

現在、町で行っている育成支援策といたしましては、自伐民家の労働負荷を軽減し、生産

性を高めるための林業機械購入への補助交付がございます。 

また、自伐林家が多く所属する林研グループを主体とした林業研修会を年２回実施して

おり、安全対策や個人経営のノウハウを学べる場を提供しております。 

併せて、将来的な担い手の裾野を広げるため、教育機関と連携して、子どもたちの森林へ

の関心、興味を高める機会を提供し、長期的な視点での人材確保も行っているところでござ
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います。 

その他にも、自伐林家の方が使用できます美しい森林づくり基盤整備事業であったり、森

林環境保全整備事業といった国や町独自の支援制度もありますので、独自の新たな制度に

つきましては、現時点ですぐに新設するといったことは、今現在は考えておりません。まず

は、そういった今ある既存の新制度を、皆様がより使いやすいよう周知・運営していくこと

がまず必要だというふうに考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇２番（松田修君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 松田修議員。 

〇２番（松田修君） できればですね、自伐林家の方がですね、今まで払っている税金分ぐ

らいはですね、自分で切って、木を出して、それが日当になる、生業になる。そういうよう

なことで、再生産できるような形ができていかなければ、なかなか厳しいのかなというふう

に感じておりますので、またそのへんの検討もですね、併せてお願いしたらと思います。 

次にですね、内子町内のタクシーの営業時間についてでございます。 

現在、町内のタクシーの営業時間が午後７時までとなりまして、町民の交通手段に不具合

が生じてまいりました。これについて、町がどうこう言えるものではないと思いますが、夜

の救急車要請レベルに達しないような方でも、救急車要請が増えてきたり、町内の飲食店の

営業ですね。県内でも、人数割りにするとそういう飲食店の多い内子でございます。こうい

った営業にですね、強い影響があるのではないかと心配しております。もう１つ心配するの

は、ちょっとぐらいということで飲酒運転などで免許をとられるような方が出なければい

いなというふうに思っております。 

町としてこの状況をどのように考えているのか、お聞かせいただければと思います。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） ただ今のご質問にお答えをいたします。 

町内のタクシー事業者が１１月から営業時間を午後７時までに短縮したことにつきまし

ては、議員ご指摘のとおり住民生活に影響があるというふうには考えております。 

先般、タクシー事業者に今回の経緯を確認いたしましたところ、運転手の確保が難しいこ

とに加え、コロナ禍で外出が制限されたことも影響して、夜間のタクシー利用が年々減少し、

採算が合わなくなったことが理由であるという説明を受けました。 

また、日本版ライドシェアを活用して夜間エリアの継続を検討されたようでございます

けれども、課題が多くあり、実現には至らなかったということでございます。 

町としては、まずはこれまでの夜間帯におけるタクシー利用の実態と今後のニーズにつ

いて、聞き取り等による調査を実施したいというふうに考えております。 

その後、公共ライドシェアの可能性も含め、採算性、また公共性、安全性、こういったも
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のを総合的に判断しつつ、また国内の先進事例も勉強しながらですね、内子町でどういう対

応が可能であるのか、あるいはそうでないのか。有権者や事業者等と協議しながら、検討を

進めてまいりたいと考えております。 

〇２番（松田修君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 松田修議員。 

〇２番（松田修君） １２月に入って忘年会シーズンに入りました。これからですね、そう

いった需要の多いときに、こういうような状況になったというのがちょっと厳しいことに

なっているのかなというふうに感じております。そのへんのですね、対応が町の方でできる

のであれば、また検討いただきたいと思います。 

以上で質問を終わります。 

〇議長（泉浩壽君） 次に、城戸司議員の発言を許します。 

〇４番（城戸司君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 城戸司議員。 

〇４番（城戸司君） ４番、城戸司です。 

〔城戸司議員登壇〕 

〇４番（城戸司君） 今日５人ということで、昼からかなと思って油断していたら、ちょっ

と回ってきたんで、３０分以内に皆さんの１２時のサイレンには終われるように努めたい

と思いますので、今しばらくお付き合いを願えたらと思います。 

国会ではですね、総理大臣も決まり、中継を見ていると、国民民主党の榛葉議員が高市総

理を笑わせるようなこともありですね、今までと違っていいなあと感じております。若い子

に興味を持ってもらうために、堅いイメージを変えていきたいと思い、楽しく、しんどいと

ころは見せないようにと活動していた私がやりたかったことは、これだと感じました。同じ

ようにできたらと思っておりますので、軽い感じで楽しくできるよう、お付き合いを願えた

らと思います。 

町のホームページのですね、町政情報、町のプロフィール、町の概要のなかに「景観まち

づくり」というページがあります。「景観保全の取り組み」という大見出しで、「景観まちづ

くり計画」という小見出しの内容ですが、景観法が平成１６年に施行され、内子町は平成１

７年度に景観行政団体に移行しました。 

平成２０年９月には、町民の参加と合意のもと内子町景観まちづくり計画を策定。「やす

らぎのある生活空間の創設や豊かな自然環境の保全、地域資源を活かした観光など、内子ら

しい良好な景観形成を図ることで、地域間交流の促進を図っています。」と書かれています。 

同計画では、「町全体を景観計画区域として設定し、建築物のデザインや色彩についての基

準を定めるなど、良好な景観づくりに努めています。自然素材の推奨や植栽などの緑化を図

ることで、町全体が落ち着きのある佇まいへと少しずつ変わり始めています。」と書かれて

います。 

このページはですね、２０２２年３月１日に更新されており、これがあったからか分かり



令和７年１２月第１５２回内子町議会定例会 

62 

 

ませんが、同じ年の令和４年６月の定例議会でも、建築物などの色彩や形状について質疑と

答弁がありました。 

確認を含めて、最初の質問になりますが、景観まちづくり計画の対象地域、対象物につい

て伺いたいと思います。 

〇議長（泉浩壽君） 城戸司議員の質問に対しまして、理事者の答弁を求めます。 

〇建設デザイン課長（亀内重範君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 亀内建設デザイン課長。 

〔亀内重範建設デザイン課長登壇〕 

〇建設デザイン課長（亀内重範君） 城戸議員のご質問にお答えいたします。 

ご質問のありました景観まちづくり計画の対象地域、対象物でございますが、計画におけ

る対象地域につきましては、先程、議員おっしゃいますおっしゃいましたとおり内子町全域

を景観計画区域とし、全域で景観形成を進めるものとしております。 

また、対象物につきましては、景観区域や景観計画区域内における建築物、工作物、開発

行為等、屋外広告物を対象としております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇４番（城戸司君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 城戸司議員。 

〇４番（城戸司君） 今、町内全域といただきました。あとは建築、工作物など、屋外広告

等といったものとなるっていうことですが、「植栽などの緑化を図る」とか書いてあるんで、

自然物、こういったものは入らないでしょうか。 

〇建設デザイン課長（亀内重範君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 亀内建設デザイン課長。 

〇建設デザイン課長（亀内重範君） 先程ご説明いたしました内子町全域を景観計画区域と

しておるなかでですね、景観計画区域の景観計画重点区域を３地区、景観重要建造物、景観

重要樹木、景観重要公共施設といったものを指定することとしております。 

ただ、景観重要樹木につきましては、地域のランドスケープというか、地域の象徴となる

樹木に対して指定をするという形で計画しておりますので、地域のなかでですね、こういう

樹木を選定したいとか、そういうご意見をいただいたものについて指定をしていくという

形をとっております。ですので、景観計画のなかで植栽を行うということは考えておりませ

ん。 

〇４番（城戸司君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 城戸司議員。 

〇４番（城戸司君） 先程あったホームページのところのですね、同じページのなかに「美

しい内子に向けた取り組み」という小見出しが下にありましてですね、平成２５年１月には

「愛媛県で唯一となる内子町景観農業振興整備計画を定めました。農業を美しい風景や自

然環境を作っている重要な要素として位置付け、その営み自体が魅力となるよう、景観と調
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和する営農や農用地等の保全などの方針を示しています。」 

また、令和元年６月には「国から内子町歴史的風致維持向上計画の認定を受けました。今

後は町並みや棚田、内子座など、代表される内子町の特色ある地域文化を維持向上すべき歴

史的風致として定め、守り育てることで地域活性化を図りながら、暮らしの満足度や豊かさ

の向上もつなげていきます。」という内容が書かれてますが、樹木とか指定したもの以外は

対象にならないということでしょうか。 

〇建設デザイン課長（亀内重範君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 亀内建設デザイン課長。 

〇建設デザイン課長（亀内重範君） 内子町の景観まちづくり計画の目的といたしまして、

「内子町景観まちづくり計画は、景観法の規定に基づき、町民の合意と参加のもと、内子座

らしい良好な景観の形成の促進を図るため、やすらぎのある生活空間の創設、豊かな自然環

境の保全、地域資源を生かした観光等の地域間交流の促進を目的とする。」とされておりま

す。 

このような考え方のなかで、植栽等につきましては、地域住民の方々の自治会活動であり

ますとか、地域の活動のなかでですね、植栽をされたり、地域を守るという、景観を保全す

るという住民の方々の自発的な作業によって植栽をされていくということで考えておりま

す。 

〇４番（城戸司君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 城戸司議員。 

〇４番（城戸司君） 自然物ということで手入れも必要ということで、地域住民の自発的と

いうところなんで。 

まあ、次の質問の関連の方で詳しく、また質問していけたらと思いますので、次の質問に

移りたいと思います。 

昭和５０年の文化財保護法の改正によってですね、伝統的建造物群保存地区の制度が創

設され、今年は５０周年の節目です。 

産業建設厚生常任委員会で視察研修先をですね、内子町も加入している全国伝統的建造

物群保存地区協議会のなかから同じようなところをと考え、「商家町とものづくり」という

点から、富山県の高岡市を選定して研修に行ってまいりました。 

高岡市は保存地区が３ヶ所あるようですが、商家町であった地区では、解体が進んでから

保存の運動が始まったようで、ずらっと残っている感じでは。何か歯抜けみたいな感じです

ね。ありませんでした。 

そして、私は今回、内子町の町並みは素晴らしいと改めて感じましたが、出張などでいろ

いろな地域を見てきた理事者の皆さんも、良いところや改善した方が良いところというも

のは感じているのではないかと思います。 

そこで、（２）の質問になりますが、町民にずっと住み続けたい、帰ってきたい、そして

観光客にもう一度訪れたいと思われるような町にするには、どのような景観が求められる
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と考えるか伺いたいと思います。 

〇建設デザイン課長（亀内重範君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 亀内建設デザイン課長。 

〔亀内重範建設デザイン課長登壇〕 

〇建設デザイン課長（亀内重範君） 城戸議員のご質問にお答えいたします。 

これまでも、子育て環境や教育環境の充実、農林商工業や観光業の振興、防災対策、福祉

の充実、環境政策、景観行政の推進など、多様な取り組みを組み合わせ、様々な角度から総

合的に町の魅力を高めているところでございます。「内子町でずっと住み続けたい、内子町

に帰ってきたいと思っていただくことが必要である。」とお答えしたところでございます。 

今回、町民にずっと住み続けたい、帰ってきたい。また、観光客にもう一度訪れたいと思

われるために、どのような景観が求められるかというご質問でございますが、先人たちが町

並み保存運動に尽力され、大切に守ってこられた歴史的な町並み景観、地域の暮らしのなか

に広がる美しい村並みや山並みが作り出す美しい農村風景は、内子町らしさを代表する景

観であり、町民の皆様の誇りにもつながっていることと承知しております。 

加えて、先程、答弁させていただきました景観まちづくり計画に基づき、落ち着いた色彩

で町をデザインしてきた景観や、地域を美しくしようという植栽をしたり、草木を刈ったり、

ごみを拾ったりと、町民の皆様が日々の暮らしのなかで作り出している美しい風景は、見た

目の美しさだけでなく、心の豊かさにもつながっているものと考えております。 

こういった町民の皆さんの景観に対する意識の高さ、誇りがあるからこそ、美しい景観や

美しい風景が保たれていると思っております。そのことが、ずっと住み続けたい、帰ってき

たい、もう一度訪れたいと思っていただくことの要素のひとつであると考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇４番（城戸司君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 城戸司議員。 

〇４番（城戸司君） 課長、地域を美しくしようと草木を刈ったりと言われました。まさに

これをちょっと聞きたくて、ここをちょっと詰めていきたいというところなんですが。 

町並みとかはですね、綺麗に保存されていると。町長も振興課におられたこともあって、

研修なんかも行かれたと思うんですけど、研修先でそういう見てほしい、目玉にしていると

ころは綺麗にしているんですけど、町全体を見たときですね。内子町は森林が約８割ほどと

いうことで、もうほぼ草、木、山ですね。そういったところで、手入れされていない山。先

程、３拠点。以前に質問したと思うんですけど、コンパクトシティというところでといった

ら、内子に小さくまとまるんじゃなく、それぞれの地域でしっかりと残していって、交流を

含めたというような３拠点と言われたこともあり、先程も３拠点と言われましたが、内子か

ら五十崎や小田とかですね、移動するときに車から見える風景はもう草だらけですよ。雑草

だらけ。夏なんかもうすごい大きさですし、今も枯草だらけですね。そういったところを逆

に観光客で、これから自転車に乗ってもらってとか、サイクリングで。前回質問したところ
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で言うと、欧米豪の旅行者を、連泊をというところで、自転車で移動してもらうというとこ

ろ。深山の方を向いて自転車を漕いでみると草だらけ。自転車で走っていると草が生えてい

て、避けて車と接触の危険もありますし、車を運転している方も急に特に飛び出す危険なん

かもあるわけじゃないですかね。 

そういったところで、町並みはしっかり綺麗に保存されていると。先程言われた「山並み

などの農村景観」も放置林や耕作放棄地の雑草地でいいのか。これをちょっと伺いたいと思

う。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〇町長（小野植正久君） 一番の将来の姿としてですね、「町並み、村並み、山並みが美し

い」ということでですね、本当に美しい状態をですね、全体で作っていくこと。これが目標

でもございます。そういうなかで、そういうことを維持をしていく。これも大変なことであ

ります。 

特に山林についてはですね、やっぱり間伐もまだされていない山もたくさんございます。

そういう意味ではですね、今、一生懸命ですね、事業体、森林組合と一緒になってですね、

そういう山、健康な山として整備をしてですね、本来の森林として作っていこうということ

でですね、毎年、毎年、事業予算を入れてですね、頑張っております。 

そういうなかで、いろんなそういう、例えば道路であるとか、いろんなところに回ってい

ったら、草も生えているじゃないかということがあります。この景観をですね、美しいと言

えるかどうかということなんですけれども、もちろん私たちの感覚からすれば、来られた方

はどういう判断をされるか分かりませんが、きっちりとですね、整備をされている、そうい

う状態が好ましいのだろうというふうに思っております。 

ただですね、全地域、全部の場所をですね、そういうことは現実的にはですね、なかなか

難しい。町としてもですね、地元の方で町道関係で管理ができないということについてはで

すね、町の方でも応援するよという制度も作っておりますけれども、それぞれの町民の皆さ

んもですね、そういう。今、どんどんヨーロッパの方とか自転車とかですね、報道でも紹介

されておりましたけれども、非常にそういう姿が目につくようになってまいりました。そう

いう意味ではですね、内子町全体をですね、しっかりとそういう意識を持ってですね、町民

の皆さんと一緒に作り上げていきたいなというふうに思っております。 

以上でございます。 

〇４番（城戸司君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 城戸司議員。 

〇４番（城戸司君） ありがとうございます。 

私ですね、ちょっと虫が嫌いなんで、草木があると虫がね、いっぱいいたりとか。あと野

生生物の隠れ場所になって、ちょっと夜とかだと変な声が聞こえたりで、ちょっと怖かった

りとかですね。調べていると、耕作放棄地や藪は隠れ場所になって、犯罪とか、今、全国で
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話題になっている熊の被害。熊が隠れるとかですね。人間、草が生い茂っていると、掻き分

けて動いて。雪とかですね。動いて移動すると思うんですけど、野生生物なんか関係なく突

っ込んでくるわけですよね。なんで、そういったところをしっかり整備していただいて、被

害。愛媛県は熊がいないとか、四国は大丈夫っていうようなこともあったかと思ったら、昨

日夕方８時ぐらいになんかニュースみたいなので、徳島県の里山、那賀町ですかね。昨日の

民家というか空き家のところに熊が出たというところがあって。愛媛、内子なんかでも、ち

ょっとこれは遠い話じゃないかなあと思ったので。そういった点からも、もう藪をなくす。

山ですね。山もしっかり整備していったらと思います。 

自然豊かとやっぱり放置は違う。町長も言われたとおりですね。ただ、町内８割ほどが、

その山とかになっており、お金も時間もかかると思うので、これは、やっぱり地域を美しく

しようと草木を刈ったりと言われた地域の力も必要となってくると思うので、お金がすべ

てではないんですけど、やっぱ自治会とか、区とか、そういったところにですね、「やって

もらったらしっかりと返すよ。」というようなメッセージもしていただいて、積極的に管理

していただくようにしないとですね。 

今年も倒木が何件かあったと思うんですけど、県道の３７９号線、石浦のところですかね。

あそこでも倒木があって、内子から大瀬のメインのところ。小田のメインのところ。そこに

倒木があったわけですよね。そういったところも放置林だと日が当たらなくて、根が弱くて

倒木どころか土砂災害の原因にもなっているっていうことが、これは全国的に役所が出し

ているところですので、まず見えるところだけじゃなく、やっぱり生活道とか、そういった

ところも、年がら年中、日が陰っているような、ちょっとじめっとした、暗くて、薄暗くて

怖いなあ、嫌だなっていうようなところがなくなるような、生活道にすべてしていただきた

いなあと思います。 

次の質問に移りたいと思います。 

最後ですが、内子町景観まちづくり計画の巻頭言に「美しい内子をつくる」とあります。

これこそがですね、まさに芯であり、この考え、想いがあるから計画に基づいて景観まちづ

くり条例を制定し、町民とともに内子町らしい良好な景観づくりに努めているのであろう

と感じます。 

（３）の質問ですが、町民が積極的に参加して「美しい内子をつくる」と書かれている箇

所も目にしました。ホームページ等で。そのためにどのようなことを考えているか伺いたい

と思います。 

〇建設デザイン課長（亀内重範君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 亀内建設デザイン課長。 

〔亀内重範建設デザイン課長登壇〕 

〇建設デザイン課長（亀内重範君） ご質問にお答えいたします。 

内子の美しい景観や風景が保たれているのは、町民の皆様の積極的な活動や景観に対す

る意識の高さ、誇りがあるからこそと認識しております。 
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日々の清掃、自治会や各種団体で取り組むクリーン活動、農林業など、暮らしのなかの営

みなどにより、美しい景観や風景は保たれ、維持されているものだと思っております。 

加えて、景観まちづくり計画などに基づいて、住民、事業者、行政が良好な景観の形成及

び保全について連携し、協働していただいていることも忘れてはなりません。 

今後も、町民の皆様と一緒に協力しながら、美しい景観や風景を創造していきたいと考え

ております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇４番（城戸司君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 城戸司議員。 

〇４番（城戸司君） やはりですね、帰ってきたいとか、ずっと住み続けたいと思える。心

のふるさとですよね。そういった場所になってもらうためには、やはりね、積極的に参加し

てっていうところが大事。関わらせる必要があるのではないかなあというところを思いま

すので、引き続き、ここのふるさと教育なんかも含めてですね、小さい頃から「内子がいい

なあと。」思わせていただいたら、そして私たちもそうやって思うようなことに力を入れて

いかないといけないかなあと考えます。 

計画を立ち上げた想いをですね、知らない町民が多くなっているというか。もうそれこそ

合併して２０年ですよね。知らない町民が多くなっているのではないかなあと感じます。こ

ういった思いってしっかり受け継がれているのかというところなんですが、その点ちょっ

と肌感覚でもいいので、どうでしょう。 

〇建設デザイン課長（亀内重範君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 亀内建設デザイン課長。 

〇建設デザイン課長（亀内重範君） 景観まちづくりにつきましては、現在申請していただ

いてですね、建築物とか、そのようなものについては対応しているところでございます。そ

のなかでですね、各業者様とか、住宅を建てられる個人の方とかですね、設計士の方々の方

からですね、事前にご協議をいただいて、現在、建築されている建物等につきましては、ほ

とんどがですね、条例に沿った建物を建築していただいて、議員ご覧なっても、分かるとお

りですね、５６号線沿いとか、修景なんかが整ってまいったところだと考えておりますので、

皆様の意識のなかには、必ず内子町の景観計画の目的等につきましては、ご周知いただいて

いるものと、町としては考えております。 

〇４番（城戸司君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 城戸司議員。 

〇４番（城戸司君） 美しい内子にするというところにですね、町民全員のベクトルが向い

て、道筋はどうであれ、そういった方に向いていくようなメッセージも出していただければ

と思います。 

ちょっと１２時まであとちょっとなんですが、サイレンより先に僕のお腹が鳴りそうな

ので、もうちょっとここまでっていう。 



令和７年１２月第１５２回内子町議会定例会 

68 

 

ですけど、最後にですね、ちょっと残ったんで。風光明媚という言葉が似合う美しい内子

をつくっていただくようお願いして、質問を終わらせていただきたいと思います。 

ありがとうございました。 

〇議長（泉浩壽君） 午前はここまでとし、休憩します。 

午後１時から再開します。 

 

午前 １１時５５分 休憩 

 

午後  １時００分 再開 

 

〇議長（泉浩壽君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

次に、下野安彦議員の発言を許します。 

〇１２番（下野安彦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 下野安彦議員。 

〇１２番（下野安彦君） それでは、１２月議会にあたりまして、一般質問をしたいと思い

ます。 

１０月１８日だったと思うんですけども、ポストの中にチラシが入っていたと。タクシー

の運行についてですが、「何とかしないと。私だけではなりません。」というふうな、町民の

方から私の方に連絡が入りましたので、今回は地域交通対策について一般質問したいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

相変わらず、地方の人口減少と東京への一極集中が進んでいます。地方の人口減少は公共

交通機関への影響にも大きく関わってきました。この内子町にも、伊予鉄南予バス内子営業

所がありましたが、２０１７年１０月、加戸病院から登立線が廃止され、内子営業所管内に

あった路線はすべて廃止されました。 

旧３町が合併する前には、子どもたちの通学や住民の買い物や病院等への交通手段とし

てあらゆる地域を運行され、なくてはならない民間のバスの会社でした。赤字路線として苦

しむ民間のバス会社は、運転免許証やマイカーを持たない子どもたちや、学生や高齢者のた

めになくてはならない交通手段であり、そのために行政から補助をしていた時期もありま

した。 

ただ、高度経済成長期で１家に１台と言われ普及していた、あの頃の大衆車ですけども、

その後、車の免許を取得すると、誰もが憧れの車を所得し、１人１台の時代になりました。

誰もが運転免許証を取得しマイカーを持つと、公共交通機関を利用する人が減るのは当然

であります。ＪＲの列車やバス、タクシー等の公共交通機関は、地域住民の移動を支える重

要なインフラでありますが、公共交通機関を利用する人が当然減ってきて、そうなれば公共

交通機関の会社の採算性にも影響し、列車やバスの減便や廃止となり、サービス低下と負の

連鎖をもたらしました。人口減少に伴い、過疎が進んできた地域の状況は厳しさをさらに増
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し、公共交通での移動はより厳しくなっているのが現状であります。 

この１２月にあたり、この地域交通対策について質問をします。 

まず最初に、内子町では公共交通を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化、車社会の進

展、さらにはバスやタクシーの運転手不足などにより、非常に厳しい状況になっているとい

うことで、持続可能な移動手段を確保していくために、内子町地域公共交通計画を作成され

ています。本年の１０月より実証運行が始まった小田の立石・上成地区の共助型ライドシェ

アと内子・五十崎地区市街地でのまちなか乗り合いタクシーの「チョイソコ」の利用状況や

評判はどうか質問をします。 

〇議長（泉浩壽君） 下野安彦議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

〇総務課長（上山淳一君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 上山総務課長。 

〔上山淳一総務課長登壇〕 

〇総務課長（上山淳一君） 下野議員のご質問にお答えをします。 

令和６年度に策定した内子町地域公共交通計画では、共助型ライドシェアとまちなか乗

り合いタクシーを重点施策と位置付け、地域内の移動手段の確保と充実を図るため、今年１

０月１日から実証実行を開始しました。両事業の利用状況と利用者の評判についてご報告

いたします。 

まず、共助型ライドシェアにつきましては、現在８名の地域住民がドライバーとして登録

をして運行を行っています。１０月の利用実績は延べ２４人で、導入前の直近３年間の月平

均利用者数１３人と比べて、利用者が増加しております。 

利用者からは、「顔なじみのドライバーが送迎してくれるので安心。」「車内での会話が弾

み、楽しく利用できる。」といった声が寄せられており、定期券を購入される方もあること

から、一定の継続利用が見込まれます。 

次に、まちなか乗り合いタクシーにつきましては、現時点で利用登録者数が６２人、１０

月の利用実績は延べ１３２人でした。１日の運行は、片道換算で平均６回運行しており、主

な降車場所は、スーパーや病院、道の駅、金融機関、役場などとなっています。 

利用者の声としては、「外出がとても楽になった。」「家族に送迎を頼んでいたが、自由に

出かけられて助かる。」「道の駅へ１年ぶりに行って、これから出かけるのが楽しみになっ

た。」といった、好意的な意見が寄せられております。 

以上のことから、両事業に一定の需要があることが確認できました。今後も、自治会やサ

ロンなどを通じて周知を継続し、さらなる利用促進と定着化を図ってまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇１２番（下野安彦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 下野安彦議員。 

〇１２番（下野安彦君） まだ１０月からですから１ヶ月ですので、今のところは順調とい

う形でいいんじゃないかなというふうに思っております。私も聞きますと、非常に、まちな
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かのチョイソコの方なんですけども、「いい制度だよね。」という話も聞いております。 

また、この実証運行というのは、私もこれをよく実験とか、実証運行とかいうのは、いろ

いろあると思うんですけども、こういったものは継続はどのようにしていくというか。運行

実験ですので、実証実験ですので、どの程度、実証されて、これは成果があるとみなし、今

後に取り組んでいかれるのか。やはり、ある程度、運行しても利用者が少なければ、もうや

っぱり中止ということになると思うんですけども、どのぐらいの期間でこれを判断される

という考えになるんでしょうか。 

〇総務課長（上山淳一君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 上山総務課長。 

〇総務課長（上山淳一君） この事業の実証事業の期間でございます。これについてはです

ね、今のところ、今年度２月末まで実施をしまして、評価をしたいというふうに考えており

ます。この評価の結果に基づいて、来年度の運行についてですね、見直しをしたいというふ

うに思っております。 

この結果ですね、改善点等が見られたとしてもですね、中止は考えておりません。やはり、

これは非常に重要な施策だと。これはなくてはならない施策でないかと私は考えておりま

すので、中止することは考えておりませんが、今後、来年度に向けてですね、少し見直しを

することはあるかと考えております。 

〇１２番（下野安彦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 下野安彦議員。 

〇１２番（下野安彦君） これ以上、交通の手段のない方が、やはり利用者が少ないからと

いってなくなれば、本当の少数の方の足がなくなるということですので、それは、そういう

考えはないということで。取りやめることはないということで安心しました。 

あと、この範囲ですよね。この実証実験して、非常に住民の声もいいし、利用者もまあま

あならば、今の地域を小田全体にするとか、例えば石畳の方とか、村前の方とか、五十崎の

御祓地区とか、そういった考え方もまた、考えもできてくるということでよろしいのでしょ

うか。 

〇総務課長（上山淳一君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 上山総務課長。 

〇総務課長（上山淳一君） ご質問にありました共助型ライドシェアの範囲でございますけ

れども、町といたしましては、この事業の方をですね、エリアを拡大をしていきたいという

ふうには考えております。今のところはですね、小田地区あたりでですね、その取り組みを

広げていきたいというには考えておりますが、将来的にはですね、内子とか五十崎とか、そ

ういったところにもですね、導入できるのであれば、広げていきたいというふうには考えて

おります。 

はい。すいません。失礼いたしました。 

これはですね、民間のタクシー事業者さんとの絡みもありますので、そこはですね、地域
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公共交通会議の方で協議をしたうえで進めていかなければならないと考えております。失

礼しました。 

〇１２番（下野安彦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 下野安彦議員。 

〇１２番（下野安彦君） そこが一番、本当難しいところで。タクシーといっても、これを

公共交通機関とみなすのか、みなさないかという両方の考え方があるわけなんですよね。で

すから、これも民間のタクシー会社だからそれは関係ないようにすると、民間の事業を圧縮

というか、圧迫してしまうというところもありますし。かといって、今回の、次の話になる

と思うんですけども、ようなことがなれば、逆に行政が先走って走ってしまうと、それによ

って民間が逆にもう何もできなくなるという状況もくると思いますので、そこらの兼ね合

いは十分に考えて対応していただいたらと思います。 

また、あとオペレーションセンターへの予約等とか、こういったそれとかの金額ですよね。

利用されている方の回数券の金額もあると思うんですけども、これに対する住民からの意

見というのは特別出ていないでしょうか。 

〇総務課長（上山淳一君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 上山総務課長。 

〇総務課長（上山淳一君） 料金についてでございますが、共助型ライドシェアにつきまし

ては、１回乗車につき２５０円。定期であれば、ひと月２，０００円ですね。あと、まちな

か乗り合いタクシーであれば、１乗車４００円、定期の場合は３，０００円という料金で、

今、運行をしております。 

この料金についてはですね、特に住民の方からですね、高すぎるとか、そういった意見は

いただいておりません。 

〇１２番（下野安彦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 下野安彦議員。 

〇１２番（下野安彦君） 続きまして、２番目の方に入りたいと思います。 

先程、冒頭でも言いましたが、新聞にも掲載されていたということで、もう皆さんご存じ

でございます。町内で唯一、夜間のタクシー業務をされていた、新聞にも載っておりました

ので池田タクシーさんですけれども。「タクシー乗務員不足のため、営業存続の危機を迎え

ております。地域の公共交通機関の一員として、どうにか営業を続けておりますが、この度、

夜間の営業を中止することにいたしました。地域の皆様には大変ご迷惑おかけいたします

が、弊社の状況をご理解いただきますようお願い申し上げます。」といった知らせが１０月

の中旬に入りました。１１月１日から午後７時以降の営業を中止しているということであ

ります。 

この一般質問を提出した後の１１月２８日の地元の新聞の３面に「内子、夜間タクシー不

足」と大きく掲載され、午後７時以降にタクシー不足への問題や時間短縮の要因も掲載され、

その掲載されているなかには、観光協会事務局長や総務課長の答弁も出ておりました。 
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また、同僚議員の同じ質問もありましたが、冒頭で述べたとおり、町民からの不安の声も

出ておりますので、通告どおりまた質問したいと思います。 

午後７時以降の内子町は、公共交通機関のない交通空白地になります。「ＪＲ駅にタクシ

ーが１台も止まっていない町の観光イメージはどうなのだ。」というふうに、住民の方から

の問い合わせでもありました。また、同僚議員が言いましたように、今まで飲食の会合のた

めタクシーを利用されていた方の移動の足の問題や、飲食業者さんへの影響が考えられる

んですが、それに対する行政としての対策をどのように考えているか、改めて質問いたしま

す。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） ただ今のご質問にお答えをいたします。 

午前中の松田議員のご質問でも、「夜のタクシー営業の中止により、救急車要請レベルに

達しない方などへの対応、町内飲食店の営業に影響があるのでは。」などのご指摘、ご心配

をいただきました。私としても重要な課題であるというふうに認識をしているところでご

ざいます。 

お答えとしてはですね、松田議員の答弁内容と変わりませんが、内子町でどのような対応

が可能なのかというのを、現在、検討しているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇１２番（下野安彦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 下野安彦議員。 

〇１２番（下野安彦君） 私もこの問題に対して、いろいろと考えました。負の連鎖。利用

しないから、タクシー会社もやっていけない。今、マイカーが普及していることによって。

家族の者が皆、子どもさんから、奥さんから、旦那さんから、おじいちゃん、おばあちゃん

から免許を取得して、各自、一人一人が車を持つ時代になってきていましたので、誰かが空

いていたら、「ちょっと迎えに来てくれや。」ということになって、それがどうしても利用し

ないというふうな形になってくるのかなと思っております。ＪＲの駅に、通学や、いろいろ

通勤される人もおられますけども、確かに、２０年、合併する前には、いろんなタクシー会

社が順番に待っておりまして、それに乗って帰られる人もいましたし、観光に来られる方も

いたと思いますけども、今はもう本当、マイカーが並んで迎えに来るのが当たり前になって

きて、「それはだめじゃないか。」ということもできませんし、また飲食関係のこともありま

すが。 

同僚議員も言われたんですけれども、コロナの前、もっと前になるかと思いますね。やは

り時代でしょうか。やはり、会社で仕事が終わって、「さあ、終わったぞ。」というようにな

ったら、日本の文化ではありませんが、「さあ、飲みに行くぞ。」と。いろいろ、今日も１日

しんどかったけど、部下を連れて「俺の奢りじゃ。」とか言って飲食にずっと行っておりま
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したし、そして、そうすれば二次会、三次会はもう当たり前でございましたし。昔だったら

もう公共事業は今は悪のように一時言われまして、いろんな企業が淘汰されていって、だん

だんと飲む機会も減ってきました。当時、飲食店の人と話していると「公共事業様々ですよ。」

と。そのおかげで、産業が少ないこの内子町では、仕事が終わって町に繰り出す方が多くて、

どんどんと二次会、三次会と行っていただいて、飲食店も賑わうし。タクシーも、あと利用

が待ち時間で「もう仕方ない。」と。それまで「もう１２時すぎるけど飲むか。」とかいうふ

うな、そういう雰囲気でしたけど、今はそうでは全くなくて、もう家庭を優先するような考

え方の生活習慣というか、環境になってまいりました。ですから、どこがどれまで、どっち

がいいのかというのも言えないんですけども、やはりゼロになるということは大変、厳しい

問題になると思います。 

そこで、私、調べておりますと石川県の小松市というところに、そういうところにやはり、

ライドシェアを。夜間のライドシェアをやられておりました。総務課長、そういうところは

調べられておりますか。ちょっと急なことですけど質問します。 

〇総務課長（上山淳一君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 上山総務課長。 

〇総務課長（上山淳一君） 今、言われたのは、公共ライドシェアのことでございますかね。 

全国にはそういった自治体が、そういった公共ライドシェアの取り組みを夜間行ってい

るという事例は承知をしておりますけれども、まだ十分な調査ができておりませんので、今

後、そういったところも調査をしていきたいというふうには考えているところです。 

〇１２番（下野安彦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 下野安彦議員。 

〇１２番（下野安彦君） ちょっと紹介させていただいたら、要するに石川県ですけど、地

震もありまして大変なことになっているようなんですけども、そこで公共ライドシェアと

して夜間運行をされているということで、能登半島地震で被災された二次避難者の方々の

移動を確保するためとタクシーが不足している夜間の時間体に自家用車両を活用した小松

市ライドシェアを運行してるということです。毎週木曜、金曜、土曜日の１７時から２４時。

予約受付は１１時半まで運行してるということです。ドライバーの体制が整い次第、毎日運

行予定ですということです。 

ドライバーは、面接をして大臣認定講習を受講した方でということで、これはもう内子町

の場合も同じだったんですけども。ただ、乗りたいときはどうするかというときにはですけ

ども、やっぱり予約のアプリの「パブテク」というのに、電話予約を受け付けるということ

でございます。やはり、コールセンターを利用して行うということですけども、実際この内

子の池田タクシーさんも、夜間のライドシェアのは、２人かぐらいの許可はとっておられる

ようです。ただし、まだアプリの問題があるようだというふうには聞いております。 

やはり、そこらを今後、地元の個人の事業者さんの方も言うたら応援するのか。それか、

行政が。先程言いましたように、先だって全部やってしまうと、もう当然、地元の業者さん
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はこれ以上はやれないということになりますよね。それは先行することができないでしょ

うから、そこらの協議を進めて、そのアプリも導入がなかなか難しくと言われるのは、事前

運賃確定制のため、アプリなどの導入をしてないのが、ちょっとネックになっているところ

ですので。そこらをお互いが協議してやっていくというか、応援するというか。互いにやっ

ていく考えはどうですか。町長。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〇町長（小野植正久君） 今回のですね、夜間の７時から１０時までについてのタクシーの

運行を取り止めるという。これに至ったことについてはですね、もう新聞報道もされていま

すので。１つは人材。タクシードライバー、ドライバー不足ですね。１つは。 

もう１つはですね、乗車する方がいない。これが大きな問題ですね。人材よりも。なので、

これはですね、おそらく誰がやっても乗らないわけですから。赤字になると。誰がやっても

ですね。そのあたりを行政としてどう考えるかということなんですけれどもね。そこが一番

大変なところでありまして。 

じゃあ、公共的な。例えば、病院に７時から１０時の間にですね、病院に行っている人が

いるのか。あるいは観光客がＪＲに降り立っているのか。こういったところですよね。あと

は、今言われた飲食関係。夜の。そういったところ、利用の状況ですよね。その時間帯の。

これはまだ詳細に調査をしておりますし、それに対する協議。関係する詳しい方も含めて、

今、協議をしておりますけれども、実際にＪＲに７時以降に降り立つ人。緊急的に病院にタ

クシーを使って行かれる方。現時点では、ほとんどおられないという状況なんですね。そう

すると、利用されているのはやっぱり飲食店関係で、多くの方が利用されて。タクシーをで

すね。 

ただし、その多くの方といっても、先程言いましたように非常に少ないと。これはコロナ

を境にしてですね、それまではタクシーを使って自宅に帰られていた方がですね、コロナで

も全く生活スタイルが変わってしまったということで。先程、議員さん言われましたように

ですね、飲む前からもうすでに「今日はあなたが運転をしてください。」とかということで

飲みに来られる。あるいは、奥様が迎えに来られるとかいうことで、もう飲み会がそういう

スタイルになっているということもお聞きをしております。ですので、そのあたりをですね、

行政としての立ち位置といいますかね。これおそらく、誰がやっても絶対赤字になります。

ですので、そのあたりをどう考えていくかということの整理を最終的にはしながらですね。 

対応はいろんな方法があると思います。先程言われましたアプリが必要になります。今、

タクシーのメーターは使えませんから、使えないということは「料金設定どうするの。」と

いうことなんかもありますんでね。それを、やっぱりアプリを入れてですね。やっぱりそこ

で「料金徴収はそうしたらどうするの。」とかですね。いろんな課題もあります。そういう

ようなところも含めてですね、今どういう方法が一番良いのかというのについてはですね、

支援すべきところは支援することでうまく回るんであればですね、それはそういう方法も
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あるのでしょうから、そういったものも含めてですね、今、検討している最中でございます。 

〇１２番（下野安彦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 下野安彦議員。 

〇１２番（下野安彦君） 私も町長が言われるように、私が先に言ったのと同じで、昔はま

だ、今はお酒も私、弱くなりましたけども、昔は１１時だろうが１２時だろうが、日が変わ

るまで頑張っておりましたので、家族が迎えにくる。まあ嫁ですけども、門限が１０時ぐら

いで。それ以降は自分で帰りなさいということで、当時はタクシーもつかまらないときはも

うテクテクと３０分、４０分歩いて帰っているのはざらでございました。今の時代、今にな

ってこの歳になりましたから、もう一次会で、ほぼ８時、９時で帰るようになったから、今

はすれすれで迎えに来てもらうということなんですけれども。 

飲食店の方の考え方になると、ほとんど言われたと思いますけども。先程の石川県の話を

したように、やはりそこもやっぱり居酒屋さんが多いところなので、その利用のためにそう

いうこともしているということで。やっぱり、また復活してるというか、大変喜ばれている

ことですので。そこの地元のタクシー会社との、そのアプリの問題もありますから、十二分

に協議をして、やれるところはお互いが。先走ってやると、先程のように、もう全く業者さ

んはもう「行政がやるなら知らないよ。」ということになりますので。逆に言ったら、行政

がつぶしてしまったと言われてもいけませんから、お互いの十分、これから調査をして、前

向きにやっていただきますようにお願いしておきます。お願いという言葉は不適切ですか

ら、やってください。 

それでは、次の質問に入ります。 

「キャラクターモニュメントで夢の龍王公園に」という質問です。 

私が所属する産業建設厚生常任委員会では、１１月１０日と１１日の２日間、先程、同僚

議員が委員長でありますけど、議員が言われました富山県高岡市の重要伝統的建造物保存

地区の取り組みと、歴史的な伝統工芸と言えるものなどの産業振興について勉強してきま

した。 

その研修のなかで、加賀前田家２代当主、前田利長が高岡開町に際し、商人町をつくった

商業活動の中心であるという山町筋を歩きました。１９００年の大火により、防火構造であ

る土蔵造りの主屋や赤レンガの銀行など、洋風建築が取り入れられているのが特徴でした。

また、２０１７年４月にオープンした複合商業施設「山町ヴァレー」の中にも入ってきたの

ですが、韓国料理やクラフトビールが飲めるお店、タイ式マッサージやヨガ、ヘッドスパの

店がテナントとして入り、野外ライブ等も開催されているようで、現在進行している内子の

森家の事業が目指しているものを、このような空間かなとも思いました。 

土蔵造り等の伝統的建造物が立ち並び、特色ある歴史的景観が形成されていましたが、私、

一番に印象が強かったのは、電線・電柱がないことでした。天気も良かったので特に感じた

のかもしれませんが、広い二車線の道路ですが、無電柱化されていた町並みの景観と青空が

すっきり見えてとても綺麗でした。 
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そして、研修の目的ではなかったのですが、新幹線の時間調整にタクシーのドライバーさ

んのおすすめで新高岡駅から車で約１０分の場所にある「おとぎの森公園」に立ち寄りまし

た。高岡市は、ドラえもんの作者である藤子・Ｆ・不二雄先生の出身地でもあり、このドラ

えもんのこの公園には、漫画ドラえもんの中で繰り返し描かれているドラえもんの空き地

が再現されていました。広場には、漫画の世界であるドラえもんのキャラクターたちが楽し

そうに遊んでいる風景が見られました。 

皆様のお手元のタブレットの方にも画像が送られたと思いますので。見えるでしょうか。

見えます。町長。 

〇町長（小野植正久君） 見えます。 

〇１２番（下野安彦君） まず、最初にこれドラえもんですよね。１枚めくったら。１枚め

くったら、これジャイアンがありますね。私とジャイアンが写っています。３番目、もう１

枚めくると、こういう感じですね。これがドラえもんの空き地ですよね。漫画の中に出てく

る。大きさも、前のジャイアンと私、それから同僚議員とドラえもんとか、だいたいキャラ

クターの大きさも分かると思うんですけれども。 

この子どもたちや保護者にとって、この場所で一緒に写真を撮ったり、触れたりすること

ができ、お金もかからず。作ることに対してはお金がかかっていますけどね。お金もかから

ず、安心して１日中遊べる夢のような公園でした。土日や休日には、多くの若いお母さんや

子どもたちでいっぱいになるそうです。 

五十崎の新川公園がリニューアルしてオープンし、そのおかげで元気な子どもたちの遊

ぶ声が、遊ぶ姿が増えて、歓声が聞こえて、大変喜ばしいことです。内子町には漫画等のキ

ャラクターになる作家はいないかもしれませんが、龍王公園の改修にあたり、子どもたちに

夢を与えるいろんなキャラクターモニュメントを設置し、ファンタジックな空間がある公

園にされる提案をするものですが、町長の考えはどうか質問をします。 

〇建設デザイン課長（亀内重範君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 亀内建設デザイン課長。 

〔亀内重範建設デザイン課長登壇〕 

〇建設デザイン課長（亀内重範君） 下野議員のご質問にお答えいたします。 

委員よりご提案がありましたキャラクターモニュメントを設置し、ファンタジックな空

間がある公園というご提案でございますが、小さな子どもから保護者が安心して楽しめる

空間を作るための手法としましては、効果のあるものであると認識をしております。 

現在、内子町では、都市公園長寿命化計画の方針と並行して、内子町龍王公園基本計画の

策定を行っております。策定にあたりましては、町民アンケートの結果や、８月に開催され

ましたこども議会の意見などをもとに龍王公園基本計画案を作成いたしました。 

作成にあたっては、龍王公園基本計画検討委員会のご意見やご提案をいただきながら、計

画の詰めを現在、行っているところでございます。 

今回ご提案いただいたキャラクターモニュメントにつきましては、作品の舞台やモデル
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地、あるいは作者の出身地に由来して建立されることが多く、地域とキャラクターとの結び

つきが重要と考えております。 

内子町としましては、これまでの地域の歴史や文化、個性にリンクした内子流のまちづく

りを継承しつつ、現状やニーズを踏まえ、将来にわたって持続可能な公園づくりを目指して

いるところでございます。ので、今回、ご提案いただきましたキャラクターモニュメントを

前面に出した公園づくりにつきましては、現在取り組む考えではございません。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇１２番（下野安彦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 下野安彦議員。 

〇１２番（下野安彦君） 建設デザイン課長の答弁ですが、龍王の基本計画策定が今、進ん

でいるということではありますけども、もう完璧にできたわけではないんですよね。また、

今回こういう、一般質問でこういった意見が出たということも、課長の方からまた検討委員

会で出してもらうということは大丈夫ですか。 

〇建設デザイン課長（亀内重範君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 亀内建設デザイン課長。 

〇建設デザイン課長（亀内重範君） 現在、検討委員会の方は先週、実施いたしております

が、３回の検討委員会を開催しております。そのなかで、まず案を何とか作成させていただ

きまして、ご提案をいただきながら修正をずっと重ねてきたところでございます。現在、最

終の案を作成いたしましてですね、議員さんの方に今、お届けする準備をしているところで

ございます。ですので、その中にですね、こういうご提案があったというのを同封できるか

とは思いますが、ちょっと取りまとめの段階、どういう形でお答えできるかというのは、ま

だちょっとこの場では正確にお答えできないと思います。 

〇１２番（下野安彦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 下野安彦議員。 

〇１２番（下野安彦君） 町長、どうでしょうか。町長も私よりか４つ上ですので、町長の

時代はどんなキャラクターがあったのか。鞍馬天狗ぐらいなんかも分かりませんが。 

私の時代はウルトラマンとか、そのうち仮面ライダーとかね。そういうのも出てきました。

夢があると思います。今だったら、やはりアンパンマン。それから、こういったドラえもん。

全国どこでも、そこの出身者じゃなくても、どの子どもたちにとっても夢のあるものじゃな

いかと思うんですよ。ですから、確かにゲゲゲの鬼太郎は山陰の方だとか、アンパンマンは

高知県の香美市とか、もうそこの出身じゃないといけないという決まりはないのでいいと

思うんですけど、町長どうでしょうか。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〇町長（小野植正久君） ご提案はありがたいというふうに受けとめますけれども、やっぱ

り何らかのですね、文脈みたいなものもいるのではないかなというふうに私は思います。そ
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ういうなかで、唐突にという、そんな感じもいたしますけれども。ここの場所はこの場所で

ですね、とてもこれはいいのではないかなと思うんですけど。やっぱり子どもたちがですね、

いずれにしても来て、そこの公園でね、親御さんと一緒になってね、楽しく、いろんなスポ

ーツも含めて、ここで楽しめるよという、そういう公園にはですね、しっかりしていきたい

なというふうには思っております。 

〇１２番（下野安彦君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 下野安彦議員。 

〇１２番（下野安彦君） まだ６分もありますので。それで、つい先日ですけども、内子の

文楽に、ファンの人が九州の方でたまたま知り合ったんですけども、その方を龍王公園の龍

王の砦に連れていって、上から内子や五十崎をこういう地形ですよと見ていただいたんで

すけど。その時にやはり大正解だったというのは、建設デザイン課長、やはり芝敷ですよね。

内子の龍王公園にあって。あれ大正解で、あの日も子どもたちがもうあそこに集まって喜ん

でいます。 

やはり、私も町長も、子育てたくさん。個人的なことを言ったらいけませんけど、してい

るなかで、やはり一番安心して生活、子どもを育てられるというのは、お金のかからなくて、

こういうキャラクターとか、そういうものがあるんですよ。 

あそこの下にあるの知っています。キリンやゾウやのコンクリートでできたモニュメン

トですけど、あれ著作権も何もないようなキリンとゾウだと思うんですけども、あれで喜ぶ

んですよね。子どもは。あれで地中にパイプを通して、会話ができたりしますから。あれで

実際、子どもは向こうとこっちで、何とか、かんとかとおらんで、それだけで楽しいんです

よ。ですから、安心してやはりこういった、例えばドラえもんが内子出身じゃなくても、あ

ちこちにいたり、アンパンマンがいたっていいじゃないですか。ウルトラマンが飛んでいっ

たってじゃないですか。私は、それはもうこの著作権、そういうので、肖像権の方も、物件

に対して購入時はかなりいるかもしれませんけども、そういうのをつくれば子どもたちは

本当に夢があって、いつもこの内子に来て遊べる。ゆったりとして子育てができると、若い

お母さんたちはそのように。まあ、お父さんもですけど思われて、この内子で住みたいなと

いう町になるのではないかというふうに思っております。堅苦しく、こういう決まりだとい

うのは、行政はどうしてもなるわけですけども、もっとこう夢のある、頭を柔軟にした発想

を持って新しい公園に取り組まれると私は期待して、今回の一般質問を終わります。 

ありがとうございました。 

〇議長（泉浩壽君） ここで暫時休憩をします。 

午後１時５５分から再開します。 

 

午後 １時４２分 休憩 

 

午後 １時５５分 再開 
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〇議長（泉浩壽君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

最後に、向井一富議員の発言を許します。 

〇５番（向井一富君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

〇５番（向井一富君） ５番、向井一富です。 

１２月議会にあたり、主に第３期内子町総合計画に基づき、新たなまちづくりの実行につ

いて質問いたします。 

まず１つ目といたしまして、ふるさと納税について質問いたします。 

先般、１１月１８日、１９日の２日間、総務文教常任委員会で長崎県の波佐見町へふるさ

と納税の取り組みについて研修に行かせていただきました。人口１万３，６００人程度の町

で内子町とあまり変わりませんが、面積は内子町の５分の１ぐらいです。波佐見町は焼き物

の町ですが、この研修の候補に挙げるまでは、焼き物の町ということも知りませんでしたし、

それ以前に、波佐見町そのものも知りませんでした。すぐ近くには有田焼、その北には伊万

里焼の２大産地があり、両巨頭に挟まれながら焼き物でふるさと納税を伸ばしてきていま

す。 

２０１６年までは、最高でも４，０００万円ぐらいのふるさと納税金額でございましたけ

れども、１年後の２０１７年には５億円と１年で急激に伸びておりまして、今では２０億円

まで伸びております。その理由を知りたくもあり、ここへ視察計画を立てさせていただきま

した。 

波佐見焼という焼き物は、視察研修の視察先を検索するまでは全く知りませんでした。近

くの有田焼、伊万里焼は有名でしたので、波佐見焼など聞いたこともありませんでした。有

田、伊万里の両巨頭に挟まれて、焼き物としては知名度の低さでふるさと納税の返礼品とし

ては成立するのかなと不思議に思えていたのですが、その両巨頭に負けず劣らずの納税額

をキープしておられます。 

波佐見焼は決めが細かく、デザインもかわいらしく、若者にも人気がありそうなものが並

んでおりました。その意味では、ふるさと納税も若者の利用が多いのかと考えられるので、

若者にもヒットしているのかなと想像いたしました。そして、波佐見焼の知名度がなかった

のは、焼き物は元々あったけれども、実は有田焼のシールを貼って有田焼として販売されて

いたと小さな声で話してくださいました。正直にお話をいただき、自分が疑問を抱いていた

波佐見焼の知名度がないことにも合点がいきました。大きな疑問が１つ解決し、別の意味で

も有意義な視察となりました。そこまで正直にお話をいただいたことに、すごく感激してい

ます。 

そこで本題に入ります。 

なぜ急に納税額が伸びたのかと疑問を抱いておりました。そのことに問いましたところ、

現在のふるさと納税支援の企業に委託することで、８桁から１０桁に一気に実績を伸ばし
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ました。ただ、それだけの答弁でした。まさに衝撃的でした。 

そこで、内子町も昨年の３月議会で、小野植町長がふるさと納税は１億円を目指したいと

同僚議員の質問に答弁されておりました。先般、支援業者選定のプロポーザルが実施された

と思いますが、内子町のふるさと納税の現状を問いたいと思います。ご答弁のほど、よろし

くお願いいたします。 

〇議長（泉浩壽君） 向井一富議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

〇企画情報課長（二宮大昌君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 二宮企画情報課長。 

〔二宮大昌企画情報課長登壇〕 

〇企画情報課長（二宮大昌君） 向井議員のご質問にお答えいたします。 

内子町のふるさと納税の現状でございますけれども、直近３年間の寄付件数と寄付額に

つきましては、令和４年度が５９０件、１，３７４万１，０００円、令和５年度が１，００

７件、２，４５０万４，０００円、令和６年度が９７８件、２，７５６万２，４３２円とな

っております。 

また、現在、ふるさと納税総合サイトは、ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、ふるな

び、Ａｍａｚｏｎふるさと納税、ＪＡＬふるさと納税、ＡＮＡふるさと納税など、１２サイ

トを運用しております。 

返礼品につきましては、令和６年度末現在において、果物１１４品、雑貨や日用品４９品、

加工品４４品など、３８２品を準備しており、定期便や先行予約なども取り入れているとこ

ろです。 

現在、寄付額 1億円を達成するため、事業者戸別訪問による返礼品の確保、寄附者を誘導

するためのふるさと納税総合サイトに追加、サイト内の返礼品写真のデザイン変更、事業者

や返礼品の魅力を紹介するまごころ通信の送付など、できる限りの取り組みを進めている

ところでございます。 

さらに、ふるさと納税中間事業者の見直しを行うためのプロポーザル審査を実施し、現在、

最優秀事業者と契約に向けて、詰めの作業を行っているところでございます。 

現在進行中の中間事業者との契約が整いましたら、新たな体制で町内に潜在する返礼品

の開発、購入意欲を刺激するサイト内での見せ方など、中間事業者が持つノウハウを最大限

に活用し、寄附額増加に取り組む予定としております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇５番（向井一富君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 向井一富議員。 

〇５番（向井一富君） ただ今、答弁いただきました。これ運用するための支援事業者、今、

中身を詰めているということでございましたけれども、現在までやられとった会社でしょ

うか。それとも、新たにそちらを選ばれたということでございましょうか。 

〇企画情報課長（二宮大昌君） 議長。 
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〇議長（泉浩壽君） 二宮企画情報課長。 

〇企画情報課長（二宮大昌君） 今回、最優秀事業者に決定した業者につきましては、新た

な事業者ということでございます。 

〇５番（向井一富君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 向井一富議員。 

〇５番（向井一富君） その会社名とかは、ここでは発表することができんのですか。 

〇企画情報課長（二宮大昌君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 二宮企画情報課長。 

〇議長（泉浩壽君） プロポーザル審査の結果につきましては、もうホームページで公表し

ております。事業者名、今、契約に向けて詰めの作業をしておる事業者、プロポの最終優秀

事業者につきましては株式会社スチームシップという会社でございます。 

〇５番（向井一富君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 向井一富議員。 

〇５番（向井一富君） 株式会社スチームシップ。確か、波佐見町の運営を支援している会

社もその会社じゃないかなと思います。とにかく、役場の担当者が、このふるさと納税が伸

びた理由を尋ねたら、もうこの支援企業がそこに張り付いてからっていうことだけしか答

弁がいただけなかったので、かなり優秀な会社じゃないかなとは思っておりますので、期待

を持って見ていきたいと思います。 

それとですね、別の質問になりますけれども、ふるさと納税は内子町がお預かりするケー

スもあるし、内子町民が他へ寄附するケースがあると思いますけれども、内子町から他の県

とか、町とかに納税をされている。何て言うんですかね。人数とか、金額とかいうのは、内

子町では分からんのですよね。 

〇企画情報課長（二宮大昌君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 二宮企画情報課長。 

〇企画情報課長（二宮大昌君） 今、手元に資料がございません。昨年度は、ふるさと納税

をしていただいた寄附額と出ていった寄附額につきましては、相殺してもプラスであった

ということは承知しておるんですけれども、正確な件数であるとかですね、金額については

ちょっと申し訳ないんですけれども、ここでの答弁はできないということでご理解いただ

いたらと思います。 

〇５番（向井一富君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 向井一富議員。 

〇５番（向井一富君） ふるさと納税を他でするということは、内子町の住民税か何かが金

額が減るということで間違いないですかね。 

〇企画情報課長（二宮大昌君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 二宮企画情報課長。 

〇企画情報課長（二宮大昌君） おっしゃられるとおりですね、内子町の町民の方が他市町
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にふるさと納税をした場合はですね、住民税が控除されますので、内子町に入ってくる税金

が減ってくるということで、ご理解いただいたらと思います。 

〇５番（向井一富君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 向井一富議員。 

〇５番（向井一富君） そういう意味では、先程、説明がありましたように、出て行くより

は入ってくる方が多かったというような説明をいただいたと思うので、安心しております

ので、引き続きですね、全国的には、この大変な競争が激しい形になっておりますので、内

子町も今の運営企業、すごく波佐見町の事例を見てもですね、しっかりと進めていただくん

じゃないかと思いますので、期待をしながら、また見守りさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

続きましては、人口減少対策についてお尋ねいたします。 

日本の人口は、平成２０年の１億２，８０８万人をピークに減少を続けています。厚生労

働省の推計では、２０６０年には８，６７４万人、２１００年には４，９５９万人と、５，

０００万人を下回る見込みとなっております。歴史的にも極めて急激な減少であり、１，０

００年単位で見ても前例がないとのことで、そのことに目を丸めております。 

内子町はもうご多分に漏れず人口減少、産業の衰退に歯どめがかかりません。さらに、２

０５０年までに全国の約２割の地域が無居住化、自治体サービスの維持が困難になる恐れ

があると言われております。こうした地域は消滅可能性自治体と呼ばれ、全国的な課題とな

ってきております。 

そこで、少子高齢化、人口減少、日本全体がその流れになっているなか、地方はさらに危

機的状況になっております。このことを踏まえ、逆に地方に魅力的な施策を実施し、地方か

ら人口減に歯止めをかける圧倒的な施策を打つ必要があると考えるが、このことに関して

町のお考えを問いたいと思います。ご答弁よろしくお願いいたします。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） ただ今のご質問にお答えをいたします。 

向井議員のおっしゃるとおり、少子高齢化、また人口減少は全国的な問題であり、これは、

合計特殊出生率の低下、東京圏への人口の一極集中によるものでございます。これまで内子

町総合計画や内子町まち・ひと・しごと創生総合戦略により、農林商工業の振興、結婚、育

児、子育て支援の強化、移住定住の推進、教育や福祉の充実、防災対策、環境政策や景観行

政の推進など、多様な取り組みを行い、様々な角度から総合的にまちの魅力を高め、内子町

で住み続けたい、内子町で暮らしたいと思っていただける町をつくることで、人口減少、ま

た少子高齢化の対応をしてまいりました。 

地方から人口減に歯止めをかける圧倒的な政策を打つ必要があるとのご提案でございま

すが、これまでに国や地方公共団体が様々な取り組みを行ったにもかかわらず、少子化、人
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口減少に歯止めがかかっていないことを鑑みても、この問題を解決することは非常に難し

いというふうに認識をしております。 

さらに、国の方でも、地方創生２．０の基本構想により、人口減少が続くことを正面から

受けとめ、適応策を講じるという考え方に変化したように、人口減少を前提とした取り組み

を進めることを基本姿勢としなければならないというふうに考えているところでございま

す。 

従いまして、引き続き、本年度からスタートをしております第３期総合計画に掲げる事業

を推進し、様々な角度から町の魅力を総合的に高めることで、移住者や定住者の確保を促進

する取り組みを継続するとともに、関係人口の創出に目を向け、地方創生２．０のなかの関

係人口を活かした都市と地域の支え合いが実現できるような取り組みに力を入れていきた

いというふうに考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇５番（向井一富君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 向井一富議員。 

〇５番（向井一富君） 地方を取り巻く環境は、町長言われたとおり、大変厳しいものがあ

ろうかと思います。いくつかの施策も取り組まれておりますけれども、そのなかでも、唯一

何かきっかけといいますか、手応えを感じて、なおいっそう進めたいななんていう得したも

のがあれば、ちょっと教えてもらったらと思います。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〇町長（小野植正久君） 今までですね、様々なですね、取り組みをさせて。全般的にです

ね、させていただいておりますけれども、やっぱりですね、農林業、商工業、こういったも

のがですね、やっぱり元気になるということが、やっぱりとても大事であろうかと思います

が、そういったなかでですね、観光というものがですね、私は非常に伸びしろがまだまだた

くさんあるというふうに思っておりまして、これをしっかりとですね、より進めていきたい

なというふうに思っております。 

内子町には、ご存じのように町並みがあったり、あるいは内子座。工事中ではございます

けれども、こういったものがありますけれども、こういったものをですね、しっかりと活用

していくということ。そしてまた、今、整備中でございますけれども、旧森家ですね。こう

いったものの活用。交流ですとか、賑わいをですね、しっかり作っていく。そして、それが

ですね、商店街、あるいは地域の方々と一緒にですね、行っていきながら、それが周辺部の

ですね、空き店舗でありますとか、空き家でありますとか、そういったところにも波及して

いき、若者が入ってくる。そういう流れもですね、しっかりと作りたいなあというふうにも

思っております。 

また、内子にはですね、伝統工芸とか手すき和紙でありますとか、凧でありますとか、和

ろうそくでありますとか、そういったものもございます。またそういったものもですね、し
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っかりと皆さんにお知らせし、体験をしていただくことでありますとか。 

あるいは、また小田深山の活用ですね、これも、町の中の活用ももちろんそうなんですが、

周辺部のそういったところもしっかり整備もしながらですね、活用していきたいというふ

うに思っております。 

これからスキーシーズンでもございます。深山でいろんなスポーツ、あるいはキャンプ。

それからですね、今、計画しております深山での休憩施設ですかね。軽い食事がとれるよう

なものになればいいなと思っていますが、そういったものを整備する。あるいは登山ルート

をちゃんと作るとかですね。いろんなことを、町の中に限らず周辺部の整備も行う。そうい

ったことによってですね、魅力を高めていきたいというふうにも思っておりますし、そうい

うなかで、お宿についてもですね、今、本当にいろんな古民家を活用されてやられたりです

ね、またサイクリストのためのお宿もできました。また、グリーンツーリズムの宿もござい

ます。いろんな宿があってですね。特にですね、最近、ヨーロッパの方、欧米の方がですね、

来られて、１泊のつもりが５連泊されたというようなことでですね。その宿を使って、内子

の町の中をですね、普通の一般の町民のような過ごし方みたいなこともですね、やられて、

楽しんでおられるという話も聞きます。 

やっぱり内子には、歴史、文化、伝統、こういうものがしっかりとあります。ですので、

そういうのを、そういう方々はですね、特に楽しみにされておりますし、いろんな情報をで

すね、しっかり海外にも出していきながらですね、やっぱり泊まっていただく。そこでまた

経済が活性化していく、そういうことをですね、観光に一生懸命、取り組むことによってで

すね、伸びしろが、一番最初に言いましたけれども、ございますので、そういったところも

ですね、しっかりと取り組んで、農林業、商工業が元気になっていく。それが一番のベース

かなというふうに思っております。 

以上でございます。 

〇５番（向井一富君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 向井議員。 

〇５番（向井一富君） 大変、力のこもったご答弁ありがとうございました。 

次にいきます。 

高市発言によるインバウンドの影響はということで、最近、内子町の町にも外国人観光客

を、大型バスで来町され、コンビニ駐車場に駐車され、町並み散策をされている姿をよく見

かけます。 

この度の高市総理大臣が、台湾有事をめぐって「存立危機事態になりうる。」と国会で答

弁したことに対して、中国側が強く反発して中国の人々の怒りを買っております。この件の

影響により、訪日中国人を初め、訪日外国人に少なからず影響が出るのではないかと考えま

すが、今、もう町長も海外の方の町内を訪れている方が増えているというご答弁をいただき

ましたけれども、この件について町長の見解を問いたいと思います。 

〇町並・地域振興課長（髙山重樹君） 議長。 
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〇議長（泉浩壽君） 髙山町並・地域振興課長。 

〔髙山町並・地域振興課長登壇〕 

〇町並・地域振興課長（髙山重樹君） ただ今のご質問にお答えいたします。 

近年、本町においても、外国人観光客、いわゆるインバウンド客の来訪が増加しており、

個人客や団体客が町並みを散策する姿がよく見られます。 

町としましても、インバウンド客の来訪は、地域経済を支える重要な要素であると認識し

ております。内子町観光振興計画では、松山空港の直行便を活かし、韓国、台湾など東アジ

ア圏の近距離市場を重点ターゲットのひとつとして位置付けております。 

また、歴史文化や町並み景観を評価する欧米豪などの個人旅行者も重要なターゲットと

しており、多様な国、地域に向けた誘客が町の強みとしています。 

そのようななかで、今回の総理発言を受けた中国側の反発が報じられており、中国本土か

らの来日客に一定の影響が生じる可能性は否定できないと考えております。 

今後とも、国際情勢の動向を注視しながら、観光振興計画に基づき、多様な国・地域から

選ばれる内子町の魅力向上に努めてまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇５番（向井一富君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 向井一富議員。 

〇５番（向井一富君） 質問書は出していなかったんですけども、今は外国人観光客、町内

を訪れている方が増えているということでございますが、１年間を通して、一昨年、昨年、

今年とどのぐらいな感じで増えているか。分かる範囲で教えていただきたいと思います。 

〇町並・地域振興課長（髙山重樹君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 髙山町並・地域振興課長。 

〇町並・地域振興課長（髙山重樹君） 令和５年中、外国人の内子町に来られたお客さんの

数なんですけど、令和５年中が１万３，６１９人で、令和６年が４万１，４５７人というこ

とで、だいぶん増えてはおります。 

以上です。 

〇５番（向井一富君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 向井一富議員。 

〇５番（向井一富君） この数字を見るだけでも、かなり内子、世界から内子に興味を持た

れて、訪れておられるという感じをいたします。首相の話のなかで、そういう危機的な、危

機感を煽るような話はちょっともってのほかだなとは思っとるんですけれども、まあ仕方

ない。取り返しがつきませんので、見守るしかないと思いますけれども、やっぱり内子のよ

さをしっかりと日本国内、国外に推進することによって、内子から発信できる世界の安全、

安心、平和を日本を代表してそのことも伝えていけるように、内子町としても引き続き、一

端を担っていただきたいなと思います。しっかりと共々に頑張っていきたいなと思います

ので、よろしくお願いいたします。 
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続きまして、ドローンのドローン隊の結成についてお尋ねいたします。 

先月１８日の総務文教常任委員会の視察研修のなかに、ドローンの消防団への導入の件

でも波佐見町で研修させていただきました。令和４年、ドローンの規制緩和でレベル４の有

人地帯でも飛行できるように、解禁になりました。それにより、ドローン仕様が多岐にわた

り、急速に広がってまいりました。物事を空から確認できるし、熱感知機能を使えば、行方

不明者の捜索。ここらは熊は出ませんけれども、猪等の野獣の確認、危機対策、災害時等の

現地確認がいち早く実現する。また、配達等にも便利など、多岐にわたって有効な取り組み

が可能になります。積極的な導入を考えるべきではないかと思いますが、内子町においても、

消防団にドローン隊を設置してはどうかと思いますけど、町長のご所見をお尋ねいたしま

す。 

〇総務課長（上山淳一君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 上山総務課長。 

〔上山淳一総務課長登壇〕 

〇総務課長（上山淳一君） 向井議員のご質問にお答えします。 

ドローンは上空から通常の映像や赤外線映像を取得でき、迅速な情報収集が可能です。そ

のため、災害時の被災状況調査や山間部での行方不明者の捜索などで幅広く活用されてお

り、消防活動においても有効であると考えております。 

ご提案の消防団ドローン隊の設置についてですが、県内でもすでにドローン隊を発足さ

せた消防団の事例があります。近年は愛媛県主催のドローン操作講習が実施されており、今

年度の講習会には、本町の消防団から５人参加をしております。 

以上のことを踏まえ、本町におきましても、消防団活動でのドローン活用や配備、運用に

ついて情報収集を行い、消防団と協議したうえで検討してまいります。そのため、引き続き

ドローン操作講習の機会確保に努め、団員の参加呼びかけを行うとともに、すでにドローン

を保有している広域消防、大洲消防でございますけれども、そことの連携。また、他部署で

の活用も視野に入れて検討してまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇５番（向井一富君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 向井一富議員。 

〇５番（向井一富君） 前向きに取り組んでいただいておるということに、ひと安心させて

いただきました。引き続きですね、いろんな人間の目線から、いろんなものが見えてくると

思いますので、しっかりとですね、取り組みを進めていただいて、問題が起きたときには、

速攻、役に立つように訓練をしていただきたいなと切に願うばかりでございますので、よろ

しくお願いいたします。 

最後の質問に入ります。 

ふるさと住民制度というものがあります。地方創生は２０１４年に施行されました、ま

ち・ひと・しごと創生法に伴い、打ち出された政策です。以降１０年間、人口減少と東京一
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極集中の流れを押さえることを目的に様々な取り組みが進められてきましたけれども、現

状は変わらず、歯止めがかかっておりません。 

そして、２０２５年６月、これまでの地方創生の１０年間の反省を踏まえた新しい政策、

地方創生２．０基本構想が石破政権のもと策定され、地方創生の目的が人口減少を食いとめ

ることから、当面の人口減少は受け止めたうえで適用することとバージョンアップしまし

た。 

ポイントは、人口減少は避けられないなかでも、経済を成長させ、地方を元気にする適応

策を実行することで、そして、そのなかでも特に肝いりの政策として基本構想に盛り込まれ

ましたのが、ふるさと住民登録制度というものであります。 

政府が地方創生に関する有識者会議において、仕事や趣味などで継続的に居住地以外に

地域に関わる関係人口を増やすため、自治体がふるさと住民として登録する制度を創設、１

０年で１，０００万人を目指すとしております。東京圏から地方へ転入する若者の比重を倍

増させ、人口の偏在解消を進めるとしておりますが、そのことを内子町としてどう捉えてお

るか、お尋ねをいたします。 

〇企画情報課長（二宮大昌君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 二宮企画情報課長。 

〔二宮大昌企画情報課長登壇〕 

〇企画情報課長（二宮大昌君） 向井議員のご質問にお答えいたします。 

ふるさと住民登録制度につきましては、現在、詳細な情報が通知されておりませんので、

総務省のホームページでありますとか、新聞報道等の情報の範囲のなかでご答弁をさせて

いただいたらと思います。 

現在、すでに取り組んでいますローテンブルク市や沖縄県宜野座村との人的交流や文化

交流、ふるさと納税寄附者に対する広報紙の送付、内子座友の会会員へのイベントのお知ら

せ、首都圏での特産物販売やＰＲ、地域みらい留学による生徒募集、大学との連携による地

域調査、首都圏の若者を対象とした交流イベント、お試しテレワークや企業ワーケーション

の受け入れ、元気な集落づくり応援団事業など、様々な事業により、国の目指す関係人口に

よる地域貢献はすでに発生していると考えております。 

ふるさと住民登録制度ばかりが先走っておりますけれども、本制度導入による行政コス

トの増加、事務の煩雑化、個人情報の管理に関するリスクなども考えられ、特に個人情報の

保護が叫ばれるなか、関係人口として地域住民との信頼性を維持、深化させることができる

のかどうかといった不安要素もございます。 

森永議員さんの一般質問に対し、町長がご答弁させていただいたとおり、関係人口の創出

につきましては、地方創生２．０のなかの関係人口を活かした都市と地域の支え合いの取り

組みにつながるものと捉えており、今後も引き続きブラッシュアップしながら、関係人口の

創出・拡大を進めるとともに、関係人口となった方々が、いろいろな面から町を支えていた

だけるよう取り組みを継続したいと考えておりますけれども、ふるさと住民として登録す
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るまでの必要があるかどうかにつきましては、今後、制度の詳細が、各詳細を確認するなか

で検討させていただいたらなと思っております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇５番（向井一富君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 向井一富議員。 

〇５番（向井一富君） ただ今、答弁にもございましたように、いろんな新しい制度が上か

ら下りてくると、地方は大変、事務的なものも含めて煩雑になってくるので、大変ではあろ

うと思いますけど。今のまま、このままの状態を見ているだけでは、なかなか地方の活気は

戻ってこないと思います。こういうものも大変だとは思いますけれども、しっかりと運用し

ながら、引き続き、持続可能な内子町を目指していただけるよう、切に望みまして、私の一

般質問を終わらせていただきます。 

本日はありがとうございました。 

〇議長（泉浩壽君） 以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。 

次回の本会議は、１２月１２日、午前１０時から開会します。 

本日はこれをもって散会いたします。 

〇議会事務局長（髙嶋由久子君） ご起立願います。礼。 

 

午後 ２時３２分 閉会 
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令和７年１２月第１５２回内子町議会定例会会議録（第３日） 

○招集年月日   令和７年１２月２日（火） 

○開会年月日   令和７年１２月１２日（金） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１３名） 

１番  酒 井 勝 也 君         ２番  松 田   修 君 

３番  西 口 邦 彦 君         ４番  城 戸   司 君 

５番  向 井 一 富 君         ６番  久 保 美 博 君 

７番  森 永 和 夫 君         ８番  菊 地 幸 雄 君 

９番  泉   浩 壽 君        １０番  大 木   雄 君 

１１番  山 本   徹 君        １２番  下 野 安 彦 君 

１３番  山 崎 正 史 君         

 

○欠 席 議 員  なし  

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

町 長  小野植 正 久 君    副 町 長  山 岡   敦 君 

 総 務 課 長  上 山 淳 一 君    企画情報課長  二 宮 大 昌 君 

 住 民 課 長   橋 本 一 恵 君    税 務 課 長  久保宮 賢 次 君 

 保健福祉課長  上 野 昌 宏 君    こども支援課長  亀 岡 秀 俊 君 

 建設デザイン課長  亀 内 重 範 君    会 計 課 長  山 本 勝 利 君 

 町並・地域振興課長  髙 山 重 樹 君    農林振興課長  新 田 栄 作 君 

 小田支所長   中 嶋 優 治 君    環境政策室長  西 岡 美 穂 君 

 教 育 長  林   純 司 君    学校教育課長  宮久保 邦 博 君 

 自治・学習課長  福 見 光 生 君 

 代表監査委員  赤 穂 英 一 君    農業委員会会長  北 岡   清 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

 事 務 局 長  髙 嶋 由久子 君    書 記  本 田 紳太郎 君 

 

○議事日程（第１９号） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議案第 ８５号 内子町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 
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日程第 ４ 議案第 ８６号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第 ８７号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第 ８８号 内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第 ８９号 内子町普通公園条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第 ９０号 内子町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第 ９１号 内子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ９２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第 ９３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第１２ 議案第 ９４号 内子町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第 ９５号 内子町歴史観光交流拠点施設の指定管理者の指定について 

日程第１４ 議案第 ９６号 令和７年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第１５ 議案第 ９７号 令和７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１６ 議案第 ９８号 令和７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１７ 議案第 ９９号 令和７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第１８ 議案第１００号 令和７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第１９ 議案第１０１号 令和７年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第２０ 議案第１０２号 令和７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第２１ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第２２ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第２２まで 
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午前 １０時００分 開会 

 

〇議会事務局長（髙嶋由久子君） ご起立願います。礼。ご着席ください。 

〇議長（泉浩壽君） それでは、ただ今から本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、１番、酒井勝也

議員、２番、松田修議員を指名します。 

 

日程第 ２ 議事日程通告 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。 

 本日の議事日程は、お手元に配布しております「議事日程（第１９号）」のとおりであ

ります。 

 これより、議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。 

 

日程第 ３ 議案第８５号 内子町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第３ 議案第８５号 内子町乳児等通園支援事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の制定について」を議題とします。 

 審査経過並びに結果について委員長の報告を求めます。城戸産業建設厚生常任委員長、登

壇願います。 

〇産業建設厚生常任委員長（城戸司君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 城戸委員長。 

〔城戸司産業建設厚生常任委員長登壇〕 

〇産業建設厚生常任委員長（城戸司君） 去る１２月２日の本会議において産業建設厚生常

任委員会に付託されました「議案第８５号」について、審査の結果をご報告します。 

審査経過等につきましては、配布しております審査報告書のとおりであり、審査結果につ

いては、「議案第８５号」は原案のとおり可決すべきものとするものです。 

議案について説明を受けた内容並びに質疑等について、ご報告をいたします。 

本議案は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行による児童福祉法の一部

改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるため、本条例を制定

するものです。 

委員の質疑においては、「どのような利用者を対象に、どのくらいの利用を見込んでいる

のか。」との質疑に対し、「この事業は、子どもの成長支援を目的とし、保護者の都合は関係
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なく利用したいときに利用できる制度である。対象は、保育園等に通園していない方で、具

体的には、一時預かり事業の利用者や入園時の慣らし保育を希望する親子などを想定して

おり、月あたりおおよそ６名から７名程度を見込んでいる。」との答弁でありました。 

採決の結果、「議案第８５号」は、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

〇議長（泉浩壽君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 城戸委員長、席にお戻りください。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第８５号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第８

５号」は委員長報告のとおり決定をすることに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、「議案第８５号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第 ４ 議案第８６号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第８７号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第８８号 内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第４ 議案第８６号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」、「日程第５ 議案第８７号 

内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について」、「日程第６ 議案第８８号 内子町放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」以上３件を一

括議題とします。 

 審査経過並びに結果について委員長の報告を求めます。城戸産業建設厚生常任委員長、

登壇願います。 

〇産業建設厚生常任委員長（城戸司君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 城戸委員長。 
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〔城戸司産業建設厚生常任委員長登壇〕 

〇産業建設厚生常任委員長（城戸司君） 去る１２月２日の本会議において、産業建設厚生

常任委員会に付託されました「議案第８６号」、「議案第８７号」、「議案第８８号」の３議案

について、審査の結果をご報告します。 

審査経過等につきましては、配布しております審査報告書のとおりであり、審査結果につ

いては、「議案第８６号」から「議案第８８号」の３議案は、原案のとおり可決すべきもの

とするものです。 

議案について説明を受けた内容並びに質疑等について、ご報告いたします。 

本３議案は、児童福祉法等の一部を改正する法律及び児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準等の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、関係条例の一部を改正するものです。 

委員の質疑においては、「町内に家庭的保育事業を実施している事業者はあるのか。」との

質疑に対し、「町内には該当する施設、事業者はない。」との答弁でありました。 

 採決の結果、「議案第８６号」、「議案第８７号」、「議案第８８号」の３議案は、全会一致

により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

〇議長（泉浩壽君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 城戸委員長、席にお戻りください。 

 討論と採決は議案ごとに行います。 

 まず「議案第８６号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について」討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第８６号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第８

６号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、「議案第８６号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第８７号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について」討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第８７号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第８

７号」は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって「議案第８７号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 最後に、「議案第８８号 内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について」討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第８８号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第８

８号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、「議案第８８号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第 ７ 議案第８９号 内子町普通公園条例の一部を改正する条例について 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第７ 議案第８９号 内子町普通公園条例の一部を改正する条

例について」を議題とします。 

 審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。城戸産業建設厚生常任委員長、

登壇願います。 

〇産業建設厚生常任委員長（城戸司君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 城戸委員長。 

〔城戸司産業建設厚生常任委員長登壇〕 

〇産業建設厚生常任委員長（城戸司君） 去る１２月２日の本会議において、産業建設厚生

常任委員会に付託されました「議案第８９号」について、審査の結果をご報告します。 

審査経過等につきましては、配布しております審査報告書のとおりであり、審査結果につ

いては、「議案第８９号」は原案のとおり可決すべきものとするものです。 

議案について説明を受けた内容並びに質疑等について、ご報告いたします。 

本議案は、新たに坂町ひろばを設置するため、本条例の一部を改正するものです。 

委員の質疑においては、「公園の維持管理はどうするのか。」との質疑に対し、「当面、町

が管理するが、今後、花壇等の維持管理については地域団体やボランティアなどの協力体制

を検討していきたい。」との答弁でありました。 

採決の結果、「議案第８９号」は、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

〇議長（泉浩壽君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 城戸委員長、席にお戻りください。 
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 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第８９号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第８

９号」は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、「議案第８９号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第  ８ 議案第９０号 内子町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

日程第  ９ 議案第９１号 内子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について 

日程第 １０ 議案第９２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第 １１ 議案第９３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例について 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第８ 議案第９０号 内子町職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例について」、「日程第９ 議案第９１号 内子町会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」、「日程第１０ 議案第９２号 内

子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につい

て」、「日程第１１ 議案第９３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例について」以上４件を一括議題とします。 

 審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。向井総務文教常任委員長、登壇

願います。 

〇総務文教常任委員長（向井一富君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 向井委員長。 

〔向井一富総務文教常任委員長登壇〕 

〇総務文教常任委員長（向井一富君） 去る１２月２日の本会議において、総務文教常任委

員会に付託されました「議案第９０号」、「議案第９１号」、「議案第９２号」、「議案第９３号」

の４議案について、審査の結果をご報告します。 

審査経過等につきましては、配布しております審査報告書のとおりであり、審査結果につ

いては、「議案第９０号」から「議案第９３号」までの４議案は、原案のとおり可決すべき

ものとするものです。 

議案について説明を受けた内容並びに質疑等について、ご報告をいたします。 
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本４議案は、令和７年８月７日付け人事院勧告に伴い、関係条例の一部を改正するもので

す。委員の質疑においては、「通勤手当の改正がされているが、現在、町外から通勤してい

る職員の実数は何名いるのか。」との質疑に対し、「町外から通勤している職員の人数は、現

時点で２９名である。」との答弁でありました。 

また、「町外から通勤している職員の住民税はどこで課税されるのか。」との質疑に対し、

「住民税は、１月１日時点で住民票が置かれている市町村で課税されるため、町外通勤者に

ついては居住地での課税となる。ただし、ふるさと納税について協力依頼をしており、納税

の実績もある。」との答弁がありました。 

採決の結果、「議案第９０号」、「議案第９１号」、「議案第９２号」、「議案第９３号」の４

議案は、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

〇議長（泉浩壽君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 向井委員長、席にお戻りください。 

 討論と採決は議案ごとに行います。 

 まず「議案第９０号 内子町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」討

論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第９０号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第９

０号」は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、「議案第９０号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に「議案第９１号 内子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について」討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第９１号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第９

１号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、「議案第９１号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第９２号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例について」討論を行います。討論はありませんか。 
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〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第９２号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第９

２号」は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、「議案第９２号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 最後に「議案第９３号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例について」討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

 ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第９３号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第９

３号」は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、「議案第９３号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第 １２ 議案第９４号 内子町行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第１２ 議案第９４号 内子町行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。向井総務文教常任委員長、登壇

願います。 

〇総務文教常任委員長（向井一富君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 向井委員長。 

〔向井一富総務文教常任委員長登壇〕 

〇総務文教常任委員長（向井一富君） 去る１２月２日の本会議において、総務文教常任委

員会に付託されました「議案第９４号」について、審査の結果をご報告します。 

審査経過等につきましては、配布しております審査報告書のとおりであり、審査結果につ

いては、「議案第９４号」は原案のとおり可決すべきものとするものです。 

議案について説明を受けた内容並びに質疑等について、ご報告をいたします。 
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本議案は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づくシステムの標準化

に伴い、本条例の一部を改正するものです。 

委員の質疑においては、「個人情報の閲覧や利用の記録はどう管理されているのか。」との

質疑に対し、「マイナポータルで自分の情報の利用履歴を確認できるほか、公務における閲

覧、利用は厳格に記録・管理され、適正な運用が求められており、罰則も設けられている。」

との答弁でありました 

採決の結果、「議案第９４号」は、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

〇議長（泉浩壽君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 向井委員長、席にお戻りください。 

 これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第９４号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第９

４号」は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、「議案第９４号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第 １３ 議案第９５号 内子町歴史観光交流拠点施設の指定管理者の指定について 

〇議長（泉浩壽君）「日程第１３ 議案第９５号 内子町歴史観光交流拠点施設の指定管理

者の指定について」を議題とします。 

 審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。城戸産業建設厚生常任委員長、

登壇願います。 

〇産業建設厚生常任委員長（城戸司君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 城戸委員長。 

〔城戸司産業建設厚生常任委員長登壇〕 

〇産業建設厚生常任委員長（城戸司君） 去る１２月２日の本会議において、産業建設厚生

常任委員会に付託されました「議案第９５号」について、審査の結果をご報告します。 

審査経過等につきましては、配布しております審査報告書のとおりであり、審査結果につ

いては、「議案第９５号」は原案のとおり可決すべきものとするものです。 

議案について説明を受けた内容並びに質疑等について、ご報告をいたします。 
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本議案は、公の施設指定管理者選定委員会の審査結果報告に基づく指定管理者の指定に

ついて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

委員から特に質疑はなく、採決の結果、「議案第９５号」は、全会一致により、原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

〇議長（泉浩壽君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて質疑を終結します。城戸委員長、席にお戻

りください。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第９５号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第９

５号」は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、「議案第９５号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第 １４ 議案第 ９６号 令和７年度内子町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第 １５ 議案第 ９７号 令和７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第１号）について 

日程第 １６ 議案第 ９８号 令和７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正

予算（第１号）について 

日程第 １７ 議案第 ９９号 令和７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）について 

日程第 １８ 議案第１００号 令和７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予

算（第１号）について 

日程第 １９ 議案第１０１号 令和７年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予

算（第１号）について 

日程第 ２０ 議案第１０２号 令和７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 

 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第１４ 議案第９６号 令和７年度内子町一般会計補正予算（第

４号）について」、「日程第１５ 議案第９７号 令和７年度内子町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号）について」、「日程第１６ 議案第９８号 令和７年度内子町後期高齢

者医療保険事業特別会計補正予算（第１号）について」、「日程第１７ 議案第９９号 令和
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７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について」、「日程第１８ 議案第１

００号 令和７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）について」、

「議案第１００号 令和７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて」、「日程第１９ 議案第１０１号 令和７年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会

計補正予算（第１号）について」、「日程第２０ 議案第１０２号 令和７年度内子町水道事

業会計補正予算（第２号）について」以上７件を一括議題とします。 

 審査結果について、委員長の報告を求めます。菊地予算決算常任委員長、登壇願います。 

〇予算決算常任委員長（菊地幸雄君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 菊地委員長。 

〔菊地幸雄予算決算常任委員長登壇〕 

〇予算決算常任委員長（菊地幸雄君） ご報告申し上げます。 

去る１２月２日の本会議において、予算決算常任委員会に付託されました「議案第９６号

令和７年度内子町一般会計補正予算（第４号）」から「議案第１０２号 令和７年度内子町

水道事業会計補正予算（第２号）」の７件の補正予算について、１２月８日に委員１３名全

員出席のもと、各課長等からの説明を受け、質疑を行い、慎重な審査を行いました。 

審査の結果につきましては、配付いたしております審査報告書のとおり、全７議案、原案

のとおり可決すべきものとするものでございます。 

議案ごとに説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。 

「議案第９６号 令和７年度内子町一般会計補正予算（第４号）」につきましては、歳入

歳出それぞれ２億５，０３８万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額は１２７億１,

９３５万５，０００円とするものです。前年同期と比較して４．０％の増額となっておりま

す。 

「一般会計補正予算（第４号）」に充当する財源は、国県支出金８，５７９万７，０００

円の増額、地方債４，０００万円の増額、その他特定財源２，７８０万４，０００円の減額、

一般財源は１億５，２３９万６，０００円の増額となっています。 

今回の補正予算は、令和７年度人事院勧告にともなう人件費の調整と防災・安全安心づく

り、障がい福祉などにかかる政策等について予算化しているものです。 

主な歳出予算ですが、３款民生費では、うちこ子育て応援事業費について、今年度の実績

から不足が見込まれるため、３５万７，０００円を増額補正しており、委員から「本事業に

ついて、当初の見込みより児童数が増えたのか。今年度はどの程度見込んでいるのか。」と

の質問に対し、「本事業の有効期限は公布年度の翌年度までであり、令和６年度に生まれた

子どもも対象となる。令和５年度と６年度を比較すると交付対象者は１９名増えており、利

用時期による差はあるものの、当初見込みより増加傾向にあると分析している。」との答弁

がありました。 

４款衛生費においては、粗大ごみ等の収集運搬処分業務の委託料について、９月末時点の

実績が当初の見込みを上回ったため、今後の収集見込み分として、１０８万９，０００円を
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追加計上しており、委員から、「９月末時点で予算をほぼ執行しているとあるが、その要因

をどう捉えているのか。」との質問に対し、「粗大ごみの申し込みは、近年増加傾向にある。

特に今年度は１０月１日から家電４品目を粗大ごみの対象外としたため、申込が９月末ま

でに集中し、結果として予算残額が当初見込みより少なくなった。」との答弁がありました。 

６款農林水産業費においては、令和７年発生の災害に対応するため、農道６路線の崩土や

倒木の除去などに要する修繕費として１５５万５，０００円を計上しており、委員から、「災

害対策として、復旧対策と事前の予防対策についてどのように考えているのか。」との質問

に対し、「今回、生活道路の通行確保を優先し、崩壊により通行に支障をきたした箇所の復

旧・修繕を要する災害対策として予算を計上している。事前の予防対策については、公共道

路用地内などに関しては状況により対応可能であるが、私有地にある立木の伐採について

は所有者の同意が必要であり、すべてを網羅するのは難しい。現時点では、復旧費を基本に

予算化している。」との答弁がありました。 

 １０款教育費においては、文化財保護費に太田城遺物再評価プロジェクト企画の経費と

して２５万円を計上しており、委員から、「本プロジェクトの概要と予算内容の説明を。」と

の質問に対し、「現在の小田、城の台公園は中世の山城、太田城という歴史があり、約３０

年前の大規模発掘調査で出土された遺物は、当時の暮らしを知るうえで考古学的に貴重な

資料であることが判明した。本事業は、こうした貴重な文化財を広く周知することを目的と

しており、出土品や復元品の展示費用のほか、茶の湯をとおして当時の暮らしを体験する企

画に係る経費として報償費、消耗品費等を予算計上している。」との答弁がありました。 

その他、補正予算について多くの質疑がなされました。 

採決の結果、「議案第９６号 令和７年度内子町一般会計補正予算（第４号）」は、原案の

とおり、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第９７号 令和７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）」

につきましては、歳入歳出それぞれ２，２８５万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を１７億８,６９０万７，０００円とするものです。 

委員から特に質疑はなく、採決の結果、「議案第９７号」は、全会一致により原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第９８号 令和７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

１号）」につきましては、歳入歳出それぞれ１４５万８，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を３億３７８万８，０００円とするものです。 

今回の補正は、令和８年度から後期高齢者医療保険料へ導入される子ども・子育て支援金

制度の施行に向けたシステム改修費として１４５万８，０００円を計上しており、委員から、

「システム改修はどのようなものか。」との質問に対し、「システムの改修内容は、愛媛県広

域連合が県内全域の被保険者の保険料等を算定するための基盤システムと広域連合とのデ

ータ連携を担う各市町が利用するシステムの改修であり、当町分の改修費を予算計上して

いる。」との答弁がありました。 
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採決の結果、「議案第９８号」は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

次に、「議案第９９号 令和７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）」につ

きましては、歳入歳出それぞれ２，１２７万２，０００円を減額し、総額を２９億５，６８

９万３，０００円とするものです。 

委員から特に質疑はなく、採決の結果、「議案第９９号」は、全会一致により原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

次に「議案第１００号 令和７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１

号）」につきましては、歳入歳出それぞれ２０万円を追加し、総額を１，４３３万６，００

０円とするものです。 

委員から特に質疑はなく、採決の結果、「議案第１００号」は、全会一致により原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 

次に「議案第１０１号 令和７年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予算（第１

号）」につきましては、歳入歳出それぞれ３０９万２，０００円を追加し、総額を４，９５

１万１，０００円とするものです。 

無線ＬＡＮの環境を整える費用として、２７９万４，０００円を計上しており、委員から、

「無線ＬＡＮの利用範囲や制限はどのようになっているのか。」との質問に対し、「利用につ

いての制限等は特段設けていない。主に帰宅後の個人の時間における携帯電話やパソコン

での利用を想定している。」との答弁でありました。 

採決の結果、「議案第１０１号」は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

次に、「議案第１０２号 令和７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）」につきまし

ては、収益的支出の補正として、人事院勧告に基づき人件費７８万８，０００円を増額し、

収益的支出を４億２，７７２万３，０００円とするものです。 

特に質疑はなく、採決の結果、「議案第１０２号」は、全会一致により原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。 

以上で、委員長報告を終わります。 

〇議長（泉浩壽君） 委員長報告に対する質疑を省略します。菊地委員長、席にお戻りくだ

さい。 

 討論と採決は議案ごとに行います。 

 「議案第９６号 令和７年度内子町一般会計補正予算（第４号）について」討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第９６号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、「議案第９６号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に「議案第９７号 令和７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて」の討論を行います。討論はありませんか。 

〔「省略。」「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第９７号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって「議案第９７号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第９８号 令和７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

１号）について」の討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、討論を終結します。 

 「議案第９８号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、「議案第９８号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第９９号 令和７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて」の討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

「議案第９９号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、「議案第９９号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第１００号 令和７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第

１号）について」の討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第１００号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報

告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、「議案第１００号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に「議案第１０１号 令和７年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予算（第１

号）について」の討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第１０１号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報

告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、「議案第１０１号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に「議案第１０２号 令和７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について」の

討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第１０２号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報

告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

〇議長（泉浩壽君） 起立全員であります。 

 よって、「議案第１０２号」は委員長報告のとおり可決されました。 

 ここで、暫時休憩とします。 

 午前１１時より再開します。 

 

午前 １０時４９分 休憩 

 

午前 １１時００分 再開 

 

〇議長（泉浩壽君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第 ２１ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第２１ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題

とします。 

 議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定により、議会の運営に関する事項及び議長

の諮問に関する事項について、次期定例会まで閉会中も継続して調査したい旨、申し出があ

りました。 
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 お諮りします。議会運営委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで閉会中の継続審査

とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） 従って、議会運営委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで閉会

中の継続調査とすることに決定しました。 

 

日程第 ２２ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

〇議長（泉浩壽君） 「日程第２２ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件」を議題とし

ます。 

 各常任委員長から、会議規則第７５条の規定により、次期定例会まで、閉会中も継続して

調査したい旨、申し出がありました。 

 お諮りします。各常任委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで閉会中の継続調査と

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

〇議長（泉浩壽君） ご異議なしと認めます。 

 従って、各常任委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで閉会中の継続調査とするこ

とに決定しました。 

 以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。 

 会議を閉じます。 

 ここで、小野植町長、ご挨拶をお願いします。 

〇町長（小野植正久君） 議長。 

〇議長（泉浩壽君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

〇町長（小野植正久君） 閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。 

まずは、提案いたしました議案について、慎重審議のうえ、全議案をお認めいただき、誠

にありがとうございました。それぞれの審議のなかでいただきましたご意見等を踏まえ、業

務の趣旨、目的に沿って適切に執行してまいります。 

さて、年末を前に、１２月２３日には、ソルファオダスキーゲレンデの今季のオープンが

予定されております。今シーズンは、町民の皆様を対象とした駐車場やリフトの割引料金が

設けられると伺っております。四国最長を誇る１，２００ｍのアイデアルコースをはじめ、

初心者から上級者まで幅広く楽しめるコースに加え、子どもたちも楽しめるキッズパーク

も整備されております。この機会に、多くの皆様に小田深山の冬を楽しんでいただければと

思います。 

また、内子座の保存修理事業に対しまして、ふるさと納税型のクラウドファンディングに

よる支援を、第１弾として１２月末まで募集しております。内子座に思いのある方々からす

でにご寄付が集まってきており、町内外から愛される場所であること、また、これまで取り
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組んできた歴史的資源を保存・活用したまちづくりを誇りに思うとともに、無事、修理を終

えることへの責務を感じているところでございます。 

また、国におきましても、先月２１日、２１兆３，０００億円規模の経済対策「『強い経

済』を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～」を閣議決定し

ました。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金につきましても、物価高騰の影響を受け

た生活者や事業者を引き続き支援するために充実する旨、盛り込まれておりますので、今後

の国の動向を注視しながら検討していきたいと考えております。 

さて、今年も残すところもう１０日あまりとなり、一段とあわただしくなってまいりまし

た。議員各位におかれましては、くれぐれもご自愛いただき、町政発展のため、引き続きご

支援、ご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、町長としての挨拶に代えさせていた

だきます。どうもありがとうございました。 

〇議長（泉浩壽君） 以上をもちまして、令和７年１２月第１５２回内子町議会定例会を閉

会します。 

 本日はこれをもって散会します。 

〇議会事務局長（髙嶋由久子君） ご起立願います。礼。 

 

午前 １１時５分 閉会 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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第１５２回定例会付議事件名及び議決結果一覧表 

１．議員提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

発議 

２ 
内子町議会会議規則の一部を改正する規則について R7.12.2 R7.12.2 原案可決 

 

２．町長提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

議案 

８５ 

内子町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について 
R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案 

８６ 

内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 
R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案 

８７ 

内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例について 

R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案 

８８ 

内子町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例につい

て 

R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案 

８９ 
内子町普通公園条例の一部を改正する条例について R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案 

９０ 

内子町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について 
R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案 

９１ 

内子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について 
R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案 

９２ 

内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例について 
R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案 

９３ 

内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例について 
R7.12.2 R7.12.12 原案可決 
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番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

議案 

９４ 

内子町行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例について 

R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案 

９５ 

内子町歴史観光交流拠点施設の指定管理者の指定に

ついて 
R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案 

９６ 

令和７年度内子町一般会計補正予算（第４号）につい

て 
R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案 

９７ 

令和７年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号）について 
R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案 

９８ 

令和７年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計

補正予算（第１号）について 
R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案 

９９ 

令和７年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）について 
R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案 

１００ 

令和７年度内子町介護保険サービス事業特別会計補

正予算（第１号）について 
R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案

１０１ 

令和７年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補

正予算（第１号）について 
R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案 

１０２ 

令和７年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて 
R7.12.2 R7.12.12 原案可決 

議案 

１０３ 
内子町教育委員会委員の任命について R7.12.2 R7.12.2 原案可決 

議案 

１０４ 
内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について R7.12.2 R7.12.2 原案可決 

議案 

１０５ 
内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について R7.12.2 R7.12.2 原案可決 

議案 

１０６ 
内子町固定資産評価審査委員会委員の選任について R7.12.2 R7.12.2 原案可決 
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議員提出議案 

発議第２号 

内子町議会会議規則の一部を改正する規則について 

内子町議会会議規則の一部を改正する規則を別紙のように定めることにつき、 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 109条第６項及び第７項並びに内子町議会 

会議規則（平成 17年内子町議会規則第１号）第 14条第３項の規定により、提出 

する。 

  令和７年 12月２日提出 

提出者 内子町議会 議会運営委員会 

委員長 山崎 正史 

（提案理由） 

地方自治法の一部改正を受け、標準町村議会会議規則が一部改正されたこと 

に伴い、議会に係る手続きについてオンライン化に対応した改正を行うととも 

に、現在の社会情勢等に照らし所要の整備を行うため、内子町議会会議規則の 

一部を改正するものである。 

 

（別紙） 

内子町議会会議規則の一部を改正する規則 

内子町議会会議規則（平成 17年内子町議会規則第１号）の一部を次のように 

改正する。 

 

目次中「第 101条」を「第 101条の２」に、 

「 第 13章 懲罰（第 110条―第 116条） 

第 14章 会議録（第 117条―第 119条） 

第 15章 全員協議会（第 120条）     を 

第 16章 議員の派遣（第 121条） 

第 17章 補則（第 122条） 」 

 

「 第 13章 懲罰（第 110条―第 116条） 

第 14章 公聴会（第 117条－第 122条） 

第 15章 参考人（第 123条） 

第 16章 会議録（第 124条－第 126条）  に改める。 

第 17章 全員協議会（第 127条） 

第 18章 議員の派遣（第 128条） 

第 19章 補則（第 128条の２－第 129条）」 
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第９条第２項中「認めるときは」を「認める場合は、会議に宣告することに 

より」に改め、同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であって緊急を要す 

るときその他の特に必要があると認めるときは、会議時間を変更することが 

できる。 

第 32条第１項中「共に」を「ともに」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 投票の効力に係る法第 118条（投票による選挙・指名推選及び投票の効力の 

異議）第６項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が決定する。 

第 35条中「共に」を「ともに」に改める。 

第 63条中「質問については、」の次に「第 55条（質疑の回数）及び」を加え 

る。 

第 85条中「（開票及び投票の効力）」の次に「第１項から第３項まで」を加 

える。 

第 92条第１項及び第 100条中「共に」を「ともに」に改める。 

第 11章中第 101条の次に次の１条を加える。 

（資格決定の通知） 

 

第 101条の２ 法第 127条（失職及び資格決定）第３項の規定により準用される 

法第 118条（投票による選挙・指名推選及び投票の効力の異議）第６項の規定 

による決定の本人への通知に関し必要な事項は、議長が定める。 

第 103条中「外とう、襟巻、つえ、かさ、写真機及び録音機」を「コート、マ 

フラー、傘」に改め、同条ただし書中「議長の許可を得たときは」を「会議へ 

の出席に必要と認められる物であって議長にあらかじめ届け出たものについて 

は」に改める。 

第 122条を第 129条とし、第 17章中同条の前に次の２条を加える。 

（電子情報処理組織による通知等） 

第 128条の２ 議会又は議長若しくは委員長（以下この条及び次条第１項にお 

いて「議会等」という。）に対して行われる通知のうちこの規則の規定にお 

いて文書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる 

情報が記載された紙その他の有体物（次項及び第６項並びに次条において「文 

書等」という。）により行うことが規定されているものについては、当該通 

知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長 

が定める電子情報処理組織（議会等の使用に係る電子計算機（入出力装置を 

含む。以下この項及び第４項において同じ。）とその通知の相手方の使用に 

係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下 

この条において同じ。）を使用する方法により行うことができる。 
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２ 議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが 

規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわ 

らず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織を使用す 

る方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情 

報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示を 

する場合に限る。 

３ 前２項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、 

当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみな 

して、当該通知に関するこの規則の規定を適用する。 

４ 第１項又は第２項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知 

は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの 

記録がされた時（第 21条（日程の作成及び配布）、第 91条（請願書の写しの 

配布）及び第 92条（請願の委員会付託）第１項の規定による議員に対する通 

知にあっては、当該ファイルへの記録がされた時又は議会等が、当該通知を 

受ける者が当該通知をすべき電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人 

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電 

子計算機（入出力装置を除く。）による情報処理の用に供されるものをいう。 

次条において同じ。）に記録されている事項を議長が定める方法により表示 

したものの閲覧若しくは当該事項について当該者の使用に係る電子計算機に 

備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとるとともに、当該 

者に対し、議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨 

の通知を発した時のいずれか早い時）に当該者に到達したものとみなす。 

５ 議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知のうち当該通知に関するこ 

の規則の規定において署名し、若しくは連署し、又は記名押印すること（以 

下この項において「署名等」という。）が規定されているものを第１項又は 

第２項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等 

については、当該署名等に関する規定にかかわらず、氏名又は名称を明らか 

にする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。 

６ 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面 

により本人確認すべき事情がある場合、議会等に対して行われ、又は議会等 

が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があ 

るものがある場合その他の当該通知のうち第１項又は第２項の電子情報処理 

組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部 

分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当 

該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場 

合において、第３項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知（第６ 
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項の規定により前２項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第５項 

までにおいて同じ。）」とする。 

（電磁的記録による作成等） 

第 128条の３ この規則の規定（第 29条（投票用紙の配布及び投票箱の点検）第 

１項（第 85条（選挙規定の準用）において準用される場合を含む。）を除く。） 

において議会等が文書等を作成し、又は保存すること（次項において「作成 

等」という。）が規定されているものについては、当該規定にかかわらず、 

議長が定めるところにより、当該文書等に係る電磁的記録により行うことが 

できる。 

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する 

この規則の規定により文書等により行われたものとみなして、当該作成等に 

関するこの規則の規定を適用する。 

第 17章を第 19章とする。 

第 16章中第 121条を第 128条とする。 

第 16章を第 18章とする。 

第 15章中第 120条を第 127条とする。 

第 15章を第 17章とする。 

第 14章中第 119条を第 126条とし、第 118条を第 125条とし、第 117条を第 124条 

とする。 

第 14章を第 16章とし、第 13章の次に次の２章を加える。 

    第 14章 公聴会 

（公聴会開催の手続） 

第 117条 議会が、法第 115条の２（公聴会及び参考人）第１項の規定により、 

会議において、公聴会を開こうとするときは、議会の議決でこれを決定する。 

２ 議長は、前項の議会の議決があったときは、その日時、場所及び意見を聴 

こうとする案件その他必要な事項を公示する。 

（意見を述べようとする者の申出） 

第 118条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめそ 

の理由及び案件に対する賛否を、議会に申し出なければならない。 

（公述人の決定） 

第 119条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等（以 

下「公述人」という。）は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びそ 

の他の者の中から、議会において定め、議長は、本人にその旨を通知する。 

２ あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があ 

るときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。 

（公述人の発言） 
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第 120条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならな 

い。 

２ 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。 

３ 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、 

議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。 

（議員と公述人の質疑） 

第 121条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。 

２ 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。 

（代理人又は文書による意見の陳述） 

第 122条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示すること 

ができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。 

   第 15章 参考人 

（参考人） 

第 123条 議会が、法第 115条の２（公聴会及び参考人）第２項の規定により、 

会議において、参考人の出席を求めようとするときは、議会の議決でこれを 

決定する。 

２ 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こう 

とする案件その他必要な事項を通知しなければならない。 

３ 参考人については、第 120条（公述人の発言）、第 121条（議員と公述人の 

質疑）及び第 122条（代理人又は文書による意見の陳述）の規定を準用する。 

 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


